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第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この送配電等業務指針（以下「本指針」という。）は、電気事業法（昭

和３９年法律第１７０号、以下「法」という。）第２８条の４０第１項第３号

及び第２８条の４５の規定に基づき、一般送配電事業者、送電事業者及び配

電事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務の実

施に関する基本的な事項等を定め、その適正かつ円滑な運用を図ることを目

的とする。 

 

（用語） 

第２条 本指針で使用する用語は、本指針に特に定めるもののほか、法並びに

法に基づいて規定された政令及び省令並びに電力広域的運営推進機関（以下

「本機関」という。）の定款及び業務規程において使用する用語の例による。 

 

（期限の取扱い） 

第３条 本指針において定める期限の末日が本機関の休業日であるときの取扱

いは、業務規程の取扱いと同一とする。 
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第２章 需要想定 

 

（供給区域需要の想定） 

第４条 一般送配電事業者及び配電事業者は、需要想定要領に基づき、次の各

号に掲げる想定期間及び想定対象にしたがって、自らの供給区域需要の想定

を行い、毎年度１月２０日までに本機関に提出する。 

一 想定期間 

ア 原則として、第１年度以降１０年間 

イ 第１年度の使用端電力量、送電端電力量及び最大需要電力は月別 

ウ 第２年度の最大需要電力は月別 

二 想定対象 

ア 需要電力量  使用端電力量、需要端電力量及び送電端電力量 

イ 最大需要電力 送電端最大３日平均電力 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、供給区域需要の想定に当たっては、

本機関が業務規程第２２条第２項の規定により公表する経済見通しその他の

情報、直近の需要動向、需要の実績、供給区域の個別事情その他適切に需要

想定を行うに当たり必要となる事項を考慮しなければならない。 

３ 一般送配電事業者及び配電事業者は、第１項の供給区域需要の想定を提出

する際は、本機関が定める様式により、その算定根拠を併せて提出しなけれ

ばならない。 

 

（供給区域需要の想定の検証） 

第５条 一般送配電事業者及び配電事業者は、本機関に対し、次の各号に掲げ

る区分に応じ同号に掲げる期限までに、供給区域需要の実績及び需要実績に

対する気象等による影響量に関する情報を提出しなければならない。 

一 前年度下期及び前年度の需要電力量 毎年６月末日 

二 当年度上期の需要電力量 毎年１１月末日 

三 当年度の夏季最大需要電力 毎年１０月末日 

四 前年度の冬季最大需要電力 毎年５月末日 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、別表２－１のとおり、供給区域需要

の実績と供給計画として届け出た供給区域需要の想定とを比較し、その差異

について検証を行う。ただし、本機関の要請があった場合には、別表２－１

に記載する期間以外の需要実績と需要想定についても比較及び検証の対象と

する。 

３ 一般送配電事業者及び配電事業者は、前項の比較及び検証に際しては、気

象、人口、経済動向その他の需要に影響し得る要因及びその影響量について
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検証しなければならない。 

４ 一般送配電事業者及び配電事業者は、次の各号に掲げるとおり、第２項の

検証結果を本機関が定める様式に基づき、提出する。 

一 前年度の需要電力量に関する検証結果 毎年７月末日 

二 当年度の夏季最大需要電力に関する検証結果 毎年１０月末日 

三 前年度の冬季最大需要電力に関する検証結果 毎年５月末日 

５ 一般送配電事業者及び配電事業者は、前項の検証結果等を供給区域需要の

想定に反映しなければならない。 

 

別表２－１ 検証する需要想定と比較対象とする需要実績 

比較対象とする需要実績 検証する需要想定 

前年度の需要電力量 前年度計画の第１年度 

当年度の夏季最大需要電力 当年度計画の第１年度 

前年度の冬季最大需要電力 前年度計画の第１年度 

 

（小売需要の想定） 

第６条 小売電気事業者及び登録特定送配電事業者（以下「小売電気事業者等」

という。）は、需要想定要領に基づき、小売供給を行う相手方の需要（以下こ

の章において「小売需要」という。）の想定を行い、供給計画の案の一部とし

て、本機関に提出する。 

２ 小売電気事業者等は、小売需要の想定に当たっては、第４条第２項に定め

る事由のほか電源の調達計画、販売計画等を考慮しなければならない。 

 

（小売需要の想定の検証） 

第７条 小売電気事業者等は、第５条第２項及び第３項の規定に準じて、小売

需要の実績と需要想定の差異について比較し、その差異について検証を行う。 

２ 小売電気事業者等は、前項の検証結果を、小売需要の想定に反映するもの

とする。 
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第３章 供給計画の取りまとめ等 

 

（供給計画の案の提出） 

第８条 次の各号に掲げる電気事業者は、それぞれ当該各号に定める期限まで

に、経済産業省令に定める様式に準ずる様式により、供給計画の案を本機関

に提出しなければならない。 

一 送電事業者、特定送配電事業者、小売電気事業者等、発電事業者及び特

定卸供給事業者 毎年２月１０日 

二 一般送配電事業者及び配電事業者 毎年３月１０日 

２ 電気事業者は、業務規程第２６条第１項の規定により、本機関から供給計

画の案の見直しの要請を受け、見直し後の供給計画の案を提出する場合には、

本機関に対し、見直しを行った箇所について説明しなければならない。 

 

（供給計画の提出） 

第９条 次の各号に掲げる電気事業者は、それぞれ当該各号に定める期限まで

に、経済産業省令で定めるところにより、供給計画を本機関に提出しなけれ

ばならない。 

一 送電事業者、特定送配電事業者、小売電気事業者等、発電事業者及び特

定卸供給事業者 毎年３月１日 

二 一般送配電事業者及び配電事業者 毎年３月２５日 

２ 電気事業者は、本機関に提出した供給計画の案と供給計画との間に変更が

ある場合には、本機関に対し、変更箇所について説明しなければならない。 

 

（年度途中に電気事業者となった者による供給計画の提出） 

第１０条 年度途中に電気事業者となった者は、電気事業者となった後遅滞な

く、経済産業省令で定めるところにより、新たに電気事業者となった日を含

む年度における供給計画を本機関に提出しなければならない。 

 

（供給計画の変更） 

第１１条 電気事業者は、供給計画を変更した時は、供給計画の変更した事項

を遅滞なく、本機関に提出しなければならない。 

 

（発電設備等の廃止計画の提出） 

第１２条 発電事業者は、設備容量が１０万キロワット以上の発電設備等の廃

止を決定した場合には、速やかに当該廃止の内容について供給計画に記載し、

本機関に提出しなければならない。 
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第１３条 削除 

 

第１４条 削除 

 

（供給計画の取りまとめ等に関する本機関への協力） 

第１５条 電気事業者は、業務規程第２６条第１項及び第２８条第１項の規定

により、提出した供給計画の案又は供給計画の根拠及び考え方を聴取された

ときは、速やかにこれに応じなければならない。 

２ 電気供給事業者は、業務規程第２８条第４項の規定により、本機関から需

給バランス評価に当たって、必要な情報の提供その他の協力を求められたと

きには、速やかにこれに応じなければならない。 
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第４章 容量市場及び電源入札等 

 

第１節 容量市場 

 

（容量市場システムの利用） 

第１５条の２ 容量市場システムを通じて行うことができる業務は、容量市場

に関連する次の各号に掲げる業務とする。 

一 事業者情報の登録、変更、取消 

二 電源等情報の登録、変更、取消 

三 期待容量の登録、変更、取消 

四 容量オークションへの応札情報の登録、変更、取消 

五 本機関との間で締結した容量確保契約に関連する情報の確認及び資料の

提出 

六 差替先電源等情報の登録、変更、取消 

七 本機関から通知、公表される容量市場に関連する情報の確認 

八 その他容量市場に関連する業務 

 

（マニュアルの遵守等） 

第１５条の３ 市場参加資格事業者、一般送配電事業者及び配電事業者は、本

機関が業務規程第３２条の４の規定により作成する容量市場システムマニュ

アル及び業務規程第３２条の５の規定により策定する容量市場業務マニュア

ルを遵守しなければならない。 

 

第１５条の４ 削除 

 

（市場参加資格事業者の基本情報の登録申込み） 

第１５条の５ 市場参加資格事業者は、本機関による容量オークションの募集

への応札を希望する場合は、事前に、次の各号に掲げる市場参加資格事業者

の基本情報の登録申込みを行わなければならない。 

一 事業者情報の登録 

二 電源等情報の登録 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、本機関から電源等情報の登録申込み

に関する審査に必要な情報の提供を求められた場合は、当該情報の提供に応

じなければならない。 

 

（市場参加資格事業者の基本情報の変更又は取消の申込み） 
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第１５条の６ 市場参加資格事業者は、容量市場システムに登録した市場参加

資格事業者の基本情報の内容に変更が生じ、又は基本情報を取り消す場合に

は、本機関へ速やかに変更又は取消の申込みを行わなければならない。 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、本機関から電源等情報の変更又は取

消の手続に関する審査に必要な情報の提供を求められた場合は、当該情報の

提供に応じなければならない。 

 

（メインオークションにおける容量提供事業者の募集の手順） 

第１５条の７ メインオークションにおける容量提供事業者の募集の手順は、

次の各号に掲げるとおりとする。 

一 期待容量の登録 メインオークションへの応札を希望する市場参加資格

事業者は、メインオークション募集要綱に定める期待容量の登録申込みの

受付期間において、期待容量の登録を行う。なお、期待容量の登録後、期

待容量の受付期間中に限り、期待容量の変更又は取消の申込みを行うこと

ができる。 

二 応札 メインオークション参加資格事業者は、メインオークション募集

要綱に定める応札の受付期間において、応札情報を提出する。なお、応札

情報の提出後、応札の受付期間中に限り、応札情報の変更又は取消を行う

ことができる。 

 

（期待容量の審査の協力） 

第１５条の８ 会員は、本機関から期待容量の登録申込みに関する審査に必要

な情報の提供を求められた場合は、当該情報の提供に応じなければならない。 

 

（調達オークション実施の場合のメインオークションに関する規定の準用） 

第１５条の９ 第１５条の７の規定は、調達オークションの場合に準用する。

この場合において、「メインオークション」とあるのは、「調達オークション」

と読み替えるものとする。 

２ 調達オークション募集要綱の参加条件に該当する事業者のうち、調達オー

クションの実需給年度を対象とするメインオークションに応札し、落札でき

なかった事業者であって、次の各号のいずれかに該当する者は、メインオー

クションへの応札の際に登録した期待容量の変更を行うことができない。 

一 調達オークション募集要綱に定める安定電源により安定的な供給力を提

供する事業者又はその取次を業として行う事業者（以下「安定電源提供者」

という。） 

二 調達オークション募集要綱に定める変動電源により供給力を提供する事
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業者又はその取次を業として行う事業者（以下「変動電源提供者」という。） 

 

（リリースオークション実施の場合のメインオークションに関する規定の準用） 

第１５条の１０ 第１５条の７の規定は、リリースオークションの場合に準用

する（第１５条の７第１号を除く。）。この場合において、「メインオークシ

ョン」とあるのは、「リリースオークション」と、「容量提供事業者」とある

のは「容量リリース事業者」と読み替えるものとする。 

 

（長期脱炭素電源オークション実施の場合のメインオークションに関する規定

の準用） 

第１５条の１０の２ 第１５条の７の規定は、長期脱炭素電源オークションの

場合に準用する。この場合において、「メインオークション」とあるのは、

「長期脱炭素電源オークション」と読み替えるものとする。 

 

（容量確保契約の変更又は解約に応じる義務） 

第１５条の１１ 容量提供事業者は、業務規程第３２条の１９第３項の規定に

より、本機関から容量確保契約の変更又は解約の要請を受けた場合は、これ

に応じなければならない。 

 

（供給力確認対象事業者の条件） 

第１５条の１２ 業務規程第３２条の２４第１項に定める供給力確認対象事業

者の条件は、次の各号に定めるとおりとする。 

一 メインオークションの落札後、本機関との間で容量確保契約を締結し、

容量提供事業者となったメインオークション募集要綱に定める発動指令電

源により供給力を提供する事業者（以下「発動指令電源提供者」という。） 

二 調達オークションへの参加を希望する発動指令電源提供者 

 

（電源等リストの登録の申込み） 

第１５条の１３ 供給力確認対象事業者は、本機関が定める電源等リストの登

録申込みの受付期間において、電源等リストの登録の申込みを行わなければ

ならない。 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、本機関から電源等リストの登録申込

みに関する審査に必要な情報の提供を求められた場合は、当該情報の提供に

応じなければならない。 

３ 供給力確認対象事業者は、電源等リストの作成に当たっては、業務規程第

３２条の２４第３項の規定により本機関が作成した様式を使用しなければな
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らない。 

４ 一般送配電事業者及び配電事業者は、本機関から登録又は変更された電源

等リストの情報の提供を受ける。 

 

（電源等リストの変更又は取消の申込み） 

第１５条の１４ 供給力確認対象事業者は、次の各号に掲げる期間においての

み、電源等リストの変更又は取消の申込みを行うことができる。 

一 電源等リストの登録申込みの受付期間中 

二 実需給年度の開始直前の本機関が別途定める一定の受付期間中 

三 実需給年度中 

 

（実効性テストの手順） 

第１５条の１５ 実効性テストの手順は次の各号に掲げるとおりとする。 

一 実効性テストの実施日程の報告 テスト対象事業者は、本機関の要請に

基づき、テスト対象事業者の関連する供給区域の一般送配電事業者又は配

電事業者（以下「協力一般送配電事業者等」という。）との間で実効性テス

トの実施日程を調整し、確定した実施日程を本機関へ報告する。 

二 実効性テストの実施 テスト対象事業者は、前号の規定により本機関に

報告した実施日程において、実効性テストを実施する。 

三 実効性テスト結果の提出 テスト対象事業者は、実効性テストの実施後、

本機関の要請に基づき、実効性テスト結果を本機関へ提出する。 

２ 前項の規定にかかわらず、テスト対象事業者は、業務規程第３２条の３３

に定める条件を満たす場合、前項各号の手続を省略することができる。 

３ テスト対象事業者は、第１項第３号の実効性テスト結果を記録するに当た

っては、業務規程第３２条の２９第２項の規定により本機関が作成した様式

を使用しなければならない。 

 

（実効性テストの実施の協力） 

第１５条の１６ 協力一般送配電事業者等は、本機関からの要請に基づき、次

の各号に掲げる、テスト対象事業者による実効性テストの実施に関する事項

について協力しなければならない。 

一 テスト対象事業者との実効性テストの実施日程の調整 

二 実効性テスト結果の確認 

三 その他実効性テストの実施に関し必要な事項 

 

（アセスメント） 
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第１５条の１７ 一般送配電事業者及び配電事業者は、本機関の要請に応じ、

業務規程第３２条の３４のアセスメントに必要な情報を提出しなければなら

ない。 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、本機関が行うアセスメントへ協力す

るため、業務規程第３２条の２０第３項の規定により、本機関から関係する

供給区域の容量提供事業者情報の提供を受ける。 

 

（差替先電源等情報の登録条件） 

第１５条の１８ 差替先電源等提供者が安定電源提供者又は変動電源提供者に

該当する場合、差替先電源等が次の各号のいずれかの条件に該当する場合に

限り、差替先電源等情報の登録の申込みを行うことができる。 

一 容量市場における入札ガイドライン（以下この条において「入札ガイドラ

イン」という。）に定める調達オークションの参加条件を満たしていること。

ただし、調達オークションが開催された場合においては、当該調達オーク

ションに応札され、落札されていないこと又は新設等やむを得ない事由に

より当該調達オークションに参加できなかった場合に限る。 

二 対象とする実需給年度のメインオークション又は調達オークションで落

札された後、差替元として、差替先電源等と電源等差替がされたこと。 

２ 差替先電源等提供者が発動指令電源提供者に該当する場合、差替先電源等

が次の各号のいずれかの条件に該当する場合に限り、差替先電源等情報の登

録の申込みを行うことができる。 

一 入札ガイドラインに定める調達オークションの参加条件を満たしている

こと。ただし、調達オークションが開催された場合においては、当該調達

オークションに応札され、落札されていない場合に限る。 

二 対象とする実需給年度のメインオークション又は調達オークションで落

札された後、差替元として、差替先電源等と電源等差替がされたこと。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる差替先電源等提供者は、当

該各号に掲げる条件を満たしていなければ、差替先電源等情報の登録の申込

みを行うことができないものとする。 

一 第１項に規定する差替先電源等提供者 対象とする実需給年度に応じた

期待容量が登録されていること。 

二 前項に規定する差替先電源等提供者 電源等リストの登録又は実効性テ

スト結果の提出により、対象とする実需給年度に応じた期待容量が確定し

ていること。 

４ 差替先電源等提供者は、容量市場システムに登録した差替先電源等情報の

変更又は取消が必要になった場合は、適切に変更又は取消を行わなければな
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らない。 

 

（電源等差替） 

第１５条の１９ 容量提供事業者は、次の各号のいずれの条件にも該当する場

合に限り、電源等差替の登録の申込みを行うことができる。なお、原則とし

て、容量提供事業者が長期脱炭素電源オークションで落札している電源につ

いては申込みを行うことはできない。 

一 電源等差替の相手方が容量市場システムに登録されている差替先電源等

であること。 

二 差替先電源等提供者との合意が得られていること。 

 

第２節 電源入札等 

 

（一般送配電事業者又は配電事業者による電源入札等の検討の要請） 

第１６条 一般送配電事業者又は配電事業者は、大規模な発電等用電気工作物

（発電用の電気工作物及び蓄電用の電気工作物をいう。以下同じ。）の計画

外停止等により、需給ひっ迫のおそれが継続することが見込まれ、本機関に

よる電源入札等以外の手段で需給状況を改善することが困難であると見込ま

れる場合は、本機関に対して、業務規程第３５条第１項第２号に定める電源

入札等の検討の要請を行うことができる。 

 

第１７条 削除 

 

第１８条 削除 

 

（電源入札等の応募者の条件） 

第１９条 電気供給事業者は、次の各号に掲げる要件を全て充足する場合に限

り、業務規程第３８条の規定による本機関の募集に対して応募することがで

きる。 

一 発電等用電気工作物を維持し、運用することその他の供給能力の確保が

できる技術力があること。 

二 電源等維持運用業務にかかる費用（電源入札補填金は除く。）を負担する

意思及び能力があること。 

三 供給力を提供する期間において、継続的に供給力を提供する意思及び能

力があること。 

四 法その他の法令が遵守できること。 
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五 その他の電源入札等の基本要件に定める条件を満たしていること。 

 

（電源入札等の応募者の指定） 

第２０条 業務規程第３８条第２項の規定により本機関から電源入札等の応募

者の指定を受けた電気供給事業者は、特別な理由のない限り、電源入札等に

応募しなければならない。 

２ 本機関から電源入札等の応募者の指定を受けた場合で、電源入札等に応募

できないときは、本機関に対し、応募できない理由を書面又は電磁的方法に

より説明しなければならない。 

 

（電源等維持運用者の募集の手順） 

第２１条 電源入札等へ応募する電気供給事業者は、業務規程第３８条第１項

第２号の規定に基づき本機関が策定・公表した募集要綱に記載した期限まで

において、応募価格等を記載した必要な書類を書面又は電磁的方法にて提出

する。 

 

第２２条 削除 

 

（落札者の電源等維持運用業務の報告） 

第２３条 電源等維持運用者は、本機関が定めた期日において、定期的に、発

電等用電気工作物の新増設又は再起動に向けた工程、供給力の提供状況その

他の本機関が定める電源等維持運用業務の内容を報告しなければならない。 
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第５章 調整力の確保 

 

（調整力の確保に関する計画及び実績の提出） 

第２４条 一般送配電事業者及び配電事業者は、毎年度、本機関が定める様式

により、翌年度の調整力の確保に関する計画を作成し、当該年度の開始前に、

本機関に提出しなければならない。 

２ 前項の調整力の確保に関する計画には、次の各号に掲げる事項を記載する

ものとする。 

一 調整力の必要量 

二 調整力の具体的内容 

三 調整力を必要とする理由 

３ 一般送配電事業者及び配電事業者は、毎年度、前年度における前項の計画

に対する調整力の活用の実績を、本機関に提出しなければならない。 

 

（調整力の確保） 

第２５条 一般送配電事業者及び配電事業者は、系統運用（第１５０条に定め

る。）に必要な調整力をあらかじめ確保するよう努める。 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者が調整力を確保する際においては、業務

規程第１８１条の規定により公表された調整力の水準、要件等の内容や実際

に想定される需給変動のリスクの大きさを踏まえるものとする。 

 

（調整力の公募等） 

第２６条 一般送配電事業者及び配電事業者は、調整力を調達する場合は、原

則として、公募や需給調整市場からの調達等の公平性かつ透明性が確保され

た方法によるものとし、特定種の発電設備等や特定の電気供給事業者を優遇

してはならない。 

 

（公募等の実施要綱等の作成） 

第２７条 一般送配電事業者及び配電事業者は、調整力の公募又は需給調整市

場からの調達等を実施する場合には、原則として、調整力が満たすべき要件、

公募又は取引スケジュール、主たる契約条件その他必要事項を定めた公募の

実施要綱又は需給調整市場の取引規程等を策定し、公表する。 

 

（公募等の手続） 

第２８条 一般送配電事業者及び配電事業者は、調整力の公募を実施する場合

には、策定した実施要綱等に基づき、調整力を募集し、入札金額、調整力の
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性能、系統運用上の必要性等を総合的に評価の上、落札者を決定する。 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、需給調整市場から調整力を調達する

場合には、策定した取引規程等に基づき、調整力の必要量を提示し、入札金

額、系統運用上の制約等を踏まえ、オークションにより落札者を決定する。 

３ 一般送配電事業者及び配電事業者は、本機関の求めに応じ、調整力の公募

等の落札者の名称、当該落札者から調達した調整力の要件、需給調整市場の

約定結果その他本機関が要求する事項を本機関に報告する。 

 

（調整力の提供に関する契約の締結） 

第２９条 一般送配電事業者及び配電事業者と調整力の公募等の落札者は、調

整力の公募等の手続の完了後、公募等の実施要綱又は落札結果等にしたがっ

て、落札者が応募した調整力を利用する内容の契約を締結する。ただし、一

般送配電事業者及び配電事業者と落札者が同一事業者である場合にはこの限

りでない。 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者と需給調整市場での取引をする事業者は、

需給調整市場の取引規程等にしたがって、需給調整市場において約定した調

整力を利用する内容の契約を締結する。 

 

（公募等の結果の公表） 

第３０条 一般送配電事業者及び配電事業者は、調整力の公募の手続の結果又

は需給調整市場の約定結果を公表しなければならない。 

 

（連系線に係る取引の上限値の通知及び確保量の報告） 

第３０条の２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、一般送配電事業者の供給

区域を跨ぐ取引の場合、本機関より通知を受けた需給調整市場において調整

力の取引ができる連系線容量の範囲内で約定させるものとし、約定結果によ

りマージンとして確保する当該連系線の容量を本機関へ報告する。  
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第６章 設備形成 

 

（設備形成に係る委員会への協力） 

第３１条 電気供給事業者は、業務規程第４７条の規定により設置された広域

連系系統の設備形成等に関する常設の委員会（以下「設備形成に係る委員会」

という。）の要請に基づき、設備形成に係る委員会の運営に関して協力しな

ければならない。 

 

第３２条 削除 

 

第３３条 削除 

 

（広域系統整備に関する提起） 

第３４条 一般送配電事業者は、本機関が定め公表する様式に基づき、本機関

に対して、電気の安定供給を確保する観点に基づく広域系統整備に関する提

起を行うことができる。 

２ 前項の規定により広域系統整備に関する提起を行った一般送配電事業者

（以下「検討提起者」という。）は、本機関が業務規程第５９条の規定により

受益者及び費用負担割合等を決定するまでの間は、合理的な理由が認められ

る場合に限り、次の各号に掲げる行為を行うことができる。 

一 広域系統整備に関する提起の取下げ 

二 検討提起者の地位の承継（新たに提起者となる者が広域系統整備に要する

と見込まれる費用負担の意思を有している場合に限る。） 

三 その他本機関が計画策定プロセスに影響を与えないと判断した軽微な事

項の変更 

 

（電気供給事業者による広域連系系統の増強を求める申出） 

第３４条の２ 電気供給事業者は、広域連系系統の混雑により、自らが維持し、

及び運用する発電設備等の出力に制限が生じており、当該設備の出力が制限

されることで事業性に影響すると判断した場合には、本機関に対し、広域連

系系統を増強するよう申し出ることができる。 

 

第３５条 削除 

 

第３６条 削除 
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第３７条 削除 

 

第３８条 削除 

 

第３９条 削除 

 

第４０条 削除 

 

第４１条 削除 

 

（実施案等の応募資格者及び募集に対する応募意思の表明） 

第４２条 業務規程第５６条の３の規定により本機関が実施する実施案及び事

業実施主体の募集に対する応募資格者は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 一般送配電事業者 

二 送電事業者 

三 送電事業者となる許可を取得しようとする事業者（新たに設立する法人に

より当該許可を取得しようとする場合は、当該法人への出資を予定してい

る事業者とする。）であって、十分な財務的・技術的能力を有している事業

者 

２ 業務規程第５６条の３の規定により本機関が実施する実施案及び事業実施

主体の募集への応募意思を有する応募資格者は、業務規程第５６条の３第１

項第２号の公募要綱に定めるところにより、応募意思を表明する文書を書面

又は電磁的方法にて提出する。 

 

（実施案の作成に必要な情報の提供依頼） 

第４２条の２ 業務規程第５６条の３第１項第２号の公募要綱に定める応募資

格を満たす事業者（以下「有資格事業者」という。）は、実施案の作成のため

に必要がある場合は、本機関に対し、次の各号に掲げる情報の提供を求める

ことができる。 

一 送電系統図（送電線経過図、給電系統図等） 

二 既設電気所の概要（単線結線図、機器配置平面図等） 

三 設備の諸データ（電圧、設備容量、運用容量、インピーダンス等） 

四 予想潮流図 

五 系統解析用データ（熱容量、同期安定性、電圧安定性、短絡容量等） 

六 広域機関が基本要件の検討において解析を行ったデータ 

七 その他実施案の作成に必要となる技術的な情報 
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（実施案の提出） 

第４３条 有資格事業者は、実施案を提出する場合には、業務規程第５６条の

３第１項第２号の公募要綱にしたがって本機関に提出する。 

２ 業務規程第５６条の３第３項及び第５６条の４の規定により本機関から実

施案の提出を求められた事業者は、本機関が定める期限までに、実施案を策

定し、本機関に提出しなければならない。 

３ 実施案を提出しようとする事業者は、実施案の内容に他の電気供給事業者

が維持・運用する既設の電力設備（以下「他者設備」という。）の増強、改造

等を含む場合若しくはその可能性が認められる場合又は当該実施案の内容が

他者設備の維持・運用に影響を与える可能性が認められる場合には、実施案

の作成に際し、当該他の電気供給事業者に対し、実施案が他者設備に与える

影響の有無及びその内容を確認しなければならない。 

 

第４４条 削除 

 

第４５条 削除 

 

（実施案の修正） 

第４６条 実施案を提出した事業者は、業務規程第５８条第２項の協議による

場合を除き、実施案の内容を修正することはできない。 

 

（費用負担意思の回答） 

第４７条 業務規程第５９条第４項及び第５項の規定により広域系統整備の費

用負担割合等の案の通知があった費用負担候補者は、書面又は電磁的方法に

より費用負担の意思を回答しなければならない。 

 

（費用負担割合等の検討結果に不服がある場合） 

第４８条 業務規程第５９条第４項及び第５項の規定による通知内容に不服が

ある費用負担候補者は、本機関に対して、不服の内容及び理由を明らかにし

た上で、費用負担割合等の再検討を要請することができる。 

 

第４９条 削除 

 

第５０条 削除 
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第５１条 削除 

 

（他者設備の対策） 

第５２条 他者設備を維持・運用する電気供給事業者は、広域系統整備計画の

内容に当該他者設備の建設、維持及び運用が含まれる場合においては、事業

実施主体の求めに応じ、広域系統整備計画の実現のために、必要となる工事

の実施、工事後の設備の維持、運用その他の必要な協力をしなければならな

い。 

 

（広域系統整備計画策定後の情報提供） 

第５３条 事業実施主体として選定された者は、本機関に対し、次の各号に掲

げる時期に、次の情報を提出する。 

一 広域系統整備計画策定後速やかに 広域系統整備計画の主要工程 

二 四半期ごと 本機関が進捗状況及び今後の見通しを把握するために必要

な情報 

 

（広域系統整備計画に基づき設置等を行った流通設備の整備又は更新に要する

費用の額の届出） 

第５３条の２ 業務規程第６１条の３の規定により届出を行った広域系統整備

計画の事業実施主体は、法第２８条の４０第１項第５号の２に規定する交付

金（以下「広域系統整備交付金」という。）の交付を受けるに当たり、広域系

統整備計画に基づき設置等を行った流通設備の使用を開始した日の属する年

度から当該流通設備の耐用年数（減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭

和４０年大蔵省令第１５号）別表第１又は別表第２に掲げる耐用年数をいう。

次条において同じ。）の期間の末日の属する年度までの間、減価償却が行わ

れる年度の本機関が別途通知する期日までに、広域系統整備計画ごとに当該

流通設備の整備又は更新に要する費用の額を、毎年度、本機関に届け出なけ

ればならない。 

 

（供給計画に従い設置等を行った流通設備の設置及び維持に要する費用の額の

届出） 

第５３条の３ 業務規程第６１条の３の規定により届出を行った広域系統整備

計画の事業実施主体は、当該計画において再生可能エネルギー発電設備によ

って創出される便益が見込まれる場合は、再生可能エネルギー電気特措法第

２８条第１項に規定する交付金（以下「系統設置交付金」という。）の交付を

受けるに当たり、供給計画に従い設置等を行った流通設備（系統設置交付金
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の交付対象となる広域系統整備計画に係るものに限る。）の使用を開始した

日の属する年度から当該流通設備の耐用年数の期間の末日の属する年度まで

の間、減価償却が行われる年度の本機関が別途通知する期日までに、広域系

統整備計画ごとに当該流通設備の設置及び維持に要する費用の額を、毎年度、

本機関に届け出なければならない。 

 

（認定整備等計画に従い設置を行う流通設備の設置に要する費用の額の届出）  

第５３条の４ 法第２８条の５０第１項に規定する認定整備等事業者（以下単

に「認定整備等事業者」という。）は、再生可能エネルギー電気特措法第２８

条の２第１項に規定する特定系統設置交付金（以下単に「特定系統設置交付金」

という。）の交付を受けるに当たり、法第２８条の５０第２項に規定する認

定整備等計画（以下単に「認定整備等計画」という。）に従い、流通設備であ

って再生可能エネルギー電気の利用の促進に資するものを設置しようとする

ときは、設置を行う当該流通設備の工事を開始した日の属する年度から当該

流通設備の使用を開始した日の前日の属する年度までの間、当該流通設備の

設置に要する費用が発生する年度の本機関が別途通知する期日までに、認定

整備等計画ごとに当該費用の額を、毎年度、本機関に届け出なければならな

い。 

 

（認定整備等計画に基づき設置等を行う流通設備の整備又は更新に必要な資金

の借入申請） 

第５３条の５ 認定整備等事業者は、本機関から、認定整備等計画に基づき設

置等を行う流通設備の整備又は更新に必要な資金の貸付けを受けるに当たり、

本機関に認定整備等計画に基づき設置等を行う流通設備の整備又は更新に必

要な資金の借入れを申請することができる。 

２ 認定整備等事業者は、前項の規定により資金を借り入れるときは、業務規

程第６４条の５第５項に規定する契約の定めるところにより、本機関から貸

付けを受け、返済しなければならない。 

 

（流通設備の整備の検討の開始） 

第５４条 一般送配電事業者及び配電事業者は、次の各号に掲げる場合には、

流通設備（連系線を除く。以下この節において同じ。）の整備に関する検討を

開始する。 

一 発電設備等又は需要設備に関する契約申込みを受け付けた場合 

二 需要の動向、電源の新増設、電源の広域的な利用、電源の廃止等によっ

て、既設設備の最大限の活用を図っても電力系統が電力系統性能基準（第６
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１条に規定する電力系統性能基準をいう。第５５条第７号において同じ。）

を充足できなくなると予想される場合 

三 既設の流通設備における送電損失や維持費用等のコストが大きく、流通

設備の増強等を行うことに経済合理性が認められる場合 

四 その他電気の安定供給の確保、品質の維持、広域的な系統利用の円滑化、

経済合理性等の観点から流通設備の整備を行うことが合理的と考えられる

場合 

 

（流通設備の整備計画の策定） 

第５５条 一般送配電事業者及び配電事業者は、広域系統長期方針を基礎とし

つつ、次の各号に掲げる事項（将来の見通しに係る事項については、その蓋

然性も含む。）を考慮の上、増強に経済合理性が認められる合理的な流通設

備の整備計画を策定する。 

一 需要の見通し（節電及びディマンドリスポンスの見通しを含む。） 

二 電源の開発計画 

三 流通設備の更新計画 

四 系統アクセス業務の状況 

五 送電系統（連系線を除く。）への電源の連系等に制約が生じている地域の

状況 

六 連系線の運用容量に制約を与えている流通設備（連系線を除く。）の状況 

七 電力系統性能基準の充足性 

八 電気設備に関する技術基準を定める省令（平成９年通商産業省令第５２号）

その他の法令又は政省令による制約 

九 広域系統長期方針、広域系統整備計画その他の将来の計画との整合性 

十 流通設備の整備により発生、増加又は減少する費用（工事費、維持・運用

費用、送配電損失を含む。） 

十一 流通設備の整備が電力系統の安定性に与える影響（電力系統の運用に関

する柔軟性の向上、工事実施時の作業停止による電気の供給信頼度への影

響を含む。） 

十二 自然現象（雷、土砂災害、津波、洪水等）等により流通設備に故障が発

生するリスク 

十三 工事の実現性（用地取得のリスク、工事の難易度を含む。） 

十四 流通設備の保守（流通設備の故障発生時の対応を含む。）の容易性 

十五 電力品質への影響 

十六 その他合理的な流通設備の形成・維持・運用のために必要な事項 
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（流通設備の整備の完了時期） 

第５６条 一般送配電事業者及び配電事業者は、次の各号に掲げる事項を考慮

し、流通設備の整備の完了までに要する期間を見込んだ上で、整備が必要と

なる時期までに整備を完了するよう努める。 

一 法その他の法令に基づく手続に必要となる期間 

二 用地の取得に要する期間 

三 資機材の調達に要する期間 

四 電力設備の作業停止、自然条件その他の工事の実施に関する制約 

五 流通設備の整備の実現性及び経済性等に影響を与える可能性がある他の

工事（公共事業等の他の者が行う工事を含む。）と協調して工事を行う必要

性 

六 流通設備の整備が大規模又は広範囲に及ぶ場合において、設計・施工等

の能力を確保する観点から、段階的に流通設備の整備を行う必要性 

七 その他流通設備の整備を実施するために必要となる期間 

 

（流通設備の整備の前提となる諸条件） 

第５７条 流通設備の整備の前提となる諸条件は、原則として、次の各号に掲

げる考え方に基づいて決定する。 

一 電気方式  

ア 高圧及び特別高圧の場合 交流三相３線式とする。ただし、交流三相３

線式を採用することが技術上困難な場合、整備に要する費用がより低廉と

なる場合その他経済合理性が認められる場合は、直流方式を採用すること

ができる。 

イ 低圧の場合 交流三相３線式、交流三相４線式、交流単相３線式又は交

流単相２線式とする。 

二 標準周波数 ５０ヘルツ又は６０ヘルツとする。 

三 電圧階級 既設設備との整合性並びに需要及び電源の規模を考慮の上、

決定する。 

四 中性点接地方式 

ア 電圧が１７万ボルト以上の交流系統 直接接地方式とする。 

イ その他の交流系統 抵抗接地方式、リアクトル接地方式、又は非接地方

式とする。ただし、電力ケーブルを使用する場合、補償リアクトル接地方

式の採用を検討する。接地インピーダンスは、故障時の過電圧の抑制と保

護装置の確実な動作を考慮の上、決定する。 

五 回線数 

ア 特別高圧の電線路 
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（ア）次の（イ）から（エ）まで以外の場合 ２回線とする。 

（イ）機器装置の単一故障時に供給支障（電気の供給が停止し、又は電気の

使用を緊急に制限すること（電路が自動的に再閉路されることにより電

気の供給の支障が解消した場合を除く。）をいう。以下同じ。）や発電支

障等（電力設備の故障に起因する当該電力設備以外の発電設備等の電力

系統からの電気的な切り離し、発電抑制（第６４条第２項第２号イに定

める発電抑制をいう。）及び充電抑制（第６４条第２項第２号ウに定める

充電抑制をいう。）をいう。以下同じ。）の影響が限定的と考えられる送

電線路の場合 １回線とする。 

（ウ）配電線路（契約に基づき２回線以上の供給方式を合意した場合を除く。）

の場合 １回線とする。 

（エ）スポットネットワークによる供給方式を採用する場合及び地中送電系

統において多端子ユニット方式を採用する場合 ３回線とする。 

イ 高圧の電線路 １回線とする。 

六 送電線路の端子数 系統故障時に発生する供給支障又は発電支障等の影

響、作業停止の容易性、保護方式による制約、経済性等を考慮の上、整備

の際の端子数及び運用時に遮断器を開放せず併用する端子数を決定する。 

七 短絡・地絡故障電流の許容値 一般送配電事業者又は配電事業者が定め

た電圧階級ごとの許容最大値を超えない範囲で決定する。 

八 変電所及び開閉所の母線方式 供給信頼度、系統運用の柔軟性、運転保

守及び経済性を考慮の上、決定する。 

九 系統保護方式 電圧階級、系統構成（第１５１条に定める。以下同じ。）、

中性点接地方式、既設系統保護方式との整合性等を考慮の上、決定する。 

 

（流通設備の規模の考え方） 

第５８条 流通設備の規模（電線の太さ、変圧器の容量等）については、次の各

号に掲げる事項を考慮の上、決定する。 

一 需要及び電源の動向、将来の系統構成その他将来の見通し 

二 短絡・地絡故障電流の大きさ、電力系統の安定性、機器の電力系統への

電気的な接続時又は電力系統からの電気的な切り離し時に発生する電圧変

動の抑制、潮流による電圧降下その他技術上考慮すべき事項 

三 流通設備の整備により発生、増加又は減少する費用（工事費用、維持・運

用費用、送配電損失を含む。） 

 

（送配電線の形態及びルートの考え方） 

第５９条 送配電線の形態及びルートは、次の各号に掲げる考え方に基づき、
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決定する。 

一 送電線の形態 架空送電線とする。ただし、法令上又は技術上制約があ

る場合、用地取得が困難である場合、過大な費用がかかる場合その他架空

送電線の建設が困難な場合は地中送電線とする。 

二 配電線の形態 電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第

３９号）により電線共同溝を整備すべき道路として指定された場合又は無電

柱化の推進に関する法律（平成２８年法律第１１２号）に基づき定める無電

柱化推進計画に沿って無電柱化を図る場合は、地中配電線その他無電柱の

形態を採用することとし、その他の場合は、法令上又は技術的制約がある

場合その他架空配電線の建設が困難なときを除き架空配電線とする。 

三 送配電線のルート 次の各号に掲げる事項（ただし、オ及びカに掲げる事

項については、地中送配電線を設置する場合に限る。）を考慮の上、送配電

線のルートを決定する。 

ア 将来の見通し 将来の系統構成、需要分布の動向等 

イ 用地・環境面 自然条件、社会環境との調和、用地取得の難易度、津波

や地滑り等の各種災害の影響等 

ウ 工事・保守面 工事の難易度、設備保守の容易性等 

エ 経済性 建設工事費等 

オ 都市計画等との整合性 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に基

づく都市計画、共同溝の整備等に関する特別措置法（昭和３８年法律第８

１号）に基づく共同溝整備計画、電線共同溝の整備等に関する特別措置法

（平成７年法律第３９号）に基づく電線共同溝整備計画との整合性 

カ 技術面 敷設ルートが同じ他の地中送配電線の送電容量への影響等 

 

（変電所及び開閉所の設置場所の考え方） 

第６０条 変電所及び開閉所の設置場所については、次の各号に掲げる事項を

考慮の上、長期にわたり効率的に電力供給が可能となる地点とする。 

一 将来の見通し 将来の系統構成、需要分布の動向等 

二 設計面 送配電線の変電所又は開閉所への引込みの難易度、型式（屋外式、

屋内式、地下式等）及びそれに応じた所要面積等 

三 用地・環境面 自然条件、社会環境との調和、用地取得の難易度、津波

や洪水等の各種災害の影響等 

四 工事・保守面 重量が大きい機器の搬出入等 

五 経済性 建設工事費等 

 

（電力系統の性能に関する基準） 
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第６１条 一般送配電事業者及び配電事業者は、流通設備の設備形成を行う場

合は、供給支障及び発電支障等の発生を抑制又は防止するため、電力系統が

第６３条から第６５条までに定める基準（以下「電力系統性能基準」という。）

を充足するよう設備形成を行わなければならない。 

 

（電力系統性能基準への充足性の評価における前提条件） 

第６２条 電力系統性能基準への充足性の評価は、流通設備の設備形成が完了

した状態において、通常想定される範囲内で評価結果が最も過酷になる電源

構成、発電設備等の出力（連系線以外の流通設備にあっては、平常時におい

て混雑が発生する場合の出力抑制も考慮したもの。）、需要、系統構成等を

前提に、これを行う。 

 

（設備健全時の基準） 

第６３条 電力設備が健全に運用されている状態において、電力系統が充足す

べき性能の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 熱容量 各流通設備を流れる潮流が当該流通設備を連続して使用するこ

とができる熱的な容量を超過しないこと。 

二 電圧 電力系統の電圧が次に掲げる観点から適正に維持されること。 

ア 流通設備の電圧が一般送配電事業者又は配電事業者の定める範囲内に

維持されること。 

イ 電圧安定性が維持されること。 

三 同期安定性 電力系統に微小なじょう乱が加わった際に、発電機の同期

運転の安定性が維持されること。 

 

（電力設備の単一故障発生時の基準） 

第６４条 送配電線１回線、変圧器１台、発電機１台その他の電力設備の単一

故障（以下「Ｎ－１故障」という。）の発生時において、電力系統が充足すべ

き性能の基準は次の各号に掲げるとおりとする。 

一 熱容量 電力系統からＮ－１故障の発生箇所が切り離された後の各流通

設備の潮流が、短時間熱容量（流通設備に電流が流れた際の当該設備の温度

が、当該設備を短時間に限り使用することができる上限の温度となる潮流

の値をいう。以下同じ。）を超過しないこと。 

二 電圧安定性 電力系統からＮ－１故障の発生箇所が切り離された後にお

いても、電圧安定性が維持されること。 

三 同期安定性 電力系統からＮ－１故障の発生箇所が切り離された後にお

いても、発電機の同期運転の安定性が維持されること。 
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２ 前項各号に掲げる性能を充足しない場合であっても、次の各号に掲げる条

件のいずれにも適合する場合には、当該性能を充足しているものとして取り

扱う。 

一 供給支障が発生しない場合、又は、供給支障が発生する場合であっても、

供給支障の社会的影響が限定的である場合（１回線の配電線路から電気の供

給を受ける需要場所において、当該配電線路のＮ－１故障により供給支障

が発生する場合を含む。） 

二 発電支障等が発生しない場合、又は、発電支障等が発生する場合であり、

次に掲げる事項のいずれも満たすとき 

ア 当該発電支障等による電力系統の電圧安定性、同期安定性及び周波数に

対する影響が限定的であること。 

イ 発電抑制（第１８９条に規定する給電指令（以下単に「給電指令」とい

う。）により発電設備等の出力の抑制又は電力系統からの電気的な切り離

しが行われることをいう。以下同じ。）の対象となる発電設備等を維持し、

及び運用する電気供給事業者がＮ－１故障時における発電抑制の実施に

合意していること及び当該電気供給事業者が、当該合意に基づく給電指令

に応じ、発電抑制を実施することができる体制及び能力を有すること（保

護継電器等により確実に発電抑制を実施できる場合を含む。）。 

ウ 充電抑制（給電指令により蓄電設備の充電の抑制又は電力系統からの電

気的な切り離しが行われることをいう。以下同じ。）の対象となる蓄電設

備を維持し、及び運用する電気供給事業者がＮ－１故障時における充電抑

制の実施に合意していること及び当該電気供給事業者が、当該合意に基づ

く給電指令に応じ、充電抑制を実施することができる体制及び能力を有す

ること（保護継電器等により確実に充電抑制を実施できる場合を含む。）。 

エ その他発電抑制又は充電抑制を許容することによる電気の供給、公衆の

保安等に対するリスクが大きくないこと。 

 

（電力設備の単一故障発生による発電抑制） 

第６４条の２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、Ｎ－１故障の発生時に保

護継電器により行われる速やかな発電抑制（以下「Ｎ－１電制」という。）を

実施することで、運用容量を拡大することが効率的な設備形成に資すると判

断した流通設備において、Ｎ－１電制を実施することができる。 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、Ｎ－１電制装置（Ｎ－１電制を実施

するために発電設備等に設置する制御装置等をいう。以下同じ。）を設置す

ることが適当であると判断した発電設備等を指定して、当該発電設備等を維

持し、及び運用する電気供給事業者又は当該発電設備等を新規に送電系統へ
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連系を行う電気供給事業者に対して、Ｎ－１電制装置の設置を求めることが

できる。 

３ 前項の求めを受けた電気供給事業者は、正当な理由がない限り、一般送配

電事業者又は配電事業者が指定する発電設備等にＮ－１電制装置の設置その

他のＮ－１電制を実施するための必要な対応をしなければならない。 

４ 一般送配電事業者及び配電事業者は、前項の規定によりＮ－１電制装置を

設置した電気供給事業者に係る発電契約者又はＮ－１電制装置を設置した特

定契約者（一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者と再生可能

エネルギー電気措置法第２条第５項に規定する特定契約又は再生可能エネル

ギー電気措置法第２条の７第１項に規定する一時調達契約を締結している電

気供給事業者をいう。以下同じ。）に対して、Ｎ－１電制装置の設置等に関

する費用を負担しなければならない。 

５ 一般送配電事業者及び配電事業者は、Ｎ－１電制を実施した場合には、発

電抑制の対象となった発電設備等を維持し、及び運用する電気供給事業者に

係る発電契約者又は特定契約者に対し、次の各号に掲げる額を負担しなけれ

ばならない。 

一 発電抑制の対象となった発電設備等を維持し、及び運用する電気供給事

業者に係る発電契約者が、Ｎ－１電制の実施により当該発電設備等以外か

ら電気の供給を受けた場合には、その電気の供給を受けるために要した費

用から、Ｎ－１電制が実施されなかったとしたときに当該発電設備等の発

電又は放電に要したであろう費用（ＦＩＴ電源が発電抑制の対象となった場

合は、当該ＦＩＴ電源が供給したであろう電力量に再生可能エネルギー電

気の利用の促進に関する特別措置法施行規則（平成２４年経済産業省令第４

６号）第１３条の３の４（同令附則第１３条第１項の規定により読み替えて

適用される場合を含む。）に規定する回避可能費用単価を乗じた額）を差し

引いた額 

二 発電抑制の対象となった発電設備等がＦＩＴ電源である場合には、Ｎ－

１電制が実施されなかったとしたときに当該ＦＩＴ電源が供給したであろ

う電力量に再生可能エネルギー電気特措法第３条第２項又は第８条第１項

に規定する調達価格を乗じた額から、Ｎ－１電制が実施されなかったとし

たときに当該ＦＩＴ電源が発電に要したであろう費用を差し引いた額 

三 発電抑制の対象となった発電設備等がＦＩＰ電源である場合には、Ｎ－

１電制が実施されなかったとしたときに当該ＦＩＰ電源の発電により再生

可能エネルギー電気特措法第２条の４の規定により算定される供給促進交

付金として得られたであろう収益に相当する額（当該ＦＩＰ電源が再生可能

エネルギー電気措置法第２条の７第１項に規定する一時調達契約を締結し
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ている場合には、当該ＦＩＰ電源が供給したであろう電力量に再生可能エ

ネルギー電気特措法第２条の７第１項に規定する一時調達価格を乗じた額

から、Ｎ－１電制が実施されなかったとしたときに当該ＦＩＰ電源が発電

に要したであろう費用を差し引いた額） 

四 発電抑制の対象となった発電設備等が電力系統から切り離された場合に

は、当該発電設備等を再度起動するために必要となる燃料費等に相当する

額 

６ 一般送配電事業者及び配電事業者は、前項に規定する額を負担する場合に

は、電気供給事業者から提出を受けた前項各号に規定する費用及び収益に関

する資料及び一般送配電事業者又は配電事業者と当該電気供給事業者の間で

Ｎ－１電制の実績確認を行ったことを証する資料を本機関に提出し、業務規

程第６４条の７第３項の規定により本機関が行う回答を事前に得なければな

らない。 

７ 一般送配電事業者若しくは配電事業者又は関係する電気供給事業者は、本

機関から業務規程第６４条の７第２項の規定により追加の資料の提出を求め

られた場合には、速やかにこれに応じなければならない。 

 

（短絡等の故障発生時の基準） 

第６５条 電力系統は、３相短絡故障時において、故障電流が各流通設備の許

容量を超過してはならないものとする。ただし、直接接地方式の系統におい

ては、１相地絡故障時においても、故障電流が各流通設備の許容量を超過し

てはならないものとする。 

 

（電力設備の２箇所同時喪失を伴う故障発生時の対策） 

第６６条 本機関又は一般送配電事業者若しくは配電事業者は、送配電線、変

圧器、発電機その他の電力設備の２箇所同時喪失を伴う故障が発生した場合

において、当該故障に伴う供給支障及び発電支障等の規模や電力系統の安定

性に対する影響を考慮し、社会的影響が大きいと懸念される場合には、これ

を軽減するための対策の実施について検討する。 

 

（送電事業者が流通設備の整備を行う場合） 

第６７条 送電事業者は、流通設備の整備を行う場合、第５４条から第６６条

までの規定を準用する。ただし、送電事業者の業務と関連しないものはこの

限りではない。 

 

（詳細事項の公表） 
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第６８条 一般送配電事業者及び配電事業者は、第５４条から第６６条までの

考え方に基づき、流通設備の整備に関する詳細事項を定め、公表するものと

する。  
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第７章 系統アクセス 

 

第１節 系統アクセス業務 

 

第１款 総則 

 

（系統アクセス業務の実施） 

第６９条 一般送配電事業者及び配電事業者は、送電系統への発電設備等（送

電系統に電力を流入しない発電設備等を除く。以下第４款を除き、本章にお

いて同じ。）及び需要設備の連系等を希望する者からの事前相談、接続検討

及び契約申込み等の受付、検討、回答等の業務を行う。 

 

（申込みの窓口） 

第７０条 系統連系希望者は、次の各号に掲げる一般送配電事業者又は配電事

業者に対して、系統アクセスの申込みを行う。 

一 発電設備等に関する系統アクセス業務 連系等を希望する発電設備等の

連系先となる送電系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者 

二 需要設備に関する系統アクセス業務 需要設備の連系先となる送電系統

を運用する一般送配電事業者又は配電事業者 

 

（本機関に対する接続検討の申込み） 

第７１条 前条の規定にかかわらず、特定系統連系希望者は、本機関に対して、

接続検討の申込みを行うことができる。ただし、連系先となる送電系統を運

用する一般送配電事業者又は配電事業者（以下この章において「一般送配電事

業者等」という。）が同一の法人又は親子法人等である系統連系希望者は、特

定発電設備等に関係する接続検討については、本機関に申し込まなければな

らない。 

 

（系統情報の提示） 

第７２条 一般送配電事業者等は、系統連系希望者から系統情報の閲覧及び説

明の要請があった場合は、系統情報ガイドラインに基づき、速やかにかつ誠

実にこれに応じるものとする。 

２ 一般送配電事業者等は、系統連系希望者から要請があった場合は、系統図

上において、連系等を希望する発電設備等又は需要設備の接続先の候補とな

り得る流通設備の位置及び当該発電設備等又は需要設備の設置地点周辺にお

ける流通設備の状況等が把握できるものを提示し、系統連系希望者の求めに
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応じ説明する。 

３ 一般送配電事業者等は、系統情報ガイドラインに基づき前項の要請に応じ

ることができない場合は、系統連系希望者に対して、その理由を説明し、提

示可能な範囲で情報を提示する。 

 

第２款 発電設備等に関する系統アクセス業務 

 

（事前相談の申込み） 

第７３条 発電設備等と高圧又は特別高圧の送電系統の連系等を希望する系統

連系希望者は、接続検討の申込みに先立ち、事前相談の申込みを行うことが

できる。 

 

（事前相談の申込みの受付） 

第７４条 一般送配電事業者等は、系統連系希望者から事前相談の申込書類を

書面又は電磁的方法にて受領した場合には、申込書類に必要事項が記載され

ていることを確認の上、事前相談の申込みを受け付ける。ただし、申込書類

に不備があるときは、申込書類の修正を求め、不備がないことを確認した上

で受付を行う。 

２ 一般送配電事業者等は、事前相談の申込みを受け付けた場合は、第７８条

に定める回答期間内の日を回答予定日として、系統連系希望者へ速やかに通

知する。 

３ 一般送配電事業者等は、前項の回答予定日までに回答できない可能性が生

じたときは、その事実が判明次第速やかに、系統連系希望者に対し、その理

由、進捗状況、今後の見込み（延長後の回答予定日を含む。）を通知し、系統

連系希望者の要請に応じ、個別の説明を行う。延長後の回答予定日までに回

答できない可能性が生じたときも同様とする。 

４ 一般送配電事業者等は、系統連系希望者から事前相談の申込みを受け付け

た場合は、申込内容に基づき、当該事前相談の対象となる送電系統を運用す

る他の一般送配電事業者及び配電事業者に対し、事前相談に関する検討を速

やかに依頼する。 

 

（特定系統連系希望者からの事前相談の受付・回答状況の共有） 

第７５条 一般送配電事業者等は、特定系統連系希望者から事前相談の申込み

を受け付けた場合には、受付後速やかに、本機関に対し、事前相談を受け付

けた旨、受付日及び回答予定日を報告する。 

２ 一般送配電事業者等は、前項の申込みに対する回答を行った場合には、回
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答後速やかに、本機関に対し、回答概要及び回答日を報告する。 

３ 一般送配電事業者等は、特定系統連系希望者に通知した第１項の回答予定

日までに回答できない可能性が生じた場合には、その事実が判明次第速やか

に、本機関に対し、その旨（延長後の回答予定日を含む。）を報告し、本機関

の要請に応じ、個別の説明を行う。延長後の回答予定日までに回答できない

可能性が生じた場合も同様とする。 

 

（事前相談の申込みに対する検討） 

第７６条 一般送配電事業者及び配電事業者は、一般送配電事業者等が事前相

談の申込みを受け付けた場合、事前相談の回答に必要となる事項について検

討を実施する。 

 

（事前相談の回答） 

第７７条 一般送配電事業者等は、前条の検討が完了したときは、系統連系希

望者に対し、次の各号に掲げる事項について回答するとともに必要な説明を

行う。 

一 希望受電電圧が特別高圧である場合 

ア 系統連系希望者が希望した最大受電電力に対する、送電系統（連系線を

除く。以下この号において同じ。）の熱容量に起因する連系制限の有無又

は平常時における混雑発生の有無。連系制限がある場合は、送電系統の熱

容量から算定される連系可能な最大受電電力 

イ 想定する連系点から発電設備等の設置場所までの直線距離 

二 希望受電電圧が高圧であって、配電用変電所が存在する送電系統の場合 

ア 系統連系希望者が希望した最大受電電力に対する、連系を予定する配電

用変電所における配電用変圧器の熱容量に起因する連系制限の有無。連系

制限がある場合は、連系を予定する配電用変電所における配電用変圧器の

熱容量から算定される連系可能な最大受電電力 

イ 系統連系希望者が希望した最大受電電力に対する、連系を予定する配電

用変電所におけるバンク逆潮流（配電用変電所における配電用変圧器の高

圧側から特別高圧側に流れる潮流をいう。以下この号において同じ。）の

発生に伴う連系制限の有無。連系制限がある場合は、連系を予定する配電

用変電所におけるバンク逆潮流の対策工事を実施せずに連系可能な最大

受電電力 

ウ 想定する連系点から連系を予定する配電用変電所までの既設高圧流通

設備の線路亘長 

三 希望受電電圧が高圧であって、配電用変電所が存在しない一部の離島等
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系統の場合 

ア 系統連系希望者が希望した最大受電電力に対する、高圧流通設備の熱容

量に起因する連系制限の有無。連系制限がある場合は、高圧流通設備の熱

容量から算定される連系可能な最大受電電力 

イ 想定する連系点から始点となる電気所までの既設高圧流通設備の線路

亘長 

２ 一般送配電事業者等は、前項の回答に際し、系統連系希望者の求めに応じ、

国が定める系統情報ガイドラインに基づき、標準化された電源線敷設の単価

及び工期の目安を提示する。 

 

（事前相談の回答期間） 

第７８条 一般送配電事業者等は、事前相談の回答を、原則として、事前相談

の申込みの受付日から１か月以内に行うものとする。 

 

（接続検討の申込み） 

第７９条 発電設備等と高圧又は特別高圧の送電系統の連系等を希望する系統

連系希望者は、次の各号に掲げる場合においては、契約申込みに先立ち、本

機関又は一般送配電事業者等に対して、接続検討の申込みを行わなければな

らない。 

一 発電設備等を新設又は増設する場合 

二 発電設備等の全部若しくは一部又は付帯設備の変更（更新を含み、以下こ

の条及び次条において「発電設備等の変更」という。）を行う場合。ただし、

変更前の当該発電設備等が最新の系統連系技術要件（託送供給等約款で定め

る系統に連系する設備に関する技術要件をいう。以下同じ。）に適合すると

きであって、次のア又はイの規定に該当するときは除く。 

ア 接続検討申込書の記載事項に変更が生じないとき 

イ 次条第２項の規定により、一般送配電事業者及び配電事業者が接続検討

を不要と判断したとき 

三 発電設備等の運用の変更又は発電設備等の設置場所における需要の減少

等に伴って送電系統への電力の流入量が増加する場合 

四 既設の発電設備等が連系する送電系統の変更を希望する場合（送電系統へ

与える影響がない、又は軽微であるとして、一般送配電事業者及び配電事

業者が接続検討を不要と判断した場合を除く。） 

２ 発電設備等と高圧又は特別高圧の送電系統の連系等を希望する系統連系希

望者は、前項各号に掲げる場合以外においても、接続検討の申込みを行うこ

とができる。 
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（発電設備等の変更に伴う接続検討の要否確認） 

第８０条 系統連系希望者は、発電設備等の変更を行う場合において、次の各

号に該当するときは、一般送配電事業者等に対し、接続検討の要否を確認す

ることができる。 

一 最大受電電力の変更がないとき 

二 最大受電電力が減少するとき 

三 受電設備、変圧器、保護装置、通信設備その他の付帯設備を変更すると

き 

四 その他発電設備等の変更の内容が軽微である場合 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、一般送配電事業者等が接続検討の要

否確認を受けた場合、接続検討の要否について検討を行う。この場合、一般

送配電事業者及び配電事業者は、変更前の当該発電設備等が最新の系統連系

技術要件に適合するときであって、発電設備等の変更に伴う事実関係の変動

で新たな系統増強工事や運用上の制約が発生しないことが明らかであるとき

に限り、接続検討を不要とすることができる。 

３ 一般送配電事業者等は、前項の検討完了後速やかに、接続検討の要否確認

を行った系統連系希望者に対して、確認結果を通知する。 

４ 系統連系希望者は、接続検討の要否の確認を行った場合は、一般送配電事

業者等の求めに応じ、必要な情報を提供しなければならない。 

 

（接続検討の申込みの受付） 

第８１条 一般送配電事業者等は、系統連系希望者から接続検討の申込書類を

書面又は電磁的方法にて受領した場合には、申込書類に必要事項が記載され

ていること及び第８３条第１項に定める検討料が入金されていること（ただ

し、検討料が不要な場合は除く。）を確認の上、接続検討の申込みを受け付

ける。ただし、申込書類に不備があるときは、申込書類の修正を求め、不備

がないことを確認した上で受付を行う。 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、系統連系希望者にとって申込書類に

記載することが困難な事項がある場合において、代替のデータを使用する等

して、当該事項の記載がなくとも接続検討の申込みに対する検討を実施する

ことができるときには、当該事項の記載を省略することを認めるものとする。

この場合、系統連系希望者は、記載を省略した事項に関する情報が明らかと

なった時点で、速やかに当該情報を一般送配電事業者等に通知しなければな

らない。 

３ 一般送配電事業者等は、接続検討の申込みを受け付けた場合は、第８６条
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に定める回答期間内の日を回答予定日として、系統連系希望者へ速やかに通

知する。 

４ 一般送配電事業者等は、前項の回答予定日までに回答できない可能性が生

じたときは、その事実が判明次第速やかに、系統連系希望者に対し、その理

由、進捗状況、今後の見込み（延長後の回答予定日を含む。）を通知し、系統

連系希望者の要請に応じ、個別の説明を行う。延長後の回答予定日までに回

答できない可能性が生じたときも同様とする。 

５ 一般送配電事業者等は、系統連系希望者から接続検討の申込みを受け付け

た場合は、申込内容に基づき、当該接続検討の対象となる送電系統を運用す

る他の一般送配電事業者及び配電事業者に対し、接続検討に関する検討を速

やかに依頼する。 

 

（特定系統連系希望者からの接続検討の受付・回答状況の共有） 

第８２条 一般送配電事業者等は、特定系統連系希望者から接続検討の申込み

を受け付けた場合には、受付後速やかに、本機関に対し、接続検討を受け付

けた旨、受付日及び回答予定日を報告する。 

２ 一般送配電事業者等は、前項の申込みに対する回答を行った場合には、回

答後速やかに、本機関に対し、回答概要及び回答日を報告する。 

３ 一般送配電事業者等は、特定系統連系希望者に通知した第１項の回答予定

日までに回答できない可能性が生じた場合には、その事実が判明次第速やか

に、本機関に対し、その旨（延長後の回答予定日を含む。）を報告し、本機関

の要請に応じ、個別の説明を行う。延長後の回答予定日までに回答できない

可能性が生じた場合も同様とする。 

 

（接続検討の検討料） 

第８３条 一般送配電事業者等は、接続検討の申込みがあったときは、系統連

系希望者に対し、一般送配電事業者等が定める接続検討の検討料の額を通知

するとともに、検討料の支払いに必要となる書類を書面又は電磁的方法にて

送付する。ただし、次の各号に掲げる場合は検討料を不要とする。 

一 簡易な検討により接続検討が完了する場合その他の実質的な検討を要し

ない場合 

二 第８９条第１項第３号の規定による接続検討で、検討料を支払った当初

の接続検討の回答日から１年以内に受け付けた接続検討の申込みの場合 

２ 系統連系希望者は、前項の書類を書面又は電磁的方法にて受領した場合に

は、速やかに検討料を支払い、検討料の支払後、一般送配電事業者等にその

旨を通知しなければならない。 
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（接続検討の申込みに対する検討） 

第８４条 一般送配電事業者及び配電事業者は、一般送配電事業者等が接続検

討の申込みを受け付けた場合、連系線以外の流通設備に平常時において混雑

が発生する場合の発電設備等の出力抑制も考慮の上、接続検討の回答に必要

となる事項について検討を実施する。 

２ 一般送配電事業者等は、系統連系希望者に対し、申込書類の記載事項のほ

か、前項の検討に必要となる情報がある場合には、当該情報の提供を求める

ことができる。この場合、一般送配電事業者等は、系統連系希望者に対し、

提供を求める情報が必要となる理由を説明しなければならない。 

 

（接続検討の回答） 

第８５条 一般送配電事業者等は、前条第１項の検討が完了したときは、系統

連系希望者に対し、次の各号に掲げる事項について書面又は電磁的方法にて

回答するとともに必要な説明を行う。 

一 系統連系希望者が希望した最大受電電力に対する連系可否（連系ができな

い場合には、その理由及び代替案。代替案を示すことができない場合は、

その理由） 

二 系統連系工事の概要（系統連系希望者が希望する場合は設計図書又は工事

概要図等） 

三 概算工事費（内訳を含む。）及び算定根拠 

四 工事費負担金概算（内訳を含む。）及び算定根拠 

五 所要工期 

六 系統連系希望者に必要な対策 

七 接続検討の前提条件（検討に用いた系統関連データ） 

八 運用上の制約（制約の根拠を含む。） 

２ 一般送配電事業者等は、前条第１項の規定による検討結果について、系統

連系工事の規模等に照らし、対象となる送電系統が効率的な系統整備の観点

等から電源接続案件一括検討プロセスの対象となる可能性がある場合、業務

規程第７２条第３項に掲げる内容を前項の接続検討の回答書に明示しなけれ

ばならない。 

３ 一般送配電事業者等は、前条第１項の規定による検討結果が、前項の規定

に該当する場合には、業務規程第７２条第３項の規定に準じて、系統連系希

望者に対し、電源接続案件一括検討プロセスの対象となる可能性があること

及び同プロセス開始に至る手続について、必要な説明を行う。 
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（接続検討の回答期間） 

第８６条 一般送配電事業者等は、次の各号の区分に応じ、接続検討の回答を、

原則として、次の各号に掲げる期間内に行うものとする。 

一 系統連系希望者が高圧の送電系統への発電設備等（ただし、逆変換装置を

使用し、容量が５００キロワット未満のものに限る。）の連系等を希望する

場合 接続検討の申込みの受付日から２か月 

二 前号の規定に該当しない場合 接続検討の申込みの受付日から３か月 

 

（発電設備等に関する契約申込み） 

第８７条 発電設備等と送電系統の連系等を希望する系統連系希望者は、契約

申込みを行わなければならない。 

２ 系統連系希望者は、次の各号に掲げる場合には、速やかに、同号に掲げる

とおり、発電設備等に関する契約申込みの取下げ又は申込内容の変更を行わ

なければならない。 

一 法、環境影響評価法その他の法令に基づく事業の廃止や事業計画の変更

等に伴い連系等を希望する発電設備等の開発計画を中止した場合 契約申

込みの取下げ 

二 発電設備等の建設工程の変更、用地事情、法令、事業計画の変更等によ

り、契約申込みの内容が変更となった場合 契約申込みの内容変更 

 

（発電設備等に関する契約申込みの受付） 

第８８条 一般送配電事業者等は、発電設備等に関する契約申込みの申込書類

を書面又は電磁的方法にて受領した場合には、次の各号の区分に応じ、次の

各号に掲げる内容を確認（第５項に規定する契約申込みの対象となる送電系

統を運用する他の一般送配電事業者及び配電事業者の確認も含む。）の上、

契約申込みを受け付ける。ただし、申込書類に不備がある場合には、申込書

類の修正を求め、不備がないことを確認した上で契約申込みの受付を行う。 

一 系統連系希望者（選定事業者（再エネ海域利用法第１３条第２項第１０号

に規定する選定事業者をいう。以下同じ。）を除く。）が送電系統への連系

等を希望する場合 申込書類に必要事項が記載されていること及び第８８

条の２に定める保証金が入金されていること（保証金を要しない場合を除

く。）。 

二 選定事業者が送電系統への連系等を希望する場合 申込書類に必要事項

が記載されていること、第８８条の２に定める保証金が入金されているこ

と（保証金を要しない場合を除く。）及び第１１１条第４項の規定により接

続検討の検討料の額を通知したときは、当該検討料が入金されていること。 
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２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、系統連系希望者にとって申込書類に

記載することが困難な事項がある場合において、代替のデータを使用する等

して、当該事項の記載がなくとも発電設備等に関する契約申込みに対する検

討を実施することができるときには、当該事項の記載を省略することを認め

るものとする。この場合、系統連系希望者は、記載を省略した事項に関する

情報が明らかとなった時点で、速やかに当該情報を一般送配電事業者等に通

知しなければならない。 

３ 一般送配電事業者等は、発電設備等に関する契約申込みを受け付けた場合

は、第９８条に定める回答期間内の日を回答予定日として、系統連系希望者

へ速やかに通知する。 

４ 一般送配電事業者等は、前項の回答予定日までに回答できない可能性が生

じたときは、その事実が判明次第速やかに、系統連系希望者に対し、その理

由、進捗状況、今後の見込み（延長後の回答予定日を含む。）を通知し、系統

連系希望者の要請に応じ、個別の説明を行う。延長後の回答予定日までに回

答できない可能性が生じたときも同様とする。 

５ 一般送配電事業者等は、系統連系希望者から発電設備等に関する契約申込

みを受け付けた場合は、申込内容に基づき、当該契約申込みの対象となる送

電系統を運用する他の一般送配電事業者及び配電事業者に対し、契約申込み

に関する検討を速やかに依頼する。 

 

（発電設備等に関する契約申込みの保証金） 

第８８条の２ 一般送配電事業者等は、発電設備等に関する契約申込みの申込

書類を書面又は電磁的方法にて受領した場合には、系統連系希望者に対し、

業務規程第７４条に定める算定方法に応じた保証金の額を通知するとともに、

保証金の支払いに必要となる書類を書面又は電磁的方法にて送付する。ただ

し、保証金を要しない場合は除く。 

２ 系統連系希望者は、前項の書類を書面又は電磁的方法にて受領した場合に

は、速やかに保証金を支払い、保証金の支払後、一般送配電事業者等にその

旨を通知しなければならない。 

３ 系統連系希望者が支払った保証金は、当該系統連系希望者が負担する工事

費負担金に充当する。 

４ 一般送配電事業者等は、第１０３条第１項に定める工事費負担金契約の締

結前に、次の各号に掲げる事情が生じた場合において、系統連系希望者が契

約申込みを取り下げ、又は、接続契約が解除等によって終了したときは、系

統連系希望者が支払った保証金を返還する。 

一 工事費負担金の額が接続検討の回答書に記載の金額より増加したこと 
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二 所要工期が接続検討の回答書に記載の期間より長期化したこと 

三 その他前各号の規定に準じる正当な理由が生じたこと 

 

（接続検討の申込みを行っていない場合等の取扱い） 

第８９条 第８８条第１項の規定にかかわらず、一般送配電事業者等は、第７

９条第１項に掲げる場合において、次の各号に掲げるときは、発電設備等に

関する契約申込みを受け付けず、接続検討の申込みその他の適切な対応を行

うよう求めるものとする。 

一 系統連系希望者が接続検討の申込みを行っていない場合（接続検討の申込

みを行い、接続検討の回答を受領していない場合を含む。） 

二 発電設備等に関する契約申込みの内容が接続検討の回答内容を反映して

いない場合 

三 接続検討の回答後、他の系統連系希望者の契約申込みに伴う連系予約（第

９２条第１項に定める連系予約をいう。）によって送電系統の状況が変化し

た場合等、接続検討の前提となる事実関係に変動がある場合 

四 系統連系希望者の系統連系工事が電源接続案件一括検討プロセスの対象

となる可能性がある場合 

五 接続検討の回答後、発電設備等の連系先となる送電系統において電源接

続案件一括検討プロセスが開始された場合 

六 接続検討の回答日から１年を経過した場合（ただし、選定事業者による契

約申込みについては、この限りでない。） 

２ 前項各号に掲げる場合においては、一般送配電事業者等は、系統連系希望

者に対し、接続検討の申込みその他の適切な対応を求める理由を説明する。 

３ 第１項第２号及び第３号の規定にかかわらず、一般送配電事業者及び配電

事業者が、発電設備等に関する契約申込みの内容と接続検討の回答内容の差

異又は接続検討の前提となる事実関係の変動が契約申込みに伴う技術検討の

内容に影響を与えないことが明らかであると認める場合、一般送配電事業者

等は、発電設備等に関する契約申込みを受け付けることができる。 

 

（特定系統連系希望者からの発電設備等に関する契約申込みの受付・回答状況

の共有） 

第９０条 一般送配電事業者等は、特定系統連系希望者から発電設備等に関す

る契約申込みを受け付けた場合には、受付後速やかに、本機関に対し、発電

設備等に関する契約申込みを受け付けた旨、受付日及び回答予定日を報告す

る。 

２ 一般送配電事業者等は、前項の申込みに対する回答を行った場合には、回
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答後速やかに、本機関に対し、回答概要及び回答日を報告する。 

３ 一般送配電事業者等は、特定系統連系希望者に通知した第１項の回答予定

日までに回答できない可能性が生じた場合には、その事実が判明次第速やか

に、本機関に対し、その旨（延長後の回答予定日を含む。）を報告し、本機関

の要請に応じ、個別の説明を行う。延長後の回答予定日までに回答できない

可能性が生じた場合も同様とする。 

 

（広域連系系統の工事が含まれる契約申込みの報告） 

第９１条 一般送配電事業者等は、系統連系希望者から系統連系工事に広域連

系系統の工事が含まれる発電設備等に関する契約申込みを受け付けた場合に

は、速やかに系統連系工事の概要等を本機関に報告しなければならない。 

 

（連系予約） 

第９２条 一般送配電事業者及び配電事業者は、発電設備等に関する契約申込

みの受付時点をもって、当該時点以後に受け付ける他の系統アクセス業務に

おいて、連系予約（当該発電設備等が送電系統（連系線を除く。以下この条に

おいて同じ。）へ連系等されたものとして取り扱うことをいい、高圧以下の

送電系統その他の技術及び運用面の観点から容量確保が必要な送電系統にお

いて暫定的に送電系統の容量を確保することを含む。以下同じ。）を行う。

ただし、発電設備等に関する契約申込みの申込内容に照らして、申込者の利

益を害しないことが明らかである場合は、この限りでない。 

２ 一般送配電事業者等は、発電設備等に関する契約申込みを受け付けた場合

は、申込内容に基づき、当該連系予約の対象となる送電系統を運用する他の

一般送配電事業者及び配電事業者に対し、速やかにその旨を通知しなければ

ならない。 

 

（連系予約の特例） 

第９３条 一般送配電事業者及び配電事業者は、前条の規定にかかわらず、次

の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる内容に従って、連系予約を行う。 

一 本機関から業務規程第６４条の通知を受けた場合及び第６８条の２第１

項の要請による同条第３項の通知を受けた場合 当該通知の内容 

二 第１２０条の４第１項の規定により電源接続案件一括検討プロセスを開

始する場合 第１２１条の２第１項において定めた内容 

 

（連系予約の取消し） 

第９４条 一般送配電事業者及び配電事業者は、次の各号に掲げる場合には、
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前２条の規定により実施した連系予約（暫定的に送電系統の容量を確保した

場合は、その容量の全部又は一部）を取り消すことができる。 

一 系統連系希望者が、発電設備等に関する契約申込みにおける最大受電電

力を減少する旨の変更を行った場合（契約申込みを取り下げた場合を含む。） 

二 一般送配電事業者等が、第９６条の回答において、系統連系希望者が希

望する連系等を承諾できない旨の回答を行った場合 

三 法、環境影響評価法その他の法令に基づき、発電設備等に関する契約申

込みに係る事業の全部又は一部が廃止となった場合 

四 発電設備等に関する契約申込みの内容を変更することにより、系統連系

工事の内容を変更（ただし、軽微な変更は除く。）する必要が生じる場合 

五 業務規程第６８条の２第２項の要請による同条第３項の通知を受けた場

合 

六 その他系統連系希望者が、発電設備等に関する契約申込みの回答に必要

となる情報を提供しない場合等、不当に連系予約をしていると判断される

場合 

 

（発電設備等に関する契約申込みに対する検討） 

第９５条 一般送配電事業者及び配電事業者は、一般送配電事業者等が発電設

備等に関する契約申込みを受け付けた場合、第８４条第１項の規定に準じて、

当該契約申込みに対する検討を実施する。 

２ 一般送配電事業者等は、系統連系希望者に対し、申込書類の記載事項のほ

か、前項の検討に必要となる情報がある場合には、当該情報の提供を求める

ことができる。この場合、一般送配電事業者等は、系統連系希望者に対し、

提供を求める情報が必要となる理由を説明しなければならない。 

 

（発電設備等に関する契約申込みの回答） 

第９６条 一般送配電事業者等は、前条第１項の検討が完了した場合には、系

統連系希望者に対し、発電設備等に関する契約申込みに対する回答を書面又

は電磁的方法にて通知し、必要な説明を行う。 

２ 一般送配電事業者等は、正当な理由がなければ、受付を行った発電設備等

に関する契約申込みに対して承諾しない旨の回答を行ってはならない。 

 

（連系予約の確定） 

第９７条 一般送配電事業者及び配電事業者は、前条又は第１２３条の４の回

答が系統連系希望者の希望する連系等を承諾する旨の回答（以下「連系承諾」

という。）である場合には、連系承諾の通知時点をもって、第９２条に規定
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する連系予約を確定させる。 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、次の各号に掲げる事情が生じた場合

には、前項の規定により確定した連系予約を取り消す。 

一 系統連系希望者が、連系承諾後１か月を超えて第１０３条第１項に定め

る工事費負担金契約を締結しない場合 

二 系統連系希望者が、第１０３条第１項に定める工事費負担金契約に定め

られた工事費負担金を支払わない場合 

三 第１０５条第１項第２号から第５号までの規定により連系承諾後に連系

等を拒んだ場合 

 

（発電設備等に関する契約申込みの回答期間） 

第９８条 一般送配電事業者等は、次の各号の区分に応じ、発電設備等に関す

る契約申込みの回答を、原則として、次の各号に掲げる期間内に行うものと

する。 

一 系統連系希望者が低圧の送電系統への連系等を希望する場合 発電設備

等に関する契約申込みの受付日から１か月 

二 前号の規定に該当しない場合 契約申込みの受付日から６か月又は系統

連系希望者と合意した期間 

 

（発電設備等に関する契約申込みに対する検討結果が接続検討の回答と異なる

場合の取扱い） 

第９９条 一般送配電事業者等は、発電設備等に関する契約申込みに対する検

討結果が接続検討の回答と異なる場合には、系統連系希望者に対し、差異が

生じた旨及びその理由を説明しなければならない。 

２ 前項の案件が、本機関が特定系統連系希望者又は国に対して接続検討の回

答を行った案件である場合には、一般送配電事業者等は、本機関に対し、特

定系統連系希望者への回答に先立ち、発電設備等に関する契約申込みに対す

る検討結果を提出するとともに、検討結果に差異が生じた理由を説明する。

ただし、検討結果の差異が工事費負担金の増加、工期の長期化及び特定系統

連系希望者側の設備対策の追加のいずれも伴わない軽微なものである場合は、

特定系統連系希望者に対する回答後、本機関に対し、差異の概要について書

面又は電磁的方法にて提出すれば足りるものとする。 

３ 一般送配電事業者等は、本機関が業務規程第９７条第１項の確認及び検証

により、発電設備等に関する契約申込みに対する再検討が必要と認めるとき

は、再度、第９５条第１項の検討を行い、その結果を本機関に報告する。 

４ 一般送配電事業者等は、本機関が業務規程第９７条第１項の確認及び検証
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により、検討結果が妥当であると判断し、その旨の通知を受けたときは、速

やかに特定系統連系希望者に検討結果の回答を行わなければならない。ただ

し、第２項ただし書の規定により回答を行っている場合は、この限りでない。 

 

第１００条 削除 

 

第１０１条 削除 

 

第１０２条 削除 

 

（工事費負担金契約の締結等） 

第１０３条 系統連系希望者は、連系承諾後１か月以内に、一般送配電事業者

等と工事費負担金の額、工事費負担金の支払条件その他連系等に必要な工事

に関する必要事項を定めた契約（以下「工事費負担金契約」という。）を締結

しなければならない。 

２ 工事費負担金は、原則として、一般送配電事業者及び配電事業者が連系等

に必要な工事に着手するまでに、一括して支払うものとする。ただし、系統

連系希望者は、連系等に必要な工事が長期にわたる場合には、一般送配電事

業者等に対し、支払条件の変更について協議を求めることができる。 

３ 一般送配電事業者等は、前項ただし書の協議の結果を踏まえ、合理的な範

囲内で支払条件の変更に応じるものとする。 

４ 前３項の規定は、混雑緩和希望者又は第１３１条の１９第１項の規定によ

る応募を行った追加混雑緩和希望者が、混雑緩和希望者提起による系統増強

プロセスにおいて工事費負担金契約を締結する場合に準用する。この場合に

おいて、「系統連系希望者」とあるのは、「混雑緩和希望者又は第１３１条の

１８の規定による追加混雑緩和希望者」と、「連系承諾後」とあるのは、「第

１３１条の２３の規定による回答後」と、「連系等に必要な工事」とあるのは、

「系統増強工事」と読み替えるものとする。 

 

（連系等の実施） 

第１０４条 系統連系希望者と一般送配電事業者等は、連系等の開始までに、

連系等に関する諸条件を協議の上、決定し、送電系統への発電設備等の連系

等を行う。 

 

（連系承諾後に連系等を拒むことができる場合） 

第１０５条 一般送配電事業者等は、連系承諾後、次の各号に掲げる事情が生
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じた場合その他の正当な理由があれば、連系等を拒むことができる。 

一 第９７条第２項第１号及び第２号の規定により連系予約を取り消した場

合 

二 接続契約が解除等によって終了した場合 

三 法、環境影響評価法その他の法令に基づき、発電設備等に関する契約申

込みに係る事業が廃止となった場合 

四 発電設備等に関する契約申込みの内容を変更することにより、系統連系

工事の内容を変更（ただし、軽微な変更は除く。）する必要が生じる場合 

五 その他連系承諾後に生じた法令の改正、電気の需給状況の極めて大幅な

変動、倒壊又は滅失による流通設備の著しい状況の変化、用地交渉の不調

（海域の占用が認められない場合を含む。）等の事情によって、連系承諾後

に連系等を行うことが不可能又は著しく困難となった場合 

２ 一般送配電事業者等は、前項の規定により連系等を拒む場合には、その理

由を系統連系希望者に、書面又は電磁的方法をもって、説明する。 

 

（発電設備等系統アクセス業務における工事費負担金） 

第１０６条 発電設備等の系統連系工事、電源接続案件一括検討プロセス又は

混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスによる系統増強工事に要する工

事費のうち、当該工事を希望する者が負担する工事費負担金の額は、次の各

号の区分に応じ、一般送配電事業者及び配電事業者が決定する。 

一 次号から第４号までに掲げる場合以外 電源線に係る費用に関する省令

（平成１６年経済産業省令第１１９号）及び費用負担ガイドラインに基づい

て算出した金額 

二 電源接続案件一括検討プロセスの場合 業務規程第８０条の規定により

本機関が定めた手続その他の事項（以下「電源接続案件一括検討プロセスの

手続等」という。）に従って決定した金額 

三 混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスの場合 業務規程第９６条

の２の規定により本機関が定めた手続その他の事項（以下「混雑緩和希望者

提起による系統増強プロセスの手続等」という。）に従って決定した金額 

四 本機関が、業務規程第５９条の規定により受益者間の費用負担割合を決

定した場合 同決定に基づいて算出された金額 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、前項第１号の規定による工事費負担

金の具体的な算出方法について定め、公表する。 

 

（連系された発電設備等の契約内容の変更） 

第１０７条 発電設備等の設置者は、法令、事業計画の変更等により、連系さ
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れた発電設備等の最大受電電力を減少した場合又は発電設備等の廃止を決定

した場合は、速やかに契約内容の変更又は契約の終了に係る手続を行わなけ

ればならない。 

 

（同一法人である一般送配電事業者等に発電設備等の連系等を希望する場合） 

第１０８条 系統連系希望者が、自らが維持し、及び運用する発電設備等につ

いて、一般送配電事業者等として自らが運用する送電系統への連系等を希望

する場合には、この節の規定は、「契約申込み」を「系統連系の申込み」と読

み替えて適用する。ただし、第８３条、第１０３条及び第１１１条の規定は

適用しない。 

 

（受付・回答状況の共有） 

第１０９条 一般送配電事業者及び配電事業者は、業務規程第１００条第２項

に定める発電設備等に関する系統アクセス業務に係る情報の定期的な取りま

とめ及び公表のため、一般送配電事業者及び配電事業者が受け付けた発電設

備等に関する系統アクセス業務（ただし、最大受電電力が５００キロワット

以上の発電設備等の案件に限る。）について、電圧階級別の申込み受付日及

び回答日（回答予定日までに回答できなかった案件については超過理由を含

む。）を、本機関が求めるところにより、本機関に提出しなければならない。 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、前項の事項以外に、本機関から、本

機関が発電設備等に関する系統アクセス業務に係る情報の分析を行うために

必要となる情報の提出を求められた場合は、速やかにこれに応じなければな

らない。 

 

第３款 本機関が受け付けた発電設備等に関する系統アクセス業務 

 

第１１０条 削除 

 

（本機関が受け付けた接続検討に関する検討料の額の通知等） 

第１１１条 一般送配電事業者等は、本機関から業務規程第７１条第１項の通

知を受けた場合には、特定系統連系希望者に対して、接続検討の検討料の額

を通知するとともに、検討料の支払いに必要となる書類を書面又は電磁的方

法にて送付する。 

２ 特定系統連系希望者は、前項の書類を受領した場合には、速やかに検討料

を支払い、検討料の支払後、一般送配電事業者等にその旨を通知しなければ

ならない。 
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３ 一般送配電事業者等は、特定系統連系希望者から検討料の入金を確認した

ときは、その旨を本機関に通知する。 

４ 一般送配電事業者等は、本機関から業務規程第７１条第２項第２号の場合

における同項の規定による依頼を受けた場合において、選定事業者が選定さ

れたときは、選定事業者に対し、第８３条第１項に規定する検討料を不要と

する場合を除き、接続検討の検討料の額を通知するとともに、検討料の支払

いに必要となる書類を書面又は電磁的方法にて送付する。 

 

（本機関が受け付けた接続検討） 

第１１２条 一般送配電事業者等は、本機関が受け付けた接続検討に関して業

務規程第７１条第２項、第８１条第２項及び第８２条第２項の規定による依

頼を受けた場合は、第８１条第５項及び第８４条の規定に準じて接続検討を

行い、本機関から特定系統連系希望者又は国への回答予定日の７営業日前ま

でに、本機関へ検討結果を提出しなければならない。 

２ 一般送配電事業者等は、前項の回答期日を超過するときは、その理由、進

捗状況、及び今後の見込みを本機関に書面又は電磁的方法にて報告しなけれ

ばならない。 

３ 一般送配電事業者等は、本機関に接続検討の結果を提出した案件について、

再検討を求められたときは、再度、検討の上、検討結果を本機関に提出しな

ければならない。 

 

（一般送配電事業者等が受け付けた案件に対する本機関からの再検討要請） 

第１１３条 一般送配電事業者等は、事前相談、接続検討の要否確認及び接続

検討の結果を回答した案件について、業務規程第９８条第４項の規定により

本機関から再検討を求められた場合は、再度、検討の上、検討結果を本機関

に提出しなければならない。 

 

第４款 需要設備に関する系統アクセス業務 

 

（事前検討の申込み及び受付） 

第１１４条 需要設備と高圧又は特別高圧の送電系統の連系等を希望する系統

連系希望者は、需要設備に関する契約申込みに先立ち、事前検討の申込みを

行うことができる。ただし、需要設備側に存する発電設備等の新規設置、変

更又は廃止を伴う場合はこの限りでない。 

２ 一般送配電事業者等は、事前検討の申込みを受け付けた場合は、事前検討

の回答を、原則として、事前検討の受付日から２週間以内に行うものとし、
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２週間を超える可能性が生じたときは、その事実が判明次第速やかに、系統

連系希望者に対し、その理由、進捗状況、今後の見込み（延長後の回答予定

日を含む。）を通知し、系統連系希望者の要請に応じ、個別の説明を行う。

延長後の回答予定日までに回答できない可能性が生じたときも同様とする。 

３ 一般送配電事業者等は、系統連系希望者から事前検討の申込みを受け付け

た場合は、申込内容に基づき、当該事前検討の対象となる送電系統を運用す

る他の一般送配電事業者及び配電事業者に対し、事前検討を速やかに依頼す

る。 

 

（事前検討の申込みに対する検討及び回答） 

第１１５条 一般送配電事業者及び配電事業者は、一般送配電事業者等が事前

検討の申込みを受け付けた場合、アクセス設備、電力量計量器、通信設備そ

の他電気の供給に必要となる工事の要否及び工事が必要な場合の工事の対象

について検討を実施する。 

２ 一般送配電事業者等は、前項の検討を完了したときは、系統連系希望者に

対し、検討結果を回答するとともに必要な説明を行う。 

 

（需要設備に関する契約申込み及び受付） 

第１１６条 需要設備と送電系統への連系等（需要設備側の発電設備等の新規

の設置、変更又は廃止を伴う場合を含む。）を希望する系統連系希望者は、

需要設備に関する契約申込みを行わなければならない。 

２ 一般送配電事業者等は、需要設備に関する契約申込みを受け付けた場合は、

系統連系希望者及び第４項に規定する契約申込みの対象となる送電系統を運

用する他の一般送配電事業者及び配電事業者と協議の上、前項の申込みに対

する回答予定日を決定する。 

３ 一般送配電事業者等は、前項の回答予定日までに回答できない可能性が生

じたときは、その事実が判明次第速やかに、系統連系希望者に対し、その理

由、進捗状況、今後の見込み（延長後の回答予定日を含む。）を通知し、系統

連系希望者の要請に応じ、個別の説明を行う。延長後の回答予定日までに回

答できない可能性が生じたときも同様とする。 

４ 一般送配電事業者等は、系統連系希望者から需要設備に関する契約申込み

を受け付けた場合は、申込内容に基づき、当該契約申込みの対象となる送電

系統を運用する他の一般送配電事業者及び配電事業者に対し、契約申込みに

対する検討を速やかに依頼する。 

 

（需要設備に関する契約申込みに対する検討及び回答） 
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第１１７条 一般送配電事業者及び配電事業者は、一般送配電事業者等が需要

設備に関する契約申込みを受け付けた場合、契約申込みの回答に必要となる

事項について検討を実施する。 

２ 一般送配電事業者等は、前項の検討が完了したときは、系統連系希望者に

対し、次の各号に掲げる事項について回答するとともに必要な説明を行う。 

一 系統連系希望者が希望した契約電力に対する連系可否（連系ができない場

合には、その理由及び代替案。代替案を示すことができない場合は、その

理由） 

二 系統連系工事の概要（系統連系希望者が希望する場合は設計図書又は工事

概要図等） 

三 工事費負担金概算（内訳を含む。）及び算定根拠 

四 所要工期 

五 系統連系希望者に必要な対策 

六 前提条件（検討に用いた系統関連データ） 

七 運用上の制約（制約の根拠を含む。） 

八 発電設備等の連系に必要な対策（需要設備側に発電設備等（ただし、送電

系統と連系しない設備を除く。）がある場合に限る。） 

 

（需要設備に関する系統アクセス業務における工事費負担金） 

第１１８条 需要設備の系統連系工事に要する工事費のうち、系統連系希望者

が負担する工事費負担金の額は、原則として、需要設備の系統連系工事に必

要となる標準的な工事金額を超えた金額とする。 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、前項に定める標準的な工事金額の具

体的な算出方法について定め、公表する。 

 

（同一法人である一般送配電事業者等の需要設備への電気の供給を行う場合） 

第１１９条 系統連系希望者が、一般送配電事業者等として自らが運用する送

電系統に連系している需要設備に対して、新たな電気の供給又は契約電力の

増加等を希望する場合には、この節の規定は、「契約申込み」を「系統連系の

申込み」と読み替えて準用する。ただし、前条の規定は準用しない。 

 

第２節 電源接続案件一括検討プロセス 

 

（系統連系希望者による電源接続案件一括検討プロセス開始の申込み） 

第１２０条 系統連系希望者は、接続検討の回答者が本機関又は一般送配電事

業者等であるかを問わず、接続検討の回答において、系統連系工事が電源接
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続案件一括検討プロセスの対象となる可能性がある旨の回答を受領した場合

は、一般送配電事業者等に対し、電源接続案件一括検討プロセス開始の申込

みを行うことができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、系統連系希望者は、次の各号に掲げる場合は、

電源接続案件一括検討プロセス開始の申込みを行うことはできない。 

一 接続検討の回答後、発電設備等の連系先となる送電系統において電源接

続案件一括検討プロセスが開始された場合 

二 接続検討の回答日から１年を経過した場合 

 

（電源接続案件一括検討プロセス開始の申込みの受付） 

第１２０条の２ 一般送配電事業者等は、系統連系希望者から電源接続案件一

括検討プロセス開始の申込書類を書面又は電磁的方法にて受領した場合には、

申込書類に必要事項が記載されていること及び次条に定める開始検討料が入

金されていることを確認の上、同プロセス開始の申込みを受け付ける。ただ

し、申込書類に不備があるときは、申込書類の修正を求め、不備がないこと

を確認した上で受付を行う。 

２ 一般送配電事業者等は、系統連系希望者から電源接続案件一括検討プロセ

ス開始の申込みを受け付けた場合であって、電源接続案件一括検討プロセス

の対象となる特別高圧の送電系統（特別高圧と高圧を連系する変圧器を含む。

以下この節において同じ。）の工事が、当該開始の申込みを受け付けた一般

送配電事業者等の運用する送電系統ではない場合には、対象となる送電系統

を運用する他の一般送配電事業者及び配電事業者に対し、第１２０条の４第

１項第１号の規定による電源接続案件一括検討プロセスの開始判断を速やか

に依頼する。 

 

（電源接続案件一括検討プロセスの開始検討料） 

第１２０条の３ 一般送配電事業者等は、電源接続案件一括検討プロセス開始

の申込みがあったときは、系統連系希望者に対し、第３項に定める開始検討

料の額を通知するとともに、開始検討料の支払いに必要となる書類を書面又

は電磁的方法にて送付する。 

２ 系統連系希望者は、前項の書類を書面又は電磁的方法にて受領した場合に

は、速やかに開始検討料を支払い、開始検討料の支払後、一般送配電事業者

等にその旨を通知しなければならない。 

３ 開始検討料は、第８３条第１項に定める接続検討の検討料と同額とし、当

該系統連系希望者の第１２２条の規定による同プロセスにおける接続検討申

込みに伴う検討料に充当する。 
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４ 一般送配電事業者等は、電源接続案件一括検討プロセスが開始されない場

合は、系統連系希望者が支払った開始検討料を返還する。 

 

（電源接続案件一括検討プロセスの開始） 

第１２０条の４ 一般送配電事業者及び配電事業者は、特別高圧の送電系統の

工事に関して、次の各号のいずれかに該当する場合は、電源接続案件一括検

討プロセスを開始する。 

一 一般送配電事業者及び配電事業者が、第１２０条の２第１項の規定によ

る申込みの受付後、当該申込みの対象となる送電系統について、効率的な

系統整備の観点等から電源接続案件一括検討プロセスを開始することが必

要と判断した場合 

二 一般送配電事業者及び配電事業者が、過去の事前相談及び接続検討の申

込状況等を踏まえ、効率的な系統整備の観点等から電源接続案件一括検討

プロセスを開始することが必要と判断した場合 

三 本機関から業務規程第７５条第１項の規定により要請を受けた場合 

２ 一般送配電事業者等は、第１２０条の２第１項の規定による申込みの受付

後、一般送配電事業者及び配電事業者が効率的な系統整備の観点等から電源

接続案件一括検討プロセスを開始することが必要ない旨を判断した場合は、

系統連系希望者に対し、その旨を通知するとともに必要な説明を行う。 

３ 一般送配電事業者及び配電事業者は、第１項各号の規定により電源接続案

件一括検討プロセスを開始する場合及び第２項の規定により同プロセスを開

始しない場合は、本機関に対し、その旨及びその理由を報告する。 

 

（電源接続案件一括検討プロセスの手続等の遵守等） 

第１２１条 一般送配電事業者、配電事業者及び電源接続案件一括検討プロセ

スに参加する系統連系希望者は、電源接続案件一括検討プロセスの手続等に

したがうものとする。 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、電源接続案件一括検討プロセスの実

施に関して相互に協力しなければならない。 

 

（電源接続案件一括検討プロセスの前提条件の策定等） 

第１２１条の２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、電源接続案件一括検討

プロセスの開始にあたって、同プロセスの対象となる送電系統の増強の概要、

募集対象エリア、電源接続のために必要となる送電系統に暫定的に確保する

容量その他の同プロセスの前提条件について検討を行い、これを定める。 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、前項の内容を公表し、募集対象とな
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る送電系統への系統連系希望者を募集する。 

 

（電源接続案件一括検討プロセスへの応募等） 

第１２２条 電源接続案件一括検討プロセスが開始された場合、同プロセスの

対象となる送電系統への連系等を希望する系統連系希望者は、本機関又は一

般送配電事業者等に対し、同プロセスへの応募及び接続検討の申込みを行う。 

 

（系統連系希望者からの電源接続案件一括検討プロセスへの応募等の受付） 

第１２２条の２ 一般送配電事業者等は、募集対象となる送電系統への連系等

を希望する系統連系希望者から、応募の受付を行う。 

２ 一般送配電事業者等は、前項の応募の受付に際し、電源接続案件一括検討

プロセスにおける接続検討の申込みの受付を行う。 

３ 一般送配電事業者等は、系統連系希望者から電源接続案件一括検討プロセ

スにおける接続検討の申込書類を書面又は電磁的方法にて受領した場合には、

申込書類に必要事項が記載されていること及び第８３条第１項に定める検討

料が入金されていること（ただし、検討料が不要な場合は除く。）を確認の上、

接続検討の申込みを受け付ける。ただし、申込書類に不備があるときは、申

込書類の修正を求め、不備がないことを確認した上で受付を行う。 

４ 一般送配電事業者等は、系統連系希望者から本機関への電源接続案件一括

検討プロセスにおける接続検討の申込書類を書面又は電磁的方法にて受領し

た場合には、申込書類に必要事項が記載されていること及び第８３条第１項

に定める検討料が入金されていること（ただし、検討料が不要な場合は除

く。）を確認の上、本機関に対して、その旨を通知する。ただし、申込書類

に不備があるときは、申込書類の修正を求め、不備がないことを確認した上

で通知を行う。 

５ 一般送配電事業者及び配電事業者は、系統連系希望者にとって申込書類に

記載することが困難な事項がある場合において、代替のデータを使用する等

して、当該事項の記載がなくとも電源接続案件一括検討プロセスにおける接

続検討の申込みに対する検討を実施することができるときには、当該事項の

記載を省略することを認めるものとする。この場合、系統連系希望者は、記

載を省略した事項に関する情報が明らかとなった時点で、速やかに当該情報

を一般送配電事業者等に通知しなければならない。 

６ 一般送配電事業者等は、電源接続案件一括検討プロセスにおける接続検討

の申込みを受け付けた場合は、第１２２条の５に定める回答期間内の日を回

答予定日として、系統連系希望者へ速やかに通知する。 

７ 一般送配電事業者等は、前項の回答予定日までに回答できない可能性が生
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じたときは、その事実が判明次第速やかに、系統連系希望者に対し、その理

由、進捗状況、今後の見込み（延長後の回答予定日を含む。）を通知し、系統

連系希望者の要請に応じ、個別の説明を行う。延長後の回答予定日までに回

答できない可能性が生じたときも同様とする。 

 

（電源接続案件一括検討プロセスにおける接続検討の申込みに対する検討） 

第１２２条の３ 一般送配電事業者及び配電事業者は、電源接続案件一括検討

プロセスにおいて本機関及び一般送配電事業者等が受け付けた全ての接続検

討の申込内容を前提に、接続検討の回答に必要となる事項について検討を実

施する。 

２ 一般送配電事業者等は、系統連系希望者に対し、申込書類の記載事項のほ

か、前項の検討に必要となる情報がある場合には、当該情報の提供を求める

ことができる。この場合、一般送配電事業者等は、系統連系希望者に対し、

提供を求める情報が必要となる理由を説明しなければならない。 

 

（電源接続案件一括検討プロセスにおける接続検討の回答） 

第１２２条の４ 一般送配電事業者等は、前条第１項の検討が完了したときは、

系統連系希望者に対し、第８５条第１項の規定に準じて書面又は電磁的方法

にて回答するとともに必要な説明を行う。 

 

（電源接続案件一括検討プロセスにおける接続検討の回答期間） 

第１２２条の５ 一般送配電事業者等は、電源接続案件一括検討プロセスにお

ける接続検討の回答を、原則として、電源接続案件一括検討プロセスの手続

等に定める接続検討の開始日から３か月以内に行うものとする。 

 

（電源接続案件一括検討プロセスにおける接続検討の回答を踏まえた系統連系

希望者の募集） 

第１２２条の６ 一般送配電事業者及び配電事業者は、募集対象となる送電系

統への連系等を第１２２条の４の電源接続案件一括検討プロセスにおける接

続検討の回答内容を踏まえた上で希望する系統連系希望者を再度募集する。 

 

（電源接続案件一括検討プロセスにおける再接続検討の申込等） 

第１２２条の７ 第１２２条の４の回答を受領した系統連系希望者は、回答内

容を踏まえた上で募集対象となる送電系統への連系等を希望する場合には、

本機関又は一般送配電事業者等に対し、再接続検討の申込みを行う。 

２ 前項の申込みを行う系統連系希望者は、申込時に、一般送配電事業者等に
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系統連系希望者が負担可能な工事費負担金の上限額（以下この節において「負

担可能上限額」という。）を申告するとともに第１２２条の９に定める保証金

を支払う。 

 

（系統連系希望者からの再接続検討の申込みの受付等） 

第１２２条の８ 一般送配電事業者等は、前条第１項の規定による募集対象と

なる送電系統への連系等を希望する系統連系希望者の再接続検討の申込みの

受付を行う。 

２ 一般送配電事業者等は、系統連系希望者から前条第１項の再接続検討の申

込書類を書面又は電磁的方法にて受領した場合には、申込書類に必要事項が

記載されていること、前条第２項に定める工事費負担金の負担可能上限額が

申告されていること及び第１２２条の９に定める保証金が入金されているこ

と（ただし、保証金が不要な場合は除く。）を確認の上、再接続検討の申込み

を受け付ける。ただし、申込書類に不備がある場合には、申込書類の修正を

求め、不備がないことを確認した上で再接続検討申込みの受付を行う。 

３ 一般送配電事業者等は、系統連系希望者から本機関への前条第１項の再接

続検討の申込書類を書面又は電磁的方法にて受領した場合には、申込書類に

必要事項が記載されていること、前条第２項に定める工事費負担金の負担可

能上限額が申告されていること及び第１２２条の９に定める保証金が入金さ

れていること（ただし、保証金が不要な場合は除く。）を確認の上、本機関に

対して、その旨を通知する。ただし、申込書類に不備がある場合には、申込

書類の修正を求め、不備がないことを確認した上で再接続検討申込みの通知

を行う。 

４ 一般送配電事業者及び配電事業者は、系統連系希望者にとって申込書類に

記載することが困難な事項がある場合において、代替のデータを使用する等

して、当該事項の記載がなくとも再接続検討の申込みに対する検討を実施す

ることができるときには、当該事項の記載を省略することを認めるものとす

る。この場合、系統連系希望者は、記載を省略した事項に関する情報が明ら

かとなった時点で、速やかに当該情報を一般送配電事業者等に通知しなけれ

ばならない。 

５ 一般送配電事業者等は、再接続検討の申込みを受け付けた場合は、第１２

２条の１２に定める回答期間内の日を回答予定日として、前条の申込みを行

った系統連系希望者へ速やかに通知する。 

６ 一般送配電事業者等は、前項の回答予定日までに回答できない可能性が生

じたときは、その事実が判明次第速やかに、系統連系希望者に対し、その理

由、進捗状況、今後の見込み（延長後の回答予定日を含む。）を通知し、系統
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連系希望者の要請に応じ、個別の説明を行う。延長後の回答予定日までに回

答できない可能性が生じたときも同様とする。 

 

（電源接続案件一括検討プロセスの保証金） 

第１２２条の９ 一般送配電事業者等は、第１２２条の４の規定により系統連

系希望者に対して回答をする場合には、系統連系希望者に対し、業務規程第

８２条の２に定める算定方法に応じた保証金の支払いに必要となる書類を書

面又は電磁的方法にて送付する。 

２ 系統連系希望者は、前項の書類を書面又は電磁的方法にて受領した後に第

１２２条の７の規定による再接続検討の申込みを行う場合には、速やかに保

証金を支払い、保証金の支払後、一般送配電事業者等にその旨を通知しなけ

ればならない。ただし、保証金を要しない場合は除く。 

３ 系統連系希望者が支払った保証金は、当該系統連系希望者が負担する工事

費負担金又は第１２３条の規定により締結する工事費負担金の補償に関する

契約に基づく補償金に充当する。 

４ 一般送配電事業者等は、工事費負担金契約締結前に、次の各号に掲げる事

情が生じた場合その他の正当な理由があれば、系統連系希望者が支払った保

証金を返還する。 

一 工事費負担金の額が、第１２２条の７第２項の規定により申告した負担

可能上限額を上回る場合 

二 再接続検討及び契約申込みの回答における所要工期が、受領した直近の

回答よりも長期化したことを理由に電源接続案件一括検討プロセスを辞退

する場合 

三 増強工事の規模の縮小等により連系等を行うことが不可能又は著しく困

難となった場合 

四 電源接続案件一括検討プロセスが中止された場合 

 

（電源接続案件一括検討プロセスにおける再接続検討の申込みに対する検討） 

第１２２条の１０ 一般送配電事業者及び配電事業者は、本機関及び一般送配

電事業者等が受け付けた全ての再接続検討の申込内容を前提に、再接続検討

の回答に必要となる事項について検討を行う。 

２ 一般送配電事業者等は、系統連系希望者に対し、申込書類の記載事項のほ

か、前項の検討に必要となる情報がある場合には、当該情報の提供を求める

ことができる。この場合、一般送配電事業者等は、系統連系希望者に対し、

提供を求める情報が必要となる理由を説明しなければならない。 

３ 再接続検討における工事費負担金の額は、電源接続案件一括検討プロセス
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の手続等にしたがって算出する。 

 

（電源接続案件一括検討プロセスにおける再接続検討の回答） 

第１２２条の１１ 一般送配電事業者等は、前条の検討が完了したときは、系

統連系希望者に対し、第８５条第１項の規定に準じて書面又は電磁的方法に

て回答するとともに必要な説明を行う。ただし、検討結果において工事費負

担金が負担可能上限額を超過する等の理由により連系等を行うことが不可能

又は著しく困難となった者に対しては、その旨を回答する。 

 

（電源接続案件一括検討プロセスにおける再接続検討の回答期間） 

第１２２条の１２ 一般送配電事業者等は、電源接続案件一括検討プロセスに

おける再接続検討の回答を、原則として、再接続検討の開始日から３か月以

内に行うものとする。 

 

（電源接続案件一括検討プロセスにおける契約申込み） 

第１２３条 第１２２条の１１の規定による回答又は第１２３条の９の規定に

よる通知を受領した系統連系希望者は、回答内容を踏まえ、募集対象となる

送電系統への連系等を希望する場合には、一般送配電事業者等に対し、電源

接続案件一括検討プロセスにおける契約申込みを行わなければならない。 

２ 前項の規定により申込みを行う系統連系希望者は、申込みに伴い、一般送

配電事業者等と工事費負担金の補償に関する契約を締結しなければならない。

ただし、第１２３条の９の規定による通知を受領した系統連系希望者が契約

申込みを行う場合においては、その限りではない。 

 

（電源接続案件一括検討プロセスにおける契約申込みの受付） 

第１２３条の２ 一般送配電事業者等は、前条の電源接続案件一括検討プロセ

スにおける契約申込みの申込書類を書面又は電磁的方法にて受領した場合に

は、申込書類に必要事項が記載されていること及び第１２３条の９の規定に

より電源接続案件一括検討プロセスにおける手続の一部を省略したときは、

第８８条の２に規定する保証金を要しない場合を除き、当該保証金が入金さ

れていることを確認の上、契約申込みを受け付ける。ただし、申込書類に不

備がある場合には、申込書類の修正を求め、不備がないことを確認した上で

契約申込みの受付を行う。 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、系統連系希望者にとって申込書類に

記載することが困難な事項がある場合において、代替のデータを使用する等

して、当該事項の記載がなくとも契約申込みに対する検討を実施することが
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できるときには、当該事項の記載を省略することを認めるものとする。この

場合、系統連系希望者は、記載を省略した事項に関する情報が明らかとなっ

た時点で、速やかに当該情報を一般送配電事業者等に通知しなければならな

い。 

３ 一般送配電事業者等は、契約申込みを受け付けた場合は、第９８条に定め

る回答期間内の日を回答予定日として、系統連系希望者へ速やかに通知する。 

４ 一般送配電事業者等は、前項の回答予定日までに回答できない可能性が生

じたときは、その事実が判明次第速やかに、系統連系希望者に対し、その理

由、進捗状況、今後の見込み（延長後の回答予定日を含む。）を通知し、系統

連系希望者の要請に応じ、個別の説明を行う。延長後の回答予定日までに回

答できない可能性が生じたときも同様とする。 

 

（電源接続案件一括検討プロセスにおける契約申込みに対する検討） 

第１２３条の３ 一般送配電事業者及び配電事業者は、一般送配電事業者等が

電源接続案件一括検討プロセスにおける契約申込みを受け付けた場合、第８

４条第１項の規定に準じて、当該契約申込みに対する検討を実施する。 

２ 一般送配電事業者等は、系統連系希望者に対し、申込書類の記載事項のほ

か、前項の検討に必要となる情報がある場合には、当該情報の提供を求める

ことができる。この場合、一般送配電事業者等は、系統連系希望者に対し、

提供を求める情報が必要となる理由を説明しなければならない。 

 

（電源接続案件一括検討プロセスにおける契約申込みの回答） 

第１２３条の４ 一般送配電事業者等は、前条第１項の検討が完了した場合に

は、系統連系希望者に対し、契約申込みに対する回答を書面又は電磁的方法

にて通知し、必要な説明を行う。ただし、検討結果において工事費負担金が

申告された負担可能上限額を超過する等の理由により連系等を行うことが不

可能又は著しく困難となった者に対しては、その旨を回答する。 

２ 一般送配電事業者等は、正当な理由がなければ、受付を行った契約申込み

に対して承諾しない旨の回答を行ってはならない。 

 

（電源接続案件一括検討プロセスの完了） 

第１２３条の５ 一般送配電事業者及び配電事業者は、次の各号に掲げる場合

において、電源接続案件一括検討プロセスを完了するものとする。 

一 一般送配電事業者等と系統連系希望者（検討結果において工事費負担金が

申告された負担可能上限額を超過する等の理由により連系等を行うことが

不可能又は著しく困難となった者を除く。）との間で工事費負担金契約が締
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結され、当該工事費負担金の入金が確認されたとき 

二 電源接続案件一括検討プロセスに応募した全ての系統連系希望者が、工

事費負担金が申告された負担可能上限額を超過する等の理由により連系等

を行うことが不可能又は著しく困難となったとき 

三 第１２２条に定める応募において、系統連系希望者から応募が行われな

かったとき 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、電源接続案件一括検討プロセスの完

了後遅滞なく、同プロセスの結果を公表するとともに、本機関に報告する。 

 

（電源接続案件一括検討プロセスにおける募集対象エリアの分割） 

第１２３条の６ 一般送配電事業者及び配電事業者は、系統連系希望者の辞退

等の理由により、電源接続案件一括検討プロセスにおける増強工事の規模等

を変更した場合において、一部の募集対象エリアを分割しても効率的な系統

整備の観点等から影響がないと判断したとき、募集対象エリアを分割するこ

とができる。この場合、一般送配電事業者及び配電事業者は、分割後の募集

対象エリアにおいて、個別の電源接続案件一括検討プロセスが開始されてい

るものとして取扱う。 

 

（電源接続案件一括検討プロセスの期間） 

第１２３条の７ 一般送配電事業者及び配電事業者は、電源接続案件一括検討

プロセスの開始日から原則として１年以内に、同プロセスを完了させるもの

とする。 

 

（電源接続案件一括検討プロセスの中止等） 

第１２３条の８ 一般送配電事業者及び配電事業者は、次の各号に掲げる場合

は本機関と協議の上、電源接続案件一括検討プロセスを中止することができ

る。 

一 電源接続案件一括検討プロセス開始後に生じた法令の改正、電気の需給

状況の極めて大幅な変動、倒壊又は滅失による流通設備の著しい状況の変

化、用地交渉の不調等の事情によって、連系等を行うことが不可能又は著

しく困難となった場合 

二 想定される系統増強工事の規模（工事費負担金の額及び工期を含む。）や

過去の事前相談及び接続検討の申込状況等を踏まえ、電源接続案件一括検

討プロセスを継続したとしても、全ての系統連系希望者が連系できない蓋

然性が高いと判断した場合 

２ 一般送配電事業者等は、電源接続案件一括検討プロセスを中止しようとす
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るときは、あらかじめ当該電源接続案件一括検討プロセスの申込者又は応募

者に対して、意見を聴取する。 

３ 一般送配電事業者及び配電事業者は、電源接続案件一括検討プロセスを中

止するときは、同プロセスの経過及び同プロセスを中止する理由を公表する。 

４ 一般送配電事業者及び配電事業者は、業務規程第８９条の規定により、本

機関が電源接続案件一括検討プロセスの中止又は中断を要請した場合には、

当該要請に従うものとする。 

 

（電源接続案件一括検討プロセスにおける手続の一部の省略） 

第１２３条の９ 一般送配電事業者及び配電事業者は、電源接続案件一括検討

プロセスにおける検討において増強工事が不要となった等の理由により、電

源接続案件一括検討プロセスにおける手続の一部を省略しても系統連系希望

者に不利益が生じず、かつ、系統連系希望者間の公平性を害しないと判断し

たときは、電源接続案件一括検討プロセスにおける手続の一部を省略するこ

とができる。この場合において、一般送配電事業者等は、系統連系希望者に

対し、その旨及び電源接続案件一括検討プロセスにおける契約申込手続の内

容を書面又は電磁的方法にて通知し、必要な説明を行う。 

 

（電源廃止等により送電系統への電力の流入量の最大値が１０万キロワット以

上減少する場合の取扱い） 

第１２４条 一般送配電事業者及び配電事業者は、休廃止等手続により、当該

電源から送電系統への電力の流入量の最大値が１０万キロワット以上減少す

ることが確実に見込まれるときは、当該休廃止等手続により減少する電力の

流入量の最大値、減少する時期及び電力の流入量が減少する送電系統を系統

情報ガイドラインに基づき、速やかに自身のウェブサイトにおいて１２か月

間公表する。 

 

第１２５条 削除 

 

第１２６条 削除 

 

第１２７条 削除 

 

第１２８条 削除 

 

第１２９条 削除 
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第１３０条 削除 

 

第１３１条 削除 

 

第３節 混雑緩和希望者提起による系統増強プロセス 

 

（混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスの実施） 

第１３１条の２ 混雑緩和希望者は、この節に定めるところにより、一般送配電

事業者等に対し、混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスの実施を求め

ることができる。 

２ 混雑緩和希望者は、他の混雑緩和希望者の申込みにより開始した混雑緩和

希望者提起による系統増強プロセスへ応募することができる。 

３ 一般送配電事業者及び配電事業者は、混雑緩和希望者提起による系統増強

プロセスにおける事前照会、概要検討、当該系統増強プロセス開始及び同プロ

セスへの応募の受付、検討、回答等の業務を行う。 

 

（混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスの手続等の遵守等） 

第１３１条の３ 一般送配電事業者、配電事業者及び混雑緩和希望者は、業務規

程第９６条の２の規定により本機関が定める混雑緩和希望者提起による系統

増強プロセス実施に関する手続等に従うものとする。 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、混雑緩和希望者提起による系統増強

プロセスの実施に関して相互に協力しなければならない。 

 

（混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスにおける事前照会の申込み） 

第１３１条の４ 混雑緩和希望者は、混雑の緩和を目的に連系先となる混雑緩

和プロセス適用可能系統の増強を希望する場合、一般送配電事業者等に対し、

混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスにおける事前照会の申込みを行

わなければならない。 

 

（混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスにおける事前照会の受付） 

第１３１条の５ 一般送配電事業者等は、混雑緩和希望者から混雑緩和希望者

提起による系統増強プロセスにおける事前照会の申込書類を書面又は電磁的

方法にて受領した場合には、申込書類に必要事項が記載されていること及び

混雑緩和希望者の連系先となる混雑緩和プロセス適用可能系統における混雑

緩和希望者提起による系統増強プロセス実施の実績等を確認の上、事前照会
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の申込みを受け付ける。ただし、申込書類に不備があるときは、申込書類の修

正を求め、不備がないことを確認した上で受付を行う。 

２ 一般送配電事業者等は、事前照会の申込みを受け付けた場合は、第１３１条

の８第１項に定める回答期間内の日を回答予定日として、前条の申込みを行

った混雑緩和希望者へ速やかに通知する。 

 

（混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスにおける事前照会の申込みに対

する検討） 

第１３１条の６ 一般送配電事業者及び配電事業者は、混雑緩和希望者提起に

よる系統増強プロセスにおいて一般送配電事業者等が混雑緩和希望者提起に

よる系統増強プロセスにおける事前照会の申込みを受け付けた場合、当該申

込みの対象となる混雑緩和プロセス適用可能系統の混雑状況等を考慮の上、

回答に必要となる事項について検討を実施する。 

２ 一般送配電事業者等は、混雑緩和希望者に対し、申込書類の記載事項のほか、

前項の検討に必要となる情報がある場合には、当該情報の提供を求めること

ができる。この場合、一般送配電事業者等は、混雑緩和希望者に対し、提供を

求める情報が必要となる理由を説明しなければならない。 

 

（混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスにおける事前照会の回答） 

第１３１条の７ 一般送配電事業者等は、前条第１項の検討が完了したときは、

混雑緩和希望者に対し、次の各号に掲げる事項について書面又は電磁的方法

にて回答するとともに必要な説明を行う。 

一 混雑緩和希望者の連系先となる混雑緩和プロセス適用可能系統における

第１５３条の２各号に掲げる措置が講じられた実績に基づく混雑緩和希望

者提起による系統増強プロセスにおける概要検討への申込可否 

二 混雑緩和希望者の連系先となる混雑緩和プロセス適用可能系統における

混雑状況の確認結果 

三 混雑緩和希望者の連系先となる混雑緩和プロセス適用可能系統における

次のアからオまでに掲げる系統増強工事に関する事項（ただし、混雑緩和希

望者提起による系統増強プロセスにおける概要検討への申込みが不可とな

る場合は除く。） 

  ア 系統増強の概要 

イ 概算工事費 

ウ 所要工期 

エ 系統増強工事による運用容量増加量 

オ 系統増強工事の対象設備における設備更新予定の有無 
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（混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスにおける事前照会の回答期間） 

第１３１条の８ 一般送配電事業者等は、混雑緩和希望者提起による系統増強

プロセスにおける事前照会の回答を、原則として、第１３１条の５第１項に定

める事前照会の申込みの受付日から２か月以内に行うものとする。 

２ 一般送配電事業者等は、前項の回答予定日までに回答できない可能性が生

じたときは、その事実が判明次第速やかに、混雑緩和希望者に対し、その理由、

進捗状況及び今後の見込み（延長後の回答予定日を含む。）を通知し、混雑緩

和希望者の要請に応じ、個別の説明を行う。延長後の回答予定日までに回答で

きない可能性が生じたときも同様とする。 

 

（混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスにおける概要検討の申込み） 

第１３１条の９ 第１３１条の７の規定による回答を受領した混雑緩和希望者

は、回答内容を踏まえた上で混雑の緩和を目的に連系先となる混雑緩和プロ

セス適用可能系統の増強を希望する場合には、混雑緩和希望者提起による系

統増強プロセスにおける事前照会の回答日から２か月以内に、本機関又は一

般送配電事業者等に対し、混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスの概

要検討の申込みを行わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、混雑緩和希望者は、連系先となる混雑緩和プロセ

ス適用可能系統の増強を希望する流通設備において、他の混雑緩和希望者提

起による系統増強プロセス開始の申込みが受け付けられた以降、第１３１条

の２４第１項の規定による完了又は第１３１条の２６第１項若しくは第４項

の規定による中止までの間、前項の申込みを行うことができない。 

 

（混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスにおける概要検討の申込みの受

付等） 

第１３１条の１０ 一般送配電事業者等は、混雑緩和希望者から混雑緩和希望

者提起による系統増強プロセスにおける概要検討の申込書類を書面又は電磁

的方法にて受領した場合には、申込書類に必要事項が記載されていること、混

雑緩和希望者の連系先となる混雑緩和プロセス適用可能系統における過去の

混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスの実施状況及び第８３条第１項

に定める検討料が入金されていることを確認の上、概要検討の申込みを受け

付ける。ただし、申込書類に不備があるときは、申込書類の修正を求め、不備

がないことを確認した上で受付を行う。 

２ 一般送配電事業者等は、混雑緩和希望者から本機関への混雑緩和希望者提

起による系統増強プロセスにおける概要検討の申込書類を書面又は電磁的方
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法にて受領した場合には、申込書類に必要事項が記載されていること、過去の

混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスの実施状況及び第８３条第１項

に定める検討料が入金されていることを確認の上、本機関に対して、その旨を

通知する。ただし、申込書類に不備があるときは、申込書類の修正を求め、不

備がないことを確認した上で通知を行う。 

３ 一般送配電事業者等は、混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスにお

ける概要検討の申込みを受け付けた場合は、第１３１条の１４に定める回答

期間内の日を回答予定日として、第１３１条の９の申込みを行った混雑緩和

希望者へ速やかに通知する。 

 

（混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスにおける概要検討の検討料の額

の通知等） 

第１３１条の１１ 一般送配電事業者等は、混雑緩和希望者提起による系統増

強プロセスにおける概要検討の申込みがあったときは、混雑緩和希望者に対

し、第３項に定める検討料の額を通知するとともに、検討料の支払いに必要と

なる書類を書面又は電磁的方法にて送付する。 

２ 混雑緩和希望者は、前項の書類を書面又は電磁的方法にて受領した場合に

は、速やかに検討料を支払うとともに、検討料の支払後、一般送配電事業者等

にその旨を通知しなければならない。 

３ 混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスにおける概要検討の検討料は、

第８３条第１項に定める接続検討の検討料と同額とする。 

 

（混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスにおける概要検討の申込みに対

する検討） 

第１３１条の１２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、混雑緩和希望者提起

による系統増強プロセスにおいて本機関又は一般送配電事業者等が混雑緩和

希望者提起による系統増強プロセスにおける概要検討の申込みを受け付けた

場合、回答に必要となる事項について検討を実施する。 

２ 一般送配電事業者等は、混雑緩和希望者に対し、申込書類の記載事項のほか、

前項の検討に必要となる情報がある場合には、当該情報の提供を求めること

ができる。この場合、一般送配電事業者等は、混雑緩和希望者に対し、提供を

求める情報が必要となる理由を説明しなければならない。 

 

（混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスにおける概要検討の回答） 

第１３１条の１３ 一般送配電事業者等は、前条第１項の検討が完了したとき

は、混雑緩和希望者に対し、第８５条第１項の規定に準じて書面又は電磁的方
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法にて回答するとともに必要な説明を行う。 

２ 一般送配電事業者等は、第１３１条の１０第３項の回答予定日までに回答

できない可能性が生じたときは、その事実が判明次第速やかに、混雑緩和希望

者に対し、その理由、進捗状況及び今後の見込み（延長後の回答予定日を含む。）

を通知し、混雑緩和希望者の要請に応じ、個別の説明を行う。延長後の回答予

定日までに回答できない可能性が生じたときも同様とする。 

 

（混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスにおける概要検討の回答期間） 

第１３１条の１４ 一般送配電事業者等は、混雑緩和希望者提起による系統増

強プロセスにおける概要検討の回答を、原則として、第１３１条の１０第１項

に定める概要検討の受付日から３か月以内に行うものとする。 

 

（混雑緩和希望者提起による系統増強プロセス開始の申込等） 

第１３１条の１５ 第１３１条の１３第１項の規定による回答を受領した混雑

緩和希望者は、回答内容を踏まえた上で混雑の緩和を目的に連系先となる混

雑緩和プロセス適用可能系統の増強を希望する場合には、混雑緩和希望者提

起による系統増強プロセスにおける概要検討の回答日から１か月以内に、一

般送配電事業者等に対し、混雑緩和希望者提起による系統増強プロセス開始

の申込みを行わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、混雑緩和希望者は、連系先となる混雑緩和プロセ

ス適用可能系統の増強を希望する流通設備において、他の混雑緩和希望者提

起による系統増強プロセス開始の申込みが受け付けられた以降、第１３１条

の２４第１項の規定による完了又は第１３１条の２６第１項若しくは第４項

の規定による中止までの間、前項の申込みを行うことはできない。 

３ 第１項の申込みを行う混雑緩和希望者は、申込時に、一般送配電事業者等に

混雑緩和希望者が負担可能な工事費負担金の上限額を申告する（ただし、次項

に基づき募集手続を省略する場合を除く。）とともに、第１３１条の１７に定

める保証金を支払う。 

４ 第１項の申込みを行う混雑緩和希望者は、申込時に、一般送配電事業者等に

対し、混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスの期間短縮を目的に連系

先となる混雑緩和プロセス適用可能系統の増強を希望する第１項の申込みを

行った混雑緩和希望者以外の者（当該送電系統において、既に連系している者

又は第９７条第１項の連系承諾の通知を受けている者に限る。以下「追加混雑

緩和希望者」という。）の募集を行う第１３１条の１８に定める手続の省略を

申し込むことができる。 
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（混雑緩和希望者提起による系統増強プロセス開始の申込みの受付等） 

第１３１条の１６ 一般送配電事業者等は、混雑緩和希望者から前条第１項の

混雑緩和希望者提起による系統増強プロセス開始の申込書類を書面又は電磁

的方法にて受領した場合には、申込書類に必要事項が記載されていること、前

条第３項の規定による負担可能な工事費負担金の上限額の申告がされている

こと（ただし、前条第４項に基づき募集手続を省略する場合を除く。）、次条に

定める保証金が入金されていること及び混雑緩和希望者の連系先となる混雑

緩和プロセス適用可能系統における当該系統増強プロセス実施の実績等を確

認の上、同プロセス開始の申込みを受け付ける。ただし、申込書類に不備があ

る場合には、申込書類の修正を求め、不備がないことを確認した上で受付を行

う。 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、前項の受付後速やかに、混雑緩和希望

者提起による系統増強プロセスの開始を公表するとともに、本機関に報告す

る。 

３ 一般送配電事業者及び配電事業者は、第１項の受付時点をもって、当該時点

以後に受け付ける他の系統アクセス業務において、同プロセスによる系統増

強が行われるものとして扱う。 

４ 一般送配電事業者及び配電事業者は、第１３１条の２４第１項第２号、第１

３１条の２６第１項又は第４項の規定により同プロセスによる系統増強が行

われないことが確定した場合には、前項の扱いを取りやめる。 

 

（混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスの保証金） 

第１３１条の１７ 一般送配電事業者等は、第１３１条の１５の規定による混

雑緩和希望者提起による系統増強プロセス開始の申込み書類を書面又は電磁

的方法にて受領したときは、混雑緩和希望者に対し、業務規程第９６条の４に

定める算定方法に応じた保証金の支払いに必要となる書類を書面又は電磁的

方法にて送付する。 

２ 混雑緩和希望者は、前項の書類を書面又は電磁的方法にて受領した後に速

やかに保証金を支払い、保証金の支払後、一般送配電事業者等にその旨を通知

しなければならない。 

３ 一般送配電事業者等は、第１３１条の１９第１項の規定による応募を行っ

た追加混雑緩和希望者に対し、業務規程第９６条の４に定める算定方法に応

じた保証金の支払いに必要となる書類を書面又は電磁的方法にて送付する。 

４ 追加混雑緩和希望者は、前項の書類を書面又は電磁的方法にて受領した後

に速やかに保証金を支払うとともに、保証金の支払後、一般送配電事業者等に

その旨を通知しなければならない。 
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５ 混雑緩和希望者又は追加混雑緩和希望者が支払った保証金は、当該混雑緩

和希望者又は追加混雑緩和希望者が負担する工事費負担金又は第１３１条の

２１の規定により締結する工事費負担金の補償に関する契約に基づく補償金

に充当する。 

６ 一般送配電事業者等は、工事費負担金契約締結前に、次の各号に掲げる事情

が生じた場合その他の正当な理由があれば、混雑緩和希望者又は追加混雑緩

和希望者が支払った保証金を返還する。 

一 第１３１条の２１第１項の規定による混雑緩和希望者又は追加混雑緩和

希望者の工事費負担金の額が、第１３１条の１５第３項又は第１３１条の１

９第２項の規定により申告された負担可能な工事費負担金の上限額（以下こ

の節において「負担可能上限額」という。）を上回る場合 

二 第１３１条の２３の契約申込みの回答における所要工期が、混雑緩和希望

者が受領した混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスにおける概要検

討の回答よりも長期化したことを理由に、第２項又は第４項の規定による保

証金を支払った混雑緩和希望者又は追加混雑緩和希望者が混雑緩和希望者

提起による系統増強プロセスを辞退する場合 

三 混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスが中止された場合 

 

（混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスにおける追加混雑緩和希望者の

募集等） 

第１３１条の１８ 一般送配電事業者及び配電事業者は、一般送配電事業者等

が混雑緩和希望者から第１３１条の１５の規定による混雑緩和希望者提起に

よる系統増強プロセス開始の申込みを受け付けた場合、第１３１条の１３の

概要検討の回答を基に、当該系統増強プロセスにおける系統増強工事の概要

及び募集対象エリアを公表し、追加混雑緩和希望者を募集する。ただし、混雑

緩和希望者提起による系統増強プロセス開始の申込みを行った混雑緩和希望

者から第１３１条の１５第４項の募集手続の省略の申込みを受け付けた場合

は、この限りでない。 

 

（混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスへの応募） 

第１３１条の１９ 混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスにおいて、第

１３１条の１８の規定による追加混雑緩和希望者の募集が開始された場合、

同プロセスにおける系統増強工事の対象設備の増強を希望する追加混雑緩和

希望者は、一般送配電事業者等に対し、募集開始日から２か月以内に、同プロ

セスへの応募を行わなければならない。 

２ 前項の申込みを行う追加混雑緩和希望者は、申込時に、一般送配電事業者等
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に追加混雑緩和希望者が負担可能な工事費負担金の上限額を申告するととも

に第１３１条の１７に定める保証金を支払う。 

 

（混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスへの応募の受付） 

第１３１条の２０ 一般送配電事業者等は、追加混雑緩和希望者から前条第１

項の混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスへの応募書類を書面又は電

磁的方法にて受領した場合には、応募書類に必要事項が記載されていること、

前条第２項の規定による負担可能な工事費負担金の上限額の申告がされてい

ること及び第１３１条の１７に定める保証金が入金されていることを確認の

上、同プロセスへの応募を受け付ける。ただし、応募書類に不備がある場合に

は、応募書類の修正を求め、不備がないことを確認した上で受付を行う。 

 

（混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスにおける追加混雑緩和希望者の

募集結果の通知） 

第１３１条の２１ 一般送配電事業者等は、第１３１条の１８の規定による募

集の後、混雑緩和希望者及び追加混雑緩和希望者に対し、工事費負担金の額を

書面又は電磁的方法にて通知し、必要な説明を行う。ただし、工事費負担金が

申告された負担可能上限額を超過する者に対しては、その旨を回答する。 

２ 前項の規定により工事負担金の通知を受けた混雑緩和希望者及び追加混雑

緩和希望者は、一般送配電事業者等と工事費負担金の補償に関する契約を締

結しなければならない。 

３ 一般送配電事業者等は、混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスにお

ける混雑緩和希望者及び応募した全ての追加混雑緩和希望者において、工事

費負担金が申告された負担可能上限額を超過する場合には、第１３１条の２

４第２項の規定に基づき、同プロセスが完了となる旨を回答する。 

 

（混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスにおける契約申込みに対する検

討） 

第１３１条の２２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、一般送配電事業者等

が、混雑緩和希望者提起による系統増強プロセス開始の申込みを行った混雑

緩和希望者から第１３１条の１５第４項の募集手続の省略の申込みを受け付

けた場合又は前条第２項の契約を締結した場合、第８４条第１項の規定に準

じて、混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスにおける契約申込みに対

する検討を実施する。 

２ 一般送配電事業者等は、第１３１条の１５第４項の募集手続の省略の申込

みを行った混雑緩和希望者又は前条第１項の通知を受けた混雑緩和希望者及
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び追加混雑緩和希望者に対し、申込書類の記載事項のほか、前項の検討に必要

となる情報がある場合には、当該情報の提供を求めることができる。この場合、

一般送配電事業者等は、混雑緩和希望者及び追加混雑緩和希望者に対し、提供

を求める情報が必要となる理由を説明しなければならない。 

 

（混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスにおける契約申込みに対する回

答） 

第１３１条の２３ 一般送配電事業者等は、前条第１項の検討が完了した場合

には、第１３１条の１５第４項の募集手続の省略の申込みを行った混雑緩和

希望者又は第１３１条の２１第１項の通知を受けた混雑緩和希望者及び追加

混雑緩和希望者に対し、混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスにおけ

る契約申込みに対する回答を書面又は電磁的方法にて通知し、必要な説明を

行う。ただし、検討結果において工事費負担金が申告された負担可能上限額を

超過する等の理由により混雑の緩和を目的とする系統増強を行うことが不可

能又は著しく困難となった者に対しては、その旨を回答する。 

 

（混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスの完了） 

第１３１条の２４ 一般送配電事業者及び配電事業者は、次の各号に掲げる場

合において、混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスを完了するものと

する。 

一 一般送配電事業者等と混雑緩和希望者又は追加混雑緩和希望者（検討結果

において工事費負担金が申告された負担可能上限額を超過する等の理由に

より混雑の緩和を目的とする系統増強を行うことが不可能又は著しく困難

となった者を除く。）との間で工事費負担金契約が締結され、当該工事費負

担金の入金が確認されたとき 

二 混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスにおける混雑緩和希望者及

び全ての追加混雑緩和希望者において、工事費負担金が申告された負担可能

上限額を超過する等の理由により混雑の緩和を目的とする系統増強を行う

ことが不可能又は著しく困難となったとき 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、混雑緩和希望者提起による系統増強

プロセスの完了後遅滞なく、同プロセスの結果を公表するとともに、本機関に

報告する。 

 

（混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスの期間） 

第１３１条の２５ 一般送配電事業者及び配電事業者は、混雑緩和希望者提起

による系統増強プロセスの開始日から原則として１１か月以内に、同プロセ
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スを完了させるものとする。 

 

（混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスの中止等） 

第１３１条の２６ 一般送配電事業及び配電事業者は、次の各号に掲げる場合

は本機関と協議の上、混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスを中止す

ることができる。 

一 混雑緩和希望者提起による系統増強プロセス開始後に生じた、倒壊又は滅

失による流通設備の著しい状況の変化、用地交渉の不調等の事情によって、

系統増強を行うことが不可能又は著しく困難となった場合 

二 混雑緩和希望者提起による系統増強プロセス開始後に生じた電気の需給

状況の極めて大幅な変動によって、経済合理性等の観点から混雑緩和希望者

提起による系統増強プロセス以外による系統増強を行うことが合理的とな

った場合 

２ 一般送配電事業者等は、前項の規定に基づき混雑緩和希望者提起による系

統増強プロセスを中止しようとするときは、混雑緩和希望者及び追加混雑緩

和希望者（検討結果において工事費負担金が申告された負担可能上限額を超

過する等の理由により混雑の緩和を目的とする系統増強を行うことが不可能

又は著しく困難となった者を除く。）に対して、あらかじめ意見を聴取する。 

３ 一般送配電事業者及び配電事業者は、混雑緩和希望者提起による系統増強

プロセスを中止するときは、同プロセスの経過及び同プロセスを中止する理

由を公表する。 

４ 一般送配電事業者及び配電事業者は、業務規程第９６条の５第１項の規定

により、本機関が混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスの中止又は中

断を要請した場合には、当該要請に従うものとする。 

 

第４節 その他 

 

（系統アクセス業務の回答） 

第１３２条 一般送配電事業者及び配電事業者は、この章に定める回答予定日

及び回答期間にかかわらず、可能な限り早期に系統アクセス業務に係る回答

を行うよう努めなければならず、系統アクセス業務の回答を不当に遅延して

はならない。 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、系統アクセス業務の回答に当たって

は、この章に定める事項のほか、系統情報ガイドラインに基づき、必要な情

報を提示しなければならない。 
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（申込み・回答様式） 

第１３３条 一般送配電事業者及び配電事業者は、本機関が定めた系統アクセ

ス業務の受付を行う場合の申込書及び回答書の様式を自身のウェブサイトに

おいても公表しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、系統連系希望者が、再生可能エネルギー電気特

措法第２条第５項に規定する特定契約及び接続供給契約又は振替供給契約を

同時に申し込む場合の申込書及び回答書の様式については、各一般送配電事

業者及び配電事業者が自身のウェブサイトにおいて公表する。 

 

（申込窓口の公表） 

第１３４条 一般送配電事業者及び配電事業者は、系統アクセス業務及び第７

２条の系統情報の提示の申込窓口を定め、自身のウェブサイトにおいて明示

的に公表する。 

 

（系統連系技術要件） 

第１３５条 系統連系技術要件には、法令及び送配電等業務指針のほか、電力

品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインその他の規程等を踏まえ、発

電設備等及び需要設備を系統と連系する際に必要となる内容を定めなければ

ならない。 

 

（送電系統への連系等に係わる技術要件の公表） 

第１３５条の２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、電力品質確保に係る系

統連系技術要件ガイドラインその他のルール等を踏まえ、送電系統への連系

等を行う発電設備等及び需要設備の設置者が満たすべき技術要件を明確に定

め、公表しなければならない。 

 

（本機関の系統アクセス業務等への協力） 

第１３６条 一般送配電事業者その他の電気供給事業者は、業務規程第１０３

条の規定により、本機関から系統アクセス業務に係る情報提供その他の協力

を求められた場合には、これに応じなければならない。 

２ 一般送配電事業者その他の電気供給事業者は、本機関の求めに応じ、系統

アクセス業務の質の向上を図るため、業務規程第１０１条に定める系統アク

セス業務の申込み受付、検討及び回答等に係る業務の改善策の検討に協力し

なければならない。 

 

（一般送配電事業者又は配電事業者以外の者が維持・運用する電力設備の工事
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が含まれる場合の特則） 

第１３７条 発電設備等又は需要設備の連系等に際し、一般送配電事業者又は

配電事業者以外の者が維持・運用する電力設備（以下この条において、需要

設備を含む。）の工事が含まれる場合の工事費負担金契約等の内容は、一般

送配電事業者及び配電事業者を含む関係者間の協議により定めるものとする。 

２ 前項の規定により定める工事費負担金契約等の内容は第１０３条及び第１

１８条と異なる定めをすることを妨げない。  
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第８章 需給状況の監視のための計画提出 

 

（託送供給契約者による計画の提出） 

第１３８条 託送供給契約者（配電事業者の供給区域において最終保障供給を

行うために配電事業者と託送供給契約を締結する一般送配電事業者を除く。）

は、一般送配電事業者の供給区域ごとに、別表８－１に定める需要計画、調

達計画及び販売計画（以下「需要調達計画等」という。）を、同表に定める提

出期限までに、本機関に提出しなければならない。 

２ 需要調達計画等には、次の各号に掲げる需要調達計画等ごとに、各号に定

める事項を記載するものとする。 

一 需要計画 合理的な予測に基づく需要の想定（需要者の需要抑制量の反映

を含む。） 

二 調達計画 需要計画に対応した供給力の確保の計画（調達先（翌日取引及

び時間前取引による調達を含む。以下同じ。）ごとに記載することを要し、

翌日計画以降は、調達先の販売計画及び卸電力取引所の約定結果と一致さ

せなければならない。ただし、事業者間で一般送配電事業者の供給区域を

跨いで行う電力調達に係る合意がある場合及び同一事業者により一般送配

電事業者の供給区域を跨いで行う電力調達がある場合には、週間計画以前

は、当該電力調達に係る調達分ごとの計画値とする。） 

三 販売計画 販売先の調達計画に対応して販売する計画（販売先（翌日取引

及び時間前取引による販売を含む。以下同じ。）ごとに記載することを要し、

翌日計画以降は、販売先の調達計画及び卸電力取引所の約定結果と一致さ

せなければならない。ただし、事業者間で一般送配電事業者の供給区域を

跨いで行う電力販売に係る合意がある場合及び同一事業者により一般送配

電事業者の供給区域を跨いで行う電力販売がある場合には、週間計画以前

は、当該電力販売に係る販売分ごとの計画値とする。） 

３ 託送供給契約者は、原則として、翌日計画以降においては、調達計画と販

売計画との差は需要計画と一致させなければならない。 

４ 複数の託送供給契約者（自己等への電気の供給を行う者を除く。以下この

項及び次項において同じ。）が、託送供給契約に関する一般送配電事業者又

は配電事業者との協議及び託送供給の実施に関する事項についての権限を特

定の託送供給契約者（以下「代表契約者」という。）に委任している場合にお

いては、第１項の規定にかかわらず、代表契約者が、当該複数の託送供給契

約者の需要調達計画等を取りまとめ、需要調達計画等を提出しなければなら

ない。 

５ 代表契約者は、需要調達計画等を取りまとめて提出する際には、前項の委
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任を受けた託送供給契約者ごとの需要調達計画等の内訳を記載しなければな

らない。 

 

別表８－１ 需要調達計画等の提出 

提出する 

計画 

年間計画 

（第１～ 

第２年度） 

月間計画 

（翌月、 

翌々月） 

週間計画 

（翌週、 

翌々週） 

翌々日計画 
翌日計画 

（※１） 

当日計画 

（※２） 

提出期限 
毎年 

１０月末日 
毎月１日 

毎週水曜日午

前１０時 

毎日 

午前１０時 

（※３） 

毎日 

午前１２時 

（※３） 

３０分ごとの

実需給の 

開始時刻の 

１時間前 

提 

出 

内 

容 

需要 

計画 

各月平休日

別の需要電

力の最大値

及び最小値 

各週平休日

別の需要電

力の最大値

及び最小値 

本機関が指

定する２点

の時刻の日

別の需要電

力 

３０分ごとの

需要電力量 

３０分ごとの

需要電力量 

３０分ごとの

需要電力量 

調達 

計画 

各月平休日別

の需要電力の

最大値及び最

小値発生時の

調達分の計画

値 

各週平休日別

の需要電力の

最大値及び最

小値発生時の

調達分の計画

値 

本機関が指定

する２点の時

刻の日別の調

達分の計画値 

３０分ごとの

調達分の計画

値 

３０分ごとの

調達分の計画

値 

３０分ごとの

調達分の計画

値 

販 売

計画 

各月平休日別

の需要電力の

最大値及び最

小値発生時の

販売分の計画

値 

各週平休日別

の需要電力の

最大値及び最

小値発生時の

販売分の計画

値 

本機関が指定

する２点の時

刻の日別の販

売分の計画値 

３０分ごとの

販売分の計画

値 

３０分ごとの

販売分の計画

値 

３０分ごとの

販売分の計画

値 

（※１）翌々日計画に変更が生じた場合に提出する。 

（※２）翌日計画に変更が生じた場合に提出する。 

（※３）提出日が休業日の場合も含む。 

 

（発電契約者並びに一般送配電事業者、配電事業者及び特定送配電事業者によ

る計画の提出） 

第１３９条 発電契約者、時間前取引により電気を販売している一般送配電事

業者及び配電事業者並びにＦＩＴ電源により発電された電気を調達している



72 

一般送配電事業者、配電事業者及び特定送配電事業者は、一般送配電事業者

の供給区域ごとに、別表８－２に定める発電計画、調達計画及び販売計画

（以下「発電販売計画等」という。）を、同表に定める提出期限までに、本機

関に提出しなければならない。ただし、配電事業者が計画その他の情報を提

出する場合においては、当該配電事業者が事業を行う一般送配電事業者の供

給区域ごとに、当該一般送配電事業者が提出する計画その他の情報とあわせ

て本機関に提出することができる。 

２ 発電販売計画等には、次の各号に掲げる発電販売計画等ごとに、各号に定

める事項を記載するものとする。 

一 発電計画 販売計画に対応した発電量調整供給契約で設定した単位ごと

の発電又は放電に関する計画（一般送配電事業者又は配電事業者が時間前取

引により販売する電気又は調達したＦＩＴ電源により発電された電気に係

る計画を含む。） 

二 販売計画 販売先の調達計画に対応して販売する計画（販売先ごとに記載

することを要し、翌日計画以降は、販売先の調達計画及び卸電力取引所の

約定結果と一致させなければならない。ただし、事業者間で一般送配電事

業者の供給区域を跨いで行う電力販売に係る合意がある場合及び同一事業

者により一般送配電事業者の供給区域を跨いで行う電力販売がある場合に

は、週間計画以前は、当該電力販売に係る販売分ごとの計画値とする。） 

三 調達計画 販売計画に対応した発電計画の不足分を調達する計画（調達先

ごとに記載することを要し、翌日計画以降は、調達先の販売計画及び卸電

力取引所の約定結果と一致させなければならない。ただし、事業者間で一

般送配電事業者の供給区域を跨いで行う電力調達に係る合意がある場合及

び同一事業者により一般送配電事業者の供給区域を跨いで行う電力調達が

ある場合には、週間計画以前は、当該電力調達に係る調達分ごとの計画値

とする。） 

３ 発電契約者、時間前取引により電気を販売している一般送配電事業者及び

配電事業者並びにＦＩＴ電源により発電された電気を調達している一般送配

電事業者、配電事業者及び特定送配電事業者は、原則として、翌日計画以降

においては、発電計画と調達計画の合計は販売計画と一致させなければなら

ない。 

４ 第２項第１号の規定にかかわらず、発電契約者は、次の各号に掲げる場合

において、発電地点別若しくは放電地点別又は発電設備等別ごとの発電又は

放電の内訳の記載を求められたときは、これを発電計画に記載しなければな

らない。 

一 一般送配電事業者又は配電事業者からの系統運用上の必要性に基づく要
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請があった場合 

二 本機関からの容量市場の運営上の必要性に基づく要請があった場合 

 

別表８－２ 発電販売計画等の提出 

提出する 

計画 

年間計画 

（第１～ 

第２年度） 

月間計画 

（翌月、 

翌々月） 

週間計画 

（翌週、 

翌々週） 

翌々日計画 
翌日計画 

（※１） 

当日計画 

（※２） 

提出期限 
毎年 

１０月末日 
毎月１日 

毎週水曜日午

前１０時 

毎日 

午前１０時 

（※３） 

毎日 

午前１２時

（※３） 

原則、３０分

ごとの実需給

の開始時刻の

１時間前 

提

出 

内

容 

発電 

計画 

各月平休日

別の販売計

画の最大値

及び最小値

発生時の供

給電力 

各週平休日

別の販売計

画の最大値

及び最小値

発生時の供

給電力 

本機関が指

定する２点

の時刻の日

別の供給電

力 

３０分ごとの

供給電力量 

３０分ごと

の供給電力

量 

３０分ごとの

供給電力量 

販売 

計画 

各月平休日

別の販売電

力の最大値

及び最小値 

各週平休日

別の販売電

力の最大値

及び最小値 

本機関が指定

する２点の時

刻の日別の販

売電力 

３０分ごとの

販売分の計画

値 

３０分ごとの

販売分の計画

値 

３０分ごとの

販売分の計画

値 

調達 

計画 

各月平休日

別の販売計

画の最大値

及び最小値

発生時の調

達分の計画

値 

各週平休日

別の販売計

画の最大値

及び最小値

発生時の調

達分の計画

値 

本機関が指定

する２点の時

刻の日別の調

達分の計画値 

３０分ごとの

調達分の計画

値 

３０分ごとの

調達分の計画

値 

３０分ごとの

調達分の計画

値 

（※１）翌々日計画に変更が生じた場合に提出する。 

（※２）翌日計画に変更が生じた場合に提出する。 

（※３）提出日が休業日の場合も含む。 

 

（需要抑制契約者による計画の提出） 

第１３９条の２ 需要抑制契約者は、一般送配電事業者の供給区域ごとに、別

表８－３に定める需要抑制計画、調達計画、販売計画及びベースライン（以

下「需要抑制計画等」という。）を、同表に定める提出期限までに、本機関に
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提出しなければならない。 

２ 需要抑制計画等には、次の各号に掲げる需要抑制計画等ごとに、各号に定

める事項を記載するものとする。 

一 需要抑制計画 販売計画に対応した需要抑制量調整供給契約で設定した

単位ごとの需要抑制量に関する計画 

二 販売計画 販売先の調達計画に対応して販売する計画（販売先ごとに記載

することを要し、翌日計画以降は、販売先の調達計画及び卸電力取引所の

約定結果と一致させなければならない。ただし、事業者間で一般送配電事

業者の供給区域を跨いで行う電力販売に係る合意がある場合及び同一事業

者により一般送配電事業者の供給区域を跨いで行う電力販売がある場合に

は、週間計画以前は、当該電力販売に係る販売分ごとの計画値とする。） 

三 調達計画 調達先の販売計画に対応して調達する計画（調達先ごとに記載

することを要し、翌日計画以降は、調達先の販売計画及び卸電力取引所の

約定結果と一致させなければならない。ただし、事業者間で一般送配電事

業者の供給区域を跨いで行う電力調達に係る合意がある場合及び同一事業

者により一般送配電事業者の供給区域を跨いで行う電力調達がある場合に

は、週間計画以前は、当該電力調達に係る調達分ごとの計画値とする。） 

四 ベースライン 需要抑制量調整供給を行う場合の基準となる電力量の計

画値 

３ 需要抑制契約者は、原則として、翌日計画以降においては、調達計画は販

売計画と一致させなければならない。 

 

別表８－３ 需要抑制計画等の提出 

提出する 

計画 

年間計画 

（第１～ 

第２年度） 

月間計画 

（翌月、 

翌々月） 

週間計画 

（翌週、 

翌々週） 

翌々日計画 
翌日計画 

（※１） 

当日計画 

（※２） 

提出期限 
毎年 

１０月末日 
毎月１日 

毎週水曜日午

前１０時 

毎日 

午前１０時 

（※３） 

毎日 

午前１２時

（※３） 

原則、３０分

ごとの実需給

の開始時刻の

１時間前 

提

出 

内

容 

需要 

抑制 

計画 

各月平休日

別の需要抑

制計画の最

大値及び最

小値発生時

の需要抑制

各週平休日

別の需要抑

制計画の最

大値及び最

小値発生時

の需要抑制

本機関が指

定する２点

の時刻の日

別の需要抑

制電力 

３０分ごとの

需要抑制電力

量 

３０分ごと

の需要抑制

電力量 

３０分ごとの

需要抑制電力

量 
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電力 電力 

販売 

計画 

各月平休日別

の販売電力の

最大値及び最

小値 

各週平休日別

の販売電力の

最大値及び最

小値 

本機関が指定

する２点の時

刻の日別の販

売電力 

３０分ごとの

販売分の計画

値 

３０分ごとの

販売分の計画

値 

３０分ごとの

販売分の計画

値 

調達 

計画 

各月平休日別

の販売計画の

最大値及び最

小値発生時の

調達分の計画

値 

各週平休日別

の販売計画の

最大値及び最

小値発生時の

調達分の計画

値 

本機関が指定

する２点の時

刻の日別の調

達分の計画値 

３０分ごとの

調達分の計画

値 

３０分ごとの

調達分の計画

値 

３０分ごとの

調達分の計画

値 

ベ ー

ス ラ

イン 

－ － － 

３０分ごとの

計画値 

３０分ごとの

計画値 

３０分ごとの

計画値 

（※１）翌々日計画に変更が生じた場合に提出する。 

（※２）翌日計画に変更が生じた場合に提出する。 

（※３）提出日が休業日の場合も含む。 

 

（再生可能エネルギーの発電計画に関する特例措置） 

第１４０条 再生可能エネルギー電気特措法第１７条第１項第２号に定める方

法で再生可能エネルギー電気卸供給約款により供給を受ける小売電気事業者

等の発電計画（この条においては全て翌日計画を指す。）の計画値の通知若し

くは確認を受けることを希望する発電契約者（ただし、一般送配電事業又は

配電事業の許可を受けていない発電契約者にあっては、一般送配電事業者又

は配電事業者との間でその旨の発電量調整契約を締結した者に限る。以下

「特例契約者」という。）又は電気事業者による再生可能エネルギー電気の調

達に関する特別措置法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第５９号）に

よる改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別

措置法（平成２３年法律第１０８号）第２条第５項に規定する特定契約を締結

している小売電気事業者等であって、その特定契約に基づき受電する電気に

係る発電計画の計画値の通知若しくは確認を受けることを希望する発電契約
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者（ただし、一般送配電事業又は配電事業の許可を受けていない発電契約者

にあっては、一般送配電事業者又は配電事業者との間でその旨の発電量調整

契約を締結した者に限る。以下「旧特例契約者」という。）は、次の各号に掲

げる手順に従って、計画値の通知又は確認を受けることを希望した発電計画

（以下「特例発電計画」という。）を一般送配電事業者の供給区域ごとに作成

する。なお、週間計画以前の計画については、小売電気事業者等自らが作成

するものとする。 

一 太陽光電源又は風力電源の場合 

ア 特例契約者及び旧特例契約者（以下「特例契約者等」という。）は、実需

給日の前々日１２時までに、特例発電計画の様式を作成する。 

イ 一般送配電事業者及び配電事業者は、この号アの規定により特例契約者

等が作成した様式に、実需給日の前々日１６時までに、特例発電計画に係

る太陽光電源又は風力電源の発電計画の値を入力する。また、実需給日の

前日６時までに、入力した値について見直し、再入力する。ただし、配電

事業者が発電計画の値を入力する場合においては、当該配電事業者が事業

を行う一般送配電事業者の供給区域ごとに、当該一般送配電事業者が入力

することができる。 

二 水力電源、地熱電源又はバイオマス電源の場合 

ア 特例契約者等は、実需給日の前々日１２時までに、特例発電計画に係る

水力電源、地熱電源又はバイオマス電源の発電計画を作成する。 

イ 一般送配電事業者及び配電事業者は、実需給日の前々日１６時までに、

この号アの特例発電計画の妥当性を確認する。ただし、配電事業者が妥当

性を確認する場合においては、当該配電事業者が事業を行う一般送配電事

業者の供給区域ごとに、当該一般送配電事業者が妥当性を確認することが

できる。 

２ 特例契約者等は、前項各号の規定により一般送配電事業者又は配電事業者

が入力し、又は特例契約者等が作成し一般送配電事業者又は配電事業者がそ

の妥当性を確認した発電計画の内容に従って、実需給日の前日１２時までに

発電販売計画等を本機関に提出しなければならない。 

３ 一般送配電事業者及び配電事業者は、第１項第１号イの特例発電計画の想

定方法について、あらかじめ定め公表するとともに、当該方法により想定し

た実績を定期的に取りまとめて公表するものとする。 

 

（一般送配電事業者及び配電事業者による計画等の提出） 

第１４１条 一般送配電事業者及び配電事業者は、次の各号（配電事業者にあ

っては、第２号を除く。）に掲げる計画その他の情報を、同号に掲げる期限
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までに、本機関に提出しなければならない。ただし、配電事業者が計画その

他の情報を提出する場合においては、当該配電事業者が事業を行う一般送配

電事業者の供給区域ごとに、当該一般送配電事業者が提出する計画その他の

情報とあわせて本機関に提出することができる。 

一 別表８－４に定める供給区域の需要及び供給力並びに調整力に関する計

画 別表８－４に定める提出期限 

二 一般送配電事業者の中央給電指令所が常時監視している周波数、需要、

調整力、予備力、発電設備等、広域連系系統その他の情報 常時 

三 供給区域における発電契約者の発電実績及び放電実績、一般送配電事業

者、配電事業者及び特定送配電事業者のＦＩＴ電源により発電された電気

の調達実績並びに託送供給契約者の需要実績 供給月の２か月後（ただし、

当該期限にかかわらず、概算値については、速やかに提出しなければなら

ない。） 

 

別表８－４ 供給区域の需要及び供給力並びに調整力に関する計画の提出 

提出する 

計画 

年間計画 

（第１～ 

第２年度） 

月間計画 

（翌月、 

翌々月） 

週間計画 

（翌週、 

翌々週） 

翌々日計画 翌日計画 当日計画 

提出期限 
毎年 

３月２５日 
毎月２５日 毎週木曜日 

毎日 

１７時３０分 

（※１） 

毎日 

１７時３０分

（※１） 

３０分ごとの

実需給の開始

時刻の１時間

前 

提

出

内

容 

供給 

区域 

需要 

電力 

各月平休日別

の需要電力の

最大値及び最

小値 

各週平休日別

の需要電力の

最大値及び最

小値 

本機関が指定

する２点の時

刻の日別の需

要電力 

３０分ごとの

需要電力量 

３０分ごとの

需要電力量 

３０分ごとの

需要電力量 

供給 

区域 

供給 

電力 

需要電力に対

する供給電力 

需要電力に対

する供給電力 

需要電力に対

する供給電力 

需要電力に対

する供給電力 

需要電力に対

する供給電力 

需要電力に対

する供給電力 

供給 

区域 

予備

力 

需要電力に対

する予備力 

需要電力に対

する予備力 

需要電力に対

する予備力 

需要電力に対

する予備力 

需要電力に対

する予備力 

需要電力に対

する予備力 
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（※１）提出日が休業日の場合も含む。 

 

（特定送配電事業者による情報提出） 

第１４２条 特定送配電事業者（一般送配電事業者又は配電事業者と託送供給

契約を締結していない登録特定送配電事業者を含む。以下この条において同

じ。）は、供給計画のほか、本機関が必要と認めるときは、供給地点の需要

及び供給力に関する資料を提出しなければならない。 

２ 特定送配電事業者は、前項の規定により提出した資料に変更がある場合は、

都度、変更した資料を本機関に提出しなければならない。 

 

（追加資料の提出） 

第１４３条 一般送配電事業者及び配電事業者は、次の各号に掲げる場合にお

いて、より詳細な検討を行う必要があるときは、理由を説明した上で、託送

供給契約者、発電契約者及び需要抑制契約者に対し、当該計画に関するより

詳細な断面の需要調達計画等、発電販売計画等その他必要な資料の提出を求

めることができる。 

一 供給区域における潮流の状況を予測する場合 

二 供給区域の需給状況を把握する場合 

三 その他供給区域の電力系統の適切な監視に必要な場合 

２ 託送供給契約者、発電契約者及び需要抑制契約者は、業務規程第１１０条

又は前項の規定により、本機関、一般送配電事業者又は配電事業者から提出

した計画その他の情報に対して、追加の資料の提出を求められた場合には、

速やかにこれに応じなければならない。 

 

（計画の変更） 

第１４４条 託送供給契約者、発電契約者又は需要抑制契約者は、需要調達計

画等、発電販売計画等又は需要抑制計画等に変更が生じた場合（本機関が業

務規程第１０９条の規定により計画値を変更したことに伴い必要となる変更

を含む。）、速やかに変更後の計画を本機関に提出しなければならない。 

供給 

区域 

調整

力 

－ 

需要電力に対

する調整力必

要量（上げ）、

調整力確保量

（上げ）及び

調整力確保量

（下げ） 

需要電力に対

する調整力必

要量（上げ）、

調整力確保量

（上げ）及び

調整力確保量

（下げ） 

需要電力に対

する調整力必

要量（上げ）、

調整力確保量

（上げ）及び

調整力確保量

（下げ） 

需要電力に対

する調整力必

要量（上げ）、

調整力確保量

（上げ）及び

調整力確保量

（下げ） 

需要電力に対

する調整力必

要量（上げ）、

調整力確保量

（上げ）及び

調整力確保量

（下げ） 
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２ 発電契約者は、別表８－２の翌日計画又は当日計画を変更する場合には、

本機関、一般送配電事業者及び配電事業者と事前の協議により確認できてい

る場合に限り、関係する発電設備等の設置者を通じて、変更後の発電販売計

画等を本機関に提出することができる。 

 

第１４５条 削除 
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第９章 需給状況の悪化時の指示等 

 

（需給状況の改善のための本機関の指示等） 

第１４６条 電気供給事業者は、本機関の指示又は要請を受けた場合には、正

当な理由がある場合を除き、速やかにこれに応じ、需給状況の改善に協力し

なければならない。 

 

（本機関の指示又は要請に基づく精算） 

第１４７条 業務規程第１１１条の規定による指示又は要請を受けた電気供給

事業者は、業務規程第１２３条第１項及び第２項に定める協議において、本

機関の指示又は要請に基づいて電気の供給、電気工作物の貸渡等を行った電

気供給事業者の費用負担を勘案し、原則として、当該事業者に不利益が生じ

ない合理的な額による精算を行う。 

 

（本機関の指示に基づく取引価格の公表） 

第１４８条 一般送配電事業者は、緊急的な供給力の不足分を調達するため、

本機関の指示に基づき、一般送配電事業者間において電力融通を行う場合の

精算の基礎となる取引価格等をあらかじめ公表しなければならない。 

 

（本機関の指示又は要請を受けた会員その他の電気供給事業者の託送利用に関

する契約） 

第１４９条 一般送配電事業者その他の電気供給事業者（送電事業者を除く。）

は、本機関の指示又は要請に基づく電気の供給に伴う託送供給を行うため、

託送供給の実施前又は緊急時やむを得ない場合は託送供給の実施後、速やか

に託送供給の条件等を定めた契約を締結するものとする。 
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第１０章 一般送配電事業者及び配電事業者の系統運用等 

 

第１節 電力系統の運用 

 

（系統運用業務） 

第１５０条 一般送配電事業者及び配電事業者は、人身の安全、設備の保全、

電力系統の安定性等を確保し、電力品質を維持するため、電力系統の運用

（以下「系統運用」という。）に関する業務を行う。 

２ 電気供給事業者は、前項の系統運用に関する業務が円滑に行われるよう、

相互に協力しなければならない。 

 

（系統運用上の系統構成の決定） 

第１５１条 一般送配電事業者及び配電事業者は、次の各号に掲げる事項を実

現できるよう、系統構成を決定する。 

一 電圧の維持 

二 停電の抑制又は防止 

三 送電損失の軽減 

四 系統運用に関する業務の円滑な実施 

五 電力設備の故障箇所の確実な遮断及び故障時の異常電圧等の発生防止 

 

（電力系統の監視） 

第１５２条 一般送配電事業者及び配電事業者は、自らの供給区域における電

力系統に関し、次の各号に掲げる事項を監視する。 

一 周波数及び電圧の状況 

二 供給区域の需給状況 

三 小売電気事業者の需要及び供給力の確保に関する状況 

四 発電事業者の発電量及び放電量並びに発電余力及び放電余力に関する状

況 

五 特定卸供給事業者の電気の供給量及び供給余力に関する状況 

六 電力設備の運転状況 

七 流通設備に流れる潮流の状況 

八 その他電力系統を安定的に運用するために必要な事項 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、小売電気事業者等が、法第２条の１

２第１項に規定する必要な供給力（法第２７条の２６第２項において準用す

る場合を含む。）を確保していないと認められる場合、当該小売電気事業者

等に対して、供給力を確保するよう要請することができる。 
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３ 一般送配電事業者及び配電事業者は、託送供給契約者、発電契約者及び需

要抑制契約者の同時同量の逸脱が供給区域の需給状況の悪化の大きな要因と

なっている場合、同時同量の逸脱が頻繁に発生する場合その他供給区域の系

統運用上、重大な影響を及ぼす場合は、当該託送供給契約者、発電契約者及

び需要抑制契約者に対して、同時同量を遵守するよう要請することができる。 

４ 一般送配電事業者及び配電事業者は、前２項に掲げる場合は、速やかに本

機関に報告するものとする。 

 

（潮流調整） 

第１５３条 一般送配電事業者及び配電事業者は、次の各号に掲げる方法によ

り、流通設備に流れる潮流を、運用容量の範囲内で、電力系統の安定性を確

保できる適切な値に調整するよう努める（以下「潮流調整」という。）。 

一 開閉装置の操作による系統構成の変更 

二 一般送配電事業者及び配電事業者が調整力としてあらかじめ確保する発

電設備等の出力の調整等（発電設備等の起動又は停止を含む。以下同じ。） 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、流通設備の作業停止等を行う場合に

おいて、流通設備（ただし、連系線は除く。）に混雑が発生する場合は、前項

の発電設備等並びに一般送配電事業者及び配電事業者が調整力としてあらか

じめ確保していない発電設備等の発電計画等提出者間の公平性を確保しつつ、

潮流調整効果の高い発電設備等の出力の調整等を行う。 

 

（平常時において混雑が発生する場合の措置） 

第１５３条の２ 流通設備（連系線、配電用変圧器及び配電設備を除く。）に平

常時において混雑が発生する場合、一般送配電事業者及び配電事業者は、原

則として前条第１項の方法に次いで、一般送配電事業者及び配電事業者が調

整力としてあらかじめ確保していない発電設備等について次の各号の順位に

従って同号に掲げる措置を講じる。 

一 平常時において混雑が発生する場合の出力抑制を前提に連系等を行った

火力電源等の発電設備（混焼バイオマス電源及び揚水発電設備を含む。）の

出力抑制等 

二 平常時において混雑が発生する場合の出力抑制を前提に連系等を行った

蓄電設備の放電抑制 

三 平常時において混雑が発生する場合の出力抑制を前提とせずに連系等を

行った火力電源等の発電設備（ＦＩＴ電源を除く混焼バイオマス電源、及び

揚水発電設備を含む。）の出力抑制等 

四 平常時において混雑が発生する場合の出力抑制を前提とせずに連系等を
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行った蓄電設備の放電抑制 

五 平常時において混雑が発生する場合の出力抑制を前提に連系等を行った

専焼バイオマス電源及び地域資源バイオマス電源（出力制御が困難なものを

除く。）の出力抑制 

六 平常時において混雑が発生する場合の出力抑制を前提に連系等を行った

自然変動電源の出力抑制 

七 平常時において混雑が発生する場合の出力抑制を前提に連系等を行った

地域資源バイオマス電源（出力制御困難なもの）及び長期固定電源の出力抑

制 

 

（自然変動電源の出力抑制を行った場合の検証） 

第１５３条の３ 一般送配電事業者及び配電事業者は、前条第１項第６号に定

める自然変動電源の出力抑制を行った場合、本機関に対し、第１号から第３

号までに掲げる事項を記載した資料を速やかに提出しなければならない。 

一 出力抑制の指令を行った時点で予想した混雑が発生する流通設備（連系線、

配電用変圧器及び配電設備を除く。）の潮流状況 

二 一般送配電事業者及び配電事業者が講じた前条の措置の具体的内容 

三 前条第１項第６号に定める措置を行う必要性 

 

（電力系統に異常発生が予想されるときの事前措置） 

第１５４条 一般送配電事業者及び配電事業者は、台風、暴風雪等によって、

供給区域の電力系統において停電等の異常が発生するおそれがあると判断し

た場合には、必要に応じて、次の各号に掲げる対策を実施し、異常の発生に

備えた態勢を整備する。 

一 台風、暴風雪等の災害に対応する社内態勢の整備 

二 台風、暴風雪等の災害における電気供給事業者との間の通信手段及び連

絡手段の確保 

三 電力系統に異常が発生した場合又は通信若しくは連絡が不能となった場

合の対応に関する電気供給事業者との協議 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、前項に定める場合において、電力系

統の異常の発生を抑制又は防止するため、必要に応じて、次の各号に掲げる

措置を講じる。 

一 電力系統の分離に備えた潮流調整 

二 系統構成の変更 

三 電力設備の作業停止の中止 

四 電力系統の安定性や電力品質への悪影響を防止するための流通設備の停
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止 

五 一般送配電事業者及び配電事業者が調整力としてあらかじめ確保する発

電設備等の出力の調整 

六 送電損失の低減又は電圧の調整等のために、一時的に停止している流通

設備の運転 

３ 一般送配電事業者及び配電事業者は、前項の措置が電気供給事業者の発電

設備等の運転や電気の供給に制約を与える場合は、事前又は事後速やかに、

電気供給事業者に当該措置の内容について連絡する。 

４ 一般送配電事業者及び配電事業者は、第２項の措置を講じる場合において、

広域連系系統の運用又は供給区域の需給バランスに重大な影響を与える場合

には、本機関に対し、事前又は事後速やかに当該措置を講じる旨を報告する

ものとする。 

 

（電力系統の異常発生時の措置） 

第１５５条 一般送配電事業者及び配電事業者は、供給区域の電力系統におい

て停電等の異常が発生した場合は、必要により次の各号に掲げる措置を講じ、

電力系統の異常を解消するよう努める（以下「電力系統の復旧」という。）。 

一 系統構成の変更 

二 一般送配電事業者及び配電事業者が調整力としてあらかじめ確保する発

電設備等の出力の調整 

三 発電設備等（前号の発電設備等を除く。）の出力の調整の給電指令 

四 電力設備の緊急停止（人身の安全を損なうおそれがある場合又は電力設備

の故障の発生若しくは拡大のおそれがある場合に限る。） 

五 その他電力系統の復旧のために必要な措置 

 

（電力系統の異常発生時の発電設備等の出力の調整） 

第１５６条 一般送配電事業者及び配電事業者は、前条第３号の発電設備等の

出力の調整を行う場合には、発電設備等の出力変化速度、調整容量等を考慮

して、電力系統の復旧に最も適切と考えられる発電設備等を出力の調整の対

象とする。 

 

（電力系統の異常発生時の供給区域の需要の抑制又は遮断） 

第１５７条 一般送配電事業者及び配電事業者は、第１５５条に定める方法で

は電力系統の異常が解消できない場合は、供給区域の需要を抑制又は遮断す

ることができる。 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、供給区域の需要の抑制又は遮断に当
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たっては、社会的影響を考慮するとともに、電気事業者及び需要者間の公平

性に配慮する。 

 

（電力設備の異常発生時の電気供給事業者の措置） 

第１５８条 一般送配電事業者又は配電事業者を除く電気供給事業者は、自己

が保有又は運転する電力設備を正常に運転することが困難となり、電力系統

の安定性や電力品質の維持に影響を及ぼすことが予想される場合は、速やか

にその状況を一般送配電事業者又は配電事業者に連絡し、協議の上で必要な

措置を講じる。ただし、一般送配電事業者又は配電事業者との間で当該電気

供給事業者が講じるべき措置を事前に合意している場合は、当該措置を講じ

た上で、一般送配電事業者又は配電事業者へ連絡する。 

２ 一般送配電事業者又は配電事業者を除く電気供給事業者は、人身の安全を

損なうおそれがある場合又は電力設備の故障の発生若しくは拡大のおそれが

ある場合には、自己が保有又は運転する電力設備を緊急停止することができ

る。 

３ 一般送配電事業者又は配電事業者を除く電気供給事業者は、前各項の措置

を講じた場合は、電力系統に発生した電力系統の異常の状況及び措置の結果

を速やかに一般送配電事業者又は配電事業者に連絡する。 

 

第２節 周波数の調整 

 

（周波数の維持） 

第１５９条 一般送配電事業者及び配電事業者は、法第２６条第１項に規定す

る周波数を維持するために必要な調整力を確保の上、需要に応じた電気の供

給量を調整し、周波数を維持するよう努める（以下「周波数調整」という。）。 

 

（周波数調整の方法） 

第１６０条 一般送配電事業者及び配電事業者は、調整力を使用することによ

り、周波数調整を行う。 

 

（短周期広域周波数調整のための利用枠確保の要請） 

第１６１条 一般送配電事業者は、翌日の一般送配電事業者の供給区域の短周

期調整力が不足し又は短周期調整力の不足するおそれがある場合には、実需

給日の前日１２時以降において、本機関に対して、短周期広域周波数調整の

ための連系線の利用枠の確保を要請しなければならない。 

２ 一般送配電事業者は、前項の要請を行う場合には、必要と見込まれる連系
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線の利用枠を通知する。 

 

（実需給当日の短周期広域周波数調整の実施の手順） 

第１６２条 前条第１項の要請を行った一般送配電事業者は、本機関から短周

期広域周波数調整の利用枠の設定を受けた場合には、実需給当日において、

当日の短周期調整力の状況を考慮の上、短周期広域周波数調整の要否及び必

要となる利用枠を本機関に通知する。 

２ 本機関から最終決定された連系線の利用枠の通知を受けた一般送配電事業

者は、当該利用枠の範囲内において、短周期広域周波数調整を実施する。 

 

（短周期広域周波数調整のための協力） 

第１６３条 一般送配電事業者及び配電事業者は、本機関より、短周期調整力

が不足又は短周期調整力が不足するおそれのある一般送配電事業者に対する

協力可能な短周期調整力の調整量及び時間の算出の依頼を受けた場合には、

速やかに算出結果を本機関に通知しなければならない。 

 

（短周期広域周波数調整の実施により授受する金額） 

第１６４条 短周期広域周波数調整を実施した場合において、関係する一般送

配電事業者及び配電事業者が支払い、又は受領すべき金額その他に係る事項

は、接続対象計画差対応補給電力料金等に基づき、当事者間の協議により決

定する。 

 

（異常時の周波数調整） 

第１６５条 一般送配電事業者及び配電事業者は、電力設備の故障、需要の急

増又は急減その他想定外の事情によって、周波数が大幅に変動し、周波数の

維持が困難な状態が継続する場合又は継続するおそれがある場合は（以下「周

波数異常時」という。）、必要に応じ、第１６０条及び第１６２条に定める周

波数調整のほか、次の各号に掲げる措置を講じる。 

一 一般送配電事業者及び配電事業者が調整力としてあらかじめ確保する発

電設備等の緊急停止（揚水発電設備の揚水運転の緊急停止を含む。以下この

条において同じ。） 

二 発電設備等（前号の発電設備等を除く。）の出力の調整（発電設備等の緊

急停止を含む。）の給電指令 

三 連系線を用いた緊急的な電力の受給（交直変換設備における自動的に電力

を受給する装置（緊急融通制御装置（ＥＰＰＳ）等）を利用した電力の受給

を含む。） 
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（周波数異常時の発電設備等の出力の調整） 

第１６６条 一般送配電事業者及び配電事業者は、前条第２号の発電設備等の

出力の調整を行う場合には、発電設備等の出力変化速度、調整容量等を考慮

して、周波数の維持又は回復に適切と考えられる発電設備等を出力の調整の

対象とする。 

 

（周波数異常時の供給区域の需要の抑制又は遮断） 

第１６７条 一般送配電事業者及び配電事業者は、周波数が大幅に低下した周

波数異常時において、第１６５条に定める周波数調整を行ったにもかかわら

ず、周波数を維持又は回復できない場合には、供給区域の需要を抑制又は遮

断することができる。ただし、同条に定める周波数調整では周波数を維持又

は回復することができないと考えられる緊急の場合には、同条に定める周波

数調整を行わずに、供給区域の需要を抑制又は遮断できる。 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、供給区域の需要の抑制又は遮断に当

たっては、社会的影響を考慮するとともに、電気事業者及び需要者間の公平

性に配慮する。 

 

（連系線の遮断による電力系統の分離） 

第１６８条 一般送配電事業者は、極めて大幅な周波数の低下又は上昇が発生

し、発電設備等の連鎖的な解列が発生するおそれがある場合には、連系線を

遮断し、電力系統を分離することができる。 

２ 一般送配電事業者は、連系線の遮断により電力系統を分離した場合、必要

に応じ、当該連系線を利用した振替供給に係わる電気供給事業者に対して、

発電設備等の出力を抑制又は停止するよう給電指令を行う。 

３ 一般送配電事業者は、第１項の措置を行った場合、本機関に対し、速やか

に当該措置を行った事実及び当該措置を講じた理由を報告する。 

 

第３節 上げ調整力不足時の措置 

 

（上げ調整力の活用） 

第１６９条 一般送配電事業者及び配電事業者は、電力設備の故障、需要予測

又は発電予測の誤差等によって、供給区域の需要に対する電気の供給が不足

すると見込まれる場合には、一般送配電事業者及び配電事業者が調整力とし

てあらかじめ確保する発電設備等の活用により、供給力を確保するための措

置を講じる。 
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（予備力の増加） 

第１７０条 一般送配電事業者及び配電事業者は、前条の措置を講じても上げ

調整力不足又は上げ調整力不足の発生するおそれがあると判断した場合は、

次の各号に掲げる方法により、供給区域の予備力を増加させるよう努める。 

一 発電設備等の出力抑制を伴う電力設備の作業の中止 

二 火力発電設備の定格出力を超える運転の準備（ただし、一般送配電事業者

又は配電事業者が発電設備を保有する事業者と事前に合意した場合に限

る。） 

三 一般送配電事業者及び配電事業者が調整力としてあらかじめ確保してい

ない発電設備等の活用その他速やかに供給区域の供給力を増加することが

できる方法 

 

（需給ひっ迫等を解消するための本機関に対する指示の要請） 

第１７１条 一般送配電事業者は、供給区域の需給ひっ迫又は需給ひっ迫のお

それを解消するために必要がある場合は、本機関に対し、別表８－１の翌日

計画提出期限の後に、本機関の指示を要請することができる。 

 

（供給力が不足する場合の需要の抑制又は遮断） 

第１７２条 一般送配電事業者及び配電事業者は、前２条の措置を行ってもな

お自己の供給区域の需給ひっ迫を解消できないときは、需要の抑制又は遮断

を行うことができる。ただし、緊急やむを得ない場合は、前２条の措置を講

じることなく、需要の抑制又は遮断を行うことができる。 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、前項の措置を行うに当たり、社会的

影響を考慮するとともに、電気事業者及び需要者間の公平性に配慮する。 

３ 一般送配電事業者及び配電事業者は、第１項の措置を行ったときは、遅滞

なく、当該措置の対象となった電気事業者及び需要者に対して当該措置を講

じた理由を説明する。 

 

第４節 下げ調整力不足時の措置 

 

（下げ調整力の活用） 

第１７３条 一般送配電事業者及び配電事業者は、電力設備の故障、需要予測

又は発電予測の誤差等によって、供給区域の需要に対する電気の供給が余剰

になると見込まれる場合は、一般送配電事業者及び配電事業者が調整力とし

てあらかじめ確保する発電設備等について次の各号に掲げる措置を講じる。 
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一 発電設備等の出力抑制 

二 揚水発電設備の揚水運転 

三 需給バランス改善用の蓄電設備の充電 

 

（下げ調整力が不足する場合の措置） 

第１７４条 一般送配電事業者は、前条の措置を講じても一般送配電事業者の

供給区域の電気の余剰を解消できず、下げ調整力不足又は下げ調整力不足の

発生するおそれがあると判断した場合には、次の各号の順位に従って同号に

掲げる措置を講じる。 

一 一般送配電事業者及び配電事業者が調整力としてあらかじめ確保してい

ない発電設備等について次のアからウまでに掲げる方法（第３号から第５号

まで及び第７号に掲げる方法を除く。） 

ア 火力電源等（出力制御が困難な電源及び下げ調整力不足の解消への効果

が低い電源は除く。以下同じ。）の発電設備等の出力抑制 

イ 揚水発電設備の揚水運転 

ウ 需給バランス改善用の蓄電設備の充電 

二 長周期広域周波数調整 

三 バイオマスの専焼電源（ただし、次号の地域資源バイオマス電源を除く。

以下同じ。）の出力抑制 

四 地域資源バイオマス電源の出力抑制 

五 自然変動電源の出力抑制 

六 業務規程第１１１条に定める本機関の指示に基づく措置 

七 長期固定電源の出力抑制 

２ 一般送配電事業者は、前項各号の措置の実施に要する時間等を考慮した上

で、配電事業者及び関係する電気供給事業者に対し、実施に必要となる要請

又は指令を行う。 

 

（下げ調整力が不足する供給区域以外の一般送配電事業者の措置） 

第１７４条の２ 前条第１項に規定する一般送配電事業者が前条第１項第２号

又は第６号の措置を講じるにあたり、前条第１項に規定する一般送配電事業

者以外の一般送配電事業者は、当該措置により供給を受ける電気の量に基づ

き、必要に応じて、前条第１項に規定する一般送配電事業者が第１７３条及

び前条に基づき講じた措置（前条第１項第６号の措置を講じる場合は、同項

第２号の措置を除く。）を講じる。 

 

（出力抑制又は揚水運転の実施に係る事前協議） 
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第１７５条 一般送配電事業者及び配電事業者は、第１７４条第１項第１号及

び第２号に掲げる下げ調整力不足を回避するための措置の要請の対象として

選定された発電設備等に係る発電契約者又は当該発電設備等を保有する発電

設備等設置者（以下この節において「発電契約者等」という。）とあらかじめ

出力抑制又は揚水運転に係る料金その他の条件について、合意しなければな

らない。 

 

（緊急時の出力抑制） 

第１７６条 一般送配電事業者及び配電事業者は、需要の急激な減少、急激な

出水等が生じたことにより緊急時の必要が認められる場合には、第１７４条

第１項の順位にかかわらず、給電指令による出力抑制を行うことができる。 

 

（長周期広域周波数調整のための電力量及び時間の調整） 

第１７７条 一般送配電事業者は、翌日の一般送配電事業者の供給区域の下げ

調整力不足又は下げ調整力の不足するおそれがある場合には、実需給日の前

日１２時以降において、本機関に対して、第１７４条第１項第２号に規定す

る長周期広域周波数調整のための電力量及び時間の調整を要請することがで

きる。 

２ 一般送配電事業者は、前項の要請を行う場合には、必要と見込まれる電力

量及び時間を本機関に通知しなければならない。 

 

（実需給当日の長周期広域周波数調整の実施の手順） 

第１７８条 前条第１項の要請を行った一般送配電事業者は、業務規程第１３

２条の規定により、本機関により仮決定された長周期広域周波数調整のため

の電力量及び時間の通知を受けた場合には、実需給当日の需給バランスに基

づき、長周期広域周波数調整の要否を検討する。 

２ 前項の一般送配電事業者は、第１７４条第１項第３号から第５号までの出

力抑制に必要な時間を考慮の上、原則として、ゲートクローズ後、前項の長

周期広域周波数調整の要否を判断し、長周期広域周波数調整が必要である場

合には、必要となる電力量及び時間を本機関に通知する。 

３ 前項の通知に基づき本機関から最終決定された長周期広域周波数調整のた

めの電力量及び時間の通知を受けた一般送配電事業者は、その内容に基づき、

長周期広域周波数調整を実施する。 

 

（長周期広域周波数調整のための協力） 

第１７９条 一般送配電事業者及び配電事業者は、本機関より、下げ調整力が



91 

不足又は下げ調整力が不足するおそれのある一般送配電事業者に対する協力

可能な電力量及び時間の算出の依頼を受けた場合には、原則として、実需給

日の前日１６時までに、算出結果を本機関に通知しなければならない。 

 

（下げ調整力不足時の出力抑制により授受する金額） 

第１８０条 第１７４条第１項に掲げる措置を実施した場合において、関係す

る事業者が支払い、又は受領すべき金額その他に係る事項は、第１７５条に

掲げる当事者間の協議により決定する場合を除き、託送供給等約款を基に、

当事者間の協議により決定する。 

 

（長周期広域周波数調整を行った場合の一般送配電事業者間の精算） 

第１８１条 長周期広域周波数調整を実施した場合において、関係する一般送

配電事業者及び配電事業者が支払い、又は受領すべき金額その他に係る事項

は、接続対象計画差対応補給電力料金等を基に、当事者間の協議により決定

する。 

 

（下げ代不足を解消するための本機関に対する指示の要請） 

第１８２条 一般送配電事業者は、供給区域の下げ代不足又は下げ代不足のお

それを解消するために必要がある場合は、本機関に対し、業務規程第１１１

条に定める指示を行うよう要請することができる。 

 

（自然変動電源の出力抑制を行った場合の検証） 

第１８３条 一般送配電事業者及び配電事業者は、第１７４条第１項第５号に

定める自然変動電源の出力抑制を行った場合、本機関に対し、第１号から第

３号までに掲げる事項は速やかに、第４号に掲げる事項は翌年度４月末日ま

でに説明を行うとともに、その裏付けとなる資料を提出しなければならない。 

一 自然変動電源の出力抑制に関する指令を行った時点で予想した供給区域

の需給状況 

二 一般送配電事業者又は配電事業者が講じた第１７３条の措置の具体的内

容 

三 第１７４条第１項第５号に定める措置を行う必要性 

四 第１７４条第１項第５号に定める措置を実施するために、あらかじめ定

められた手続きに沿って年間を通じて行った出力抑制の具体的内容 

 

（発電契約者等に対する出力制御等を行った場合の説明） 

第１８４条 一般送配電事業者及び配電事業者は、第１７４条第１項各号（た
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だし、第２号及び第６号を除く。）の出力抑制の対象となる発電設備等の選

定に当たり、電気供給事業者間の公平性に配慮しなければならない。 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、第１７４条第１項第１号及び第３号

から第５号までに規定する出力抑制等を給電指令により行う際には、給電指

令を受ける発電契約者等に対し、事前に、次の各号に掲げる事項について説

明するとともに、当該事業者等と協議しなければならない。ただし、緊急時

には事後速やかに説明を行えば足りるものとする。 

一 給電指令を行った時点における供給区域の需給状況の見込み 

二 給電指令の具体的内容 

三 給電指令を行う必要性 

３ 一般送配電事業者及び配電事業者は、発電契約者等から求められた場合は、

書面又は電磁的方法をもって、前項の説明を行うものとする。 

 

（発電契約者等に対する出力抑制を行った場合の本機関への報告） 

第１８５条 一般送配電事業者及び配電事業者は、発電契約者等に対し、第１

７４条第１項第１号から第４号までの出力抑制の給電指令を行った場合は、

事後速やかに、本機関に前条第２項各号に掲げる事項の説明を行うとともに、

これを裏付ける資料を提出しなければならない。 

 

第５節 電圧の調整 

 

（電圧調整） 

第１８６条 一般送配電事業者及び配電事業者は、次の各号に掲げる方法によ

り、その供給する電気の電圧を電気事業法施行規則第３８条第１項に定める

範囲内に維持するよう努める（以下「電圧調整」という。）。 

一 発電機による電圧の調整（発電機の運転又は停止を伴う調整を含む。） 

二 変圧器による電圧の調整 

三 調相設備による電圧の調整 

四 系統構成の変更 

五 その他電圧を調整するための方法 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者を除く電気供給事業者は、一般送配電事

業者若しくは配電事業者との合意又は給電指令に基づき発電設備等による電

圧の調整を行う。 

３ 一般送配電事業者及び配電事業者は、電圧調整のために必要があるときは、

需要者に対して、当該需要者が保有する力率改善用のコンデンサを開放する

よう依頼する。 
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（運用目標値の設定） 

第１８７条 一般送配電事業者及び配電事業者は、適切に電圧を維持するため、

次の各号に掲げる事項を考慮して、高圧及び特別高圧の送電系統における電

圧の運用目標値を定める。 

一 発電機、変圧器、調相設備その他電圧を調整することができる機器の配

置及び電圧の調整が可能な範囲 

二 電力設備及び需要者の設備が運転可能な電圧の範囲 

三 電力系統の安定性 

四 送電損失の軽減 

五 その他電圧の運用目標値を定める上で考慮が必要となる事項 

 

（異常時の電圧調整） 

第１８８条 一般送配電事業者及び配電事業者は、第１８６条第１項及び第２

項に定める電圧調整によっても適正な電圧が維持できず、電圧崩壊が生じる

おそれがある場合において、供給区域の電圧を維持するために必要なときは、

供給区域の需要の抑制又は遮断を行うことができる。 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、前項の措置の実施に当たり、社会的

影響を考慮するとともに、電気事業者及び需要者間の公平性に配慮する。 

 

第６節 給電指令 

 

（給電指令） 

第１８９条 一般送配電事業者及び配電事業者は、供給区域に存する電気供給

事業者及び需要者に対し、次の各号に掲げる場合において、電力設備の運転

（操作又は停止を含む。以下同じ。）、電力設備の作業中止その他必要な事

項に関する指令（電力設備の運転等に用いる計算機、自動復旧装置等により

自動的に電力設備の運転等を実施する場合を含む。以下「給電指令」という。）

を行う。 

一 平常時の給電指令 平常時における電力系統の運用、電圧調整及び作業

停止に伴う電力設備の運転の指令 

二 異常時の給電指令 次に掲げる電力設備の運転及び電力設備の作業中止

等の指令 

ア 周波数及び電圧の維持、流通設備の運用容量の超過の解消等の電力系統

の安定性の確保を目的とした発電設備等の出力の調整及び需要の抑制又

は遮断 
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イ 異常気象又は電力系統の異常等が発生した場合における供給信頼度の

確保を目的とした電力設備の作業中止の指令 

ウ その他電力系統に異常が発生し又は発生するおそれがある場合におけ

る、電力系統の異常を抑制、防止又は回復するために必要となる指令 

 

（給電指令の発受令に必要な事項の決定） 

第１９０条 一般送配電事業者及び配電事業者並びに給電指令を受令する者

（以下「受令者」という。）は、あらかじめ給電指令の発受令に備え、協議の

上、給電指令の内容、給電指令の対象とする電力設備の範囲、給電指令の発

受令の体制その他給電指令の発受令のために必要な事項を定めた給電申合書

その他の協定書を締結する。ただし、必要がある場合には、関係する一般送

配電事業者及び配電事業者も当事者に含めるものとする。 

 

（手順書の作成） 

第１９１条 一般送配電事業者及び配電事業者並びに受令者は、給電指令を発

受令するごとに、協議の上、給電指令を実行するための手順書を作成する。

ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。 

一 発電設備等の出力の調整、電圧調整その他手順書によらずに安全かつ確

実に電力設備の操作又は運転を実施することができる場合 

二 異常時の給電指令を発令する場合において、手順書を作成する時間的余

裕がない場合 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は手順書にしたがって給電指令を発令し、

受令者は手順書にしたがって速やかに電力設備の操作又は運転を実施する。 

 

（給電指令に基づく電力設備の運転等の実施） 

第１９２条 受令者は、給電指令を迅速かつ確実に行い、合理的な理由のない

限り、これを拒み、改変し又は実施を遅らせてはならない。ただし、人身の

安全、電力設備の保安、電力の安定供給及び電力品質の確保等に問題を生じ

るおそれがある場合は、受令者は、一般送配電事業者又は配電事業者に対し、

給電指令の変更又は中止を要請し、適切な意見を述べることができる。 

 

（異常時の給電指令の理由等の通知） 

第１９３条 一般送配電事業者及び配電事業者は、第１８９条第１項第２号の

給電指令を行った場合は、給電指令の受令者に対し、速やかに当該給電指令

の理由及び内容を通知する。 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、第１８９条第１項第２号の給電指令
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を発電設備等保有事業者に対して直接行った場合において、その指令が当該

発電設備等保有事業者から他の電気事業者への電気の供給に影響を与えると

きは、事後速やかに、当該電気事業者に対し、必要な説明を行う。 

 

（給電指令に基づかない電力設備の運転等の実施） 

第１９４条 受令者は、第１９０条の決定事項にかかわらず、人身の安全を損

なうおそれがある場合又は電力設備の故障の発生若しくは故障の拡大のおそ

れがあるときは、給電指令によらず、給電指令の対象となる電力設備の運転

等を行うことができる。 
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第１１章 地域間連系線の管理 

 

（運用容量の算出の考え方） 

第１９５条 連系線の運用容量は、電力設備に通常想定し得る故障が発生した

場合においても、電力系統の安定的な運用が可能な容量とする。 

２ 連系線の運用容量は、次の各号に掲げる潮流の値の最小値とする。 

一 熱容量等 設備健全時、又は、電力設備のＮ−１故障が発生した場合にお

いて、流通設備に流れる潮流を熱容量その他の設計上の許容値以下とでき

る連系線の潮流の最大値。ただし、この号における熱容量とは、流通設備

に電流が流れた際の当該設備の温度が当該設備を継続的に使用することが

できる上限の温度となる潮流の値をいう。 

二 同期安定性 通常想定し得る範囲において、送電線、変電所又は開閉所

の母線その他発電機間の同期状態に影響を与える可能性のある電力設備の

故障が発生した場合に、発電機間の同期状態が保たれ、発電機の安定運転

を維持できる連系線の潮流の最大値から需要等の瞬時的な変動に伴う潮流

の偏差量を控除した値 

三 電圧安定性 通常想定し得る範囲において、送電線、変電所又は開閉所

の母線その他電力系統の電圧の安定性に影響を与える可能性のある電力設

備の故障が発生した場合に、電力系統の電圧を安定的に維持できる連系線

の潮流の最大値から需要等の瞬時的な変動に伴う潮流の偏差量を控除した

値 

四 周波数維持 連系線が遮断し電力系統が分離した場合において、電力系

統の周波数を安定的に維持できる連系線の潮流の最大値 

 

（下げ代不足時における短時間熱容量による運用容量の算出） 

第１９６条 特定の一般送配電事業者の供給区域において下げ代不足が見込ま

れる場合において、前条第２項第１号の流通設備の熱容量に基づき運用容量

が定められているときは、同号ただし書の規定にかかわらず、下げ代不足が

見込まれる期間に限定して、潮流の値を短時間熱容量に基づき算出すること

ができる。ただし、下げ代不足が見込まれる一般送配電事業者の供給区域に

おいて給電指令により迅速かつ確実に出力抑制を行うことができる電源があ

る場合に限る。 

 

（運用容量の算出断面） 

第１９７条 連系線の運用容量は、次の各号に掲げる場合を除き、３０分ごと

の値を算出する。 
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一 週間計画より前の断面の運用容量を算出する場合 

二 市場分断の発生が見込まれない場合 

三 第１９５条第２項第１号から第３号までの規定により運用容量が定まる

場合 

 

第１９８条 削除 

 

第１９９条 削除 

 

第２００条 削除 

 

第２０１条 削除 

 

第２０２条 削除 

 

第２０３条 削除 

 

第２０４条 削除 

 

第２０５条 削除 

 

第２０６条 削除 

 

第２０７条 削除 

 

第２０８条 削除 

 

（需給ひっ迫又は下げ代不足時のマージン使用） 

第２０８条の２ 一般送配電事業者は、自らの供給区域の需給ひっ迫若しくは

下げ代不足が発生し、又は発生するおそれのある場合において、連系線のマ

ージン使用の必要を認めるとき又は本機関から求められたときは、事前に当

該供給区域の需給に関する計画等を本機関に提出するとともに、マージン使

用の必要性について本機関に説明する。 

 

（緊急時の連系線の使用） 

第２０８条の３ 一般送配電事業者は、自らの供給区域の需給ひっ迫若しくは
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需給ひっ迫のおそれに対応するために運用容量拡大の必要を認めるとき又は

本機関から求められたときは、当該供給区域の需給に関する計画並びに運用

容量拡大の量、期間及び影響等の情報を本機関に提出するとともに、運用容

量拡大の必要性について本機関に説明する。 

２ 一般送配電事業者は、事前には織り込めない突発的な事象に対応する場合

及び供給力追加対策を行ったにもかかわらず需給状況が悪化している場合又

は需給状況の悪化が予想される場合への対応のために、一時的に運用容量

（運用容量拡大を行っているときは緊急時運用容量）を超過して連系線を使

用したときは、本機関に対し、理由とともに報告する。 

 

（電源等の承認の申請） 

第２０９条 電源等保有者は、本機関に対し、業務規程第１４４条に定める承

認を申請することができる。 

２ 前項の申請は、本機関が定めた様式に従った申請書を提出することによっ

て行う。 

 

（承認を受けた電源等の取扱い） 

第２０９条の２ 業務規程第１４４条の２第２号の電源を有する承認電源等保

有者は、翌々日の運用容量が公表された以降、発電及び放電に係る計画の変

更はできないものとする。ただし、翌日取引へ影響が生じないのであれば発

電及び放電に係る計画の変更はできる。また、翌日取引へ影響が生じる場合

においても、次の各号の場合には、それぞれ当該各号に掲げる変更をするこ

とができる。 

一 発電設備等の不具合（作業停止期間の延長を含む。）や系統故障等により

発電及び放電することが難しい場合 減少変更  

二 発電及び放電に係る計画からの増加分と同量以上に運用容量が増加する

場合 増加変更 

２ 承認電源等保有者は、承認電源等に関し、業務規程第１４３条の規定によ

る連系線の混雑処理がなされた場合であっても、連系線の混雑処理に伴う出

力等の抑制を行うことを要しないものとする。 

 

第２１０条 削除 

 

第２１１条 削除 

 

第２１２条 削除 
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第２１３条 削除 

 

（承認内容に変更があった場合の取扱い） 

第２１４条 承認電源等保有者は、承認内容に変更があった場合には、速やか

に、本機関に対して、当該承認内容の変更の申請を行わなければならない。

ただし、承認期間の短縮を伴わない変更である場合にはこの限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、業務規程第１４４条の２第２号に掲げる電源を

有する承認電源等保有者は、承認内容を変更する年度の前々年度末までに、

本機関に対して、当該承認内容の変更の申請を行わなければならない。 

３ 承認電源等保有者は、本機関が定めた様式に従った申請書を提出すること

によって前各項の申請を行う。 

 

（電源等の審査に伴う資料提出等） 

第２１５条 電源等保有者又は承認電源等保有者は、本機関が業務規程第１４

４条又は第１４７条の審査を実施するために要請した資料等の提出を行うと

ともに、電源等又は承認電源等の運用状況を本機関に説明しなければならな

い。 

 

第２１６条 削除 

 

第２１７条 削除 

 

第２１８条 削除 

 

第２１９条 削除 

 

第２２０条 削除 

 

（緊急時の発電設備等の出力の調整） 

第２２１条 混雑が発生した連系線に隣接する一般送配電事業者の供給区域の

一般送配電事業者は、業務規程第１４３条から第１４３条の５までの規定に

よる連系線の混雑処理を行うまでの間の電力系統の安定性を確保するため、

必要に応じ、当該連系線の潮流を抑制する相殺潮流が流れるよう一般送配電

事業者が調整力としてあらかじめ確保する発電設備等の出力の調整を行う。 
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第２２２条 削除 

 

第２２３条 削除 

 

第２２４条 削除 

 

第２２５条 削除 

 

第２２６条 削除 

 

第２２７条 削除 

 

第２２８条 削除 
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第１２章 作業停止計画の調整 

 

（一般送配電事業者による作業停止計画の調整） 

第２２９条 一般送配電事業者は、業務規程別表１１－１に示す種別の電力設

備の作業停止計画の取りまとめ及び調整を行う。ただし、本機関が調整を行

う電力設備の作業停止計画については、この限りでない（以下一般送配電事

業者が調整を行う作業停止計画を、この章において「調整対象作業停止計画」

という。）。 

２ 電気供給事業者（配電事業者を含み、一般送配電事業者を除く。以下この

章において同じ。）は、一般送配電事業者の行う作業停止計画の取りまとめ

及び調整を実施する上で、作業停止期間等の情報共有を確実に行い、事故の

未然防止や円滑な作業ができるように相互に協力しなければならない。 

 

（作業停止計画の原案の提出） 

第２３０条 作業停止計画提出者は、次条に掲げる電力設備（一般送配電事業

者と電気供給事業者の間で作業停止計画の調整対象とする旨を合意した電力

設備に限る。以下この章において同じ。）の点検、修繕等の作業を実施する

ため電力設備を停止するとき又は電力設備の点検、修繕等の作業によって電

力設備の運用に制約が生じるときは、別表１２―１で定める期日までに、別

表１２－２に掲げるところにより、作業停止計画の原案を提出する。 

２ 一般送配電事業者は、業務規程第１５７条第２項の規定により、本機関が

発電計画等提出者から提出を受けた電力設備の作業停止計画の原案の送付を

受ける。 

３ 一般送配電事業者は、一般送配電事業者の供給区域の系統規模が大きい場

合や作業停止計画が多数である場合等、電力設備の作業停止計画の調整を円

滑に実施するために必要なときは、作業停止計画提出者とあらかじめ合意の

上、作業停止計画提出者に対して、年間及び月間の作業停止計画のほか、当

年度の下期の作業停止計画の提出を求めることができる。 

４ 作業停止計画提出者は、第１項及び前項に掲げる作業停止計画において、

次の各号に掲げる事項を記載するものとする。 

一 作業の開始及び終了の予定日時 

二 電力設備の作業停止の内容 

三 その他作業停止計画の調整に必要な項目 
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別表１２－１一般送配電事業者への作業停止計画の提出期日（※１、※２） 

 
年間計画 

（翌年度・翌々年度） 

月間計画 

（翌月・翌々月） 

各計画の変更・ 

計画外作業停止 

原案 毎年７月末頃 毎月１日頃 
不定期 

（速やかに） 
調整案 毎年１０月末頃 毎月１０日頃 

最終案 毎年１月上旬 毎月中旬 

※１ 電力設備の作業停止計画については、当該電力設備の存する一般送配電

事業者の供給区域の一般送配電事業者と作業停止計画提出者が協議の上、

提出期日を別途定めることができる。 

※２ 本機関を通じて一般送配電事業者へ作業停止計画を提出する場合には、

別途本機関が定める期日までに、本機関に対して、作業停止計画を提出

しなければならない。 

 

別表１２－２ 作業停止計画の提出者及び提出先 

対象設備 計画提出者 提出先 

流通設備の 

作業停止計画 
作業停止計画提出者 

流通設備の存する一般送配電

事業者の供給区域の一般送配

電事業者 

発電設備等の 

作業停止計画 
発電計画等提出者 本機関 

 

（作業停止計画の対象となる電力設備） 

第２３１条 作業停止計画の対象となる電力設備は次の各号に掲げるとおりと

する。 

一 発電機 

二 母線、主要変圧器、開閉器、計器用変流器、計器用変圧器、避雷器及び

調相設備 

三 電線路 

四 系統保護継電器、機器保護継電器及び中性点接地装置 

五 電力系統の監視、制御、保護等に必要な情報を伝送する通信設備 

六 その他電力系統の運用に影響を与える設備 

 

（本機関に対する作業停止計画の提出） 

第２３２条 一般送配電事業者は、第２３０条第１項又は第２項の規定により、

作業停止計画の原案を受け取ったときは、広域連系系統等の作業停止計画

（当該一般送配電事業者の作業停止計画に関するものを含む。）を速やかに
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本機関に提出する。 

 

（調整対象作業停止計画の原案の調整） 

第２３３条 一般送配電事業者は、調整対象作業停止計画の原案について、当

該調整対象作業停止計画を提出した作業停止計画提出者及び当該調整対象作

業停止計画により発電計画又は調達計画に影響を受ける発電計画等提出者そ

の他関係する電気供給事業者（以下「関係電気供給事業者」という。）の意見

を聴取し、作業停止時期及び作業停止期間等の調整を行い、必要に応じて、

調整対象作業停止計画の原案の見直しを求める。 

２ 一般送配電事業者は、必要に応じ、第２３０条第３項の規定による作業停

止計画の原案の提出前に、事前調整を行うことができる。 

 

（作業停止計画の調整案の提出・取りまとめ） 

第２３４条 作業停止計画提出者は、第２３０条第１項の規定に準じて、業務

規程第１５８条第１項及び前条の調整を踏まえ、別表１２－１に定める期日

までに、原案から調整された作業停止計画の調整案を提出する。 

２ 一般送配電事業者は、第２３０条第２項の規定に準じて、本機関が発電計

画等提出者から提出を受けた電力設備の作業停止計画の調整案の送付を受け

る。 

３ 一般送配電事業者は、前各項の規定により、作業停止計画の調整案を受け

取ったときは、第２３２条の規定に準じて、広域連系系統等の作業停止計画

を本機関に提出する。 

 

（調整対象作業停止計画の調整案の調整） 

第２３５条 一般送配電事業者は、調整対象作業停止計画の調整案について、

関係電気供給事業者の意見を聴取し、作業停止時期及び作業停止期間等の調

整を行い、必要に応じて、調整対象作業停止計画の調整案の見直しを求める。 

 

（作業停止計画の最終案の提出、承認） 

第２３６条 作業停止計画提出者は、第２３０条第１項の規定に準じて、業務

規程第１６０条第２項及び前条の調整を踏まえ、別表１２－１に定める期日

までに、調整案に対して最終調整された作業停止計画の最終案を提出する。 

２ 一般送配電事業者は、第２３０条第２項の規定に準じて、本機関が発電計

画等提出者から提出を受けた電力設備の作業停止計画の最終案の送付を受け

る。 

３ 一般送配電事業者は、前各項の規定により作業停止計画の最終案を受け取
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ったときは、第２３２条の規定に準じて、広域連系系統等の作業停止計画を

本機関に提出する。 

４ 一般送配電事業者は、第１項及び第２項の規定により調整対象作業停止計

画の最終案を受け取ったときは、これを承認する。 

 

（承認された作業停止計画に関する情報の提供等） 

第２３７条 一般送配電事業者は、業務規程第１６２条第１項の規定により、

本機関から本機関が承認した広域連系系統等の作業停止計画の送付を受ける。 

２ 一般送配電事業者は、本機関又は一般送配電事業者が承認した対象の作業

停止計画を、作業停止計画提出者に通知し、必要な情報を提供しなければな

らない。 

 

（広域調整作業停止計画の調整案に対する再調整の申出） 

第２３８条 広域連系系統等の作業停止計画により、発電計画又は調達計画に

影響が生じる発電計画等提出者は、業務規程第１５９条第３項の規定により

共有された広域連系系統等の作業停止計画の調整案に対して、本機関による

作業停止計画の再調整を申し出ることができる。 

 

（作業停止計画の不調時の対応） 

第２３９条 一般送配電事業者は、調整後の広域連系系統等（広域調整対象作

業停止計画は除く。）の作業停止計画について、関係電気供給事業者との作

業停止計画の調整が困難な場合には、本機関に対し、不調の解決に向けた対

応の依頼を行うことができる。 

 

（作業停止計画の提出の省略） 

第２４０条 作業停止計画提出者は、次の各号のいずれかに該当するときは、

作業停止計画の原案、調整案及び最終案の提出を省略することができる。 

一 翌年度分年間計画の原案について、前年度に確定した翌々年度分年間計

画からの変更がないとき 

二 月間計画の原案について年間計画からの変更がないとき 

三 調整案について、原案からの変更がないとき 

四 最終案について、調整案からの変更がないとき 

２ 前項の規定により、作業停止計画提出者が作業停止計画の提出を省略した

場合は、一般送配電事業者は、当該作業停止計画提出者の調整対象作業停止

計画に変更がないものとして、当該作業停止計画の調整を行う。 
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（作業停止計画の変更及び追加） 

第２４１条 作業停止計画提出者は、作業停止計画の年間計画又は月間計画の

承認以降、需給状況及び系統状況の変化並びに突発的な設備異常等により、

やむを得ない年間計画又は月間計画の変更（取りやめを含む。以下同じ。）又

は追加（計画外の作業停止を含む。以下同じ。）がある場合には、その理由を

付して、第２３０条第１項の規定に準じて、変更後の作業停止計画（以下「作

業停止変更計画」という。）を一般送配電事業者に提出する。 

２ 作業停止計画提出者は、作業停止計画の原案の提出から最終案の承認まで

の間であっても、当該事業者が最後に提出した作業停止計画の原案、調整案

又は最終案の変更又は追加が必要となったときは、その理由を付して、第２

３０条第１項の規定に準じて、速やかに作業停止変更計画を一般送配電事業

者に提出する。 

３ 一般送配電事業者は、前各項の規定により広域連系系統等の作業停止変更

計画を受け取った場合には、第２３２条の規定に準じて、本機関に提出する。 

４ 一般送配電事業者は、調整対象の作業停止変更計画を受け取ったときは、

第２３３条の規定に準じて調整を行い、必要に応じ、作業停止変更計画の見

直しを求める。 

５ 一般送配電事業者は、前項の調整後、調整対象の作業停止変更計画を第２

３６条第４項の規定に準じて承認する。 

 

（緊急時の作業停止計画の調整の省略） 

第２４２条 一般送配電事業者及び電気供給事業者は、人身の安全又は設備保

全上の理由により緊急を要する場合は、業務規程第１５７条から第１６６条

まで及び第２３０条から第２４１条までの作業停止計画の調整の手続を行わ

ず、直ちに関係する電力設備を停止することができる。 

２ 作業停止計画提出者は、前項の規定により電力設備が緊急停止した場合に

おいて、当該電力設備の停止が継続するときは、第２３０条第１項の規定に

準じて、速やかに調整対象の作業停止変更計画を一般送配電事業者に提出す

る。 

３ 一般送配電事業者は、前項の規定により広域連系系統等の作業停止変更計

画を受け取ったときは、第２３２条の規定に準じて、本機関に提出する。 

 

（作業実施の手続） 

第２４３条 一般送配電事業者及び配電事業者並びに作業を実施する電気供給

事業者は、作業事故、供給支障等を生じさせることのないよう、第１９１条

の規定により、相互に協調して作業停止に伴う電力設備の運転を行わなけれ
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ばならない。 

２ 一般送配電事業者又は配電事業者と作業を実施する電気供給事業者は、作

業停止の実施に際して、作業停止の開始時刻及び終了時刻を相互に確認する。 

３ 一般送配電事業者又は配電事業者は、作業を中止する場合、作業開始を見

合せる場合又は作業期間を延長する場合には、作業を実施する電気供給事業

者とその内容及び理由を相互に確認する。 

４ 一般送配電事業者は、広域連系系統等の作業停止計画に基づく作業の実施

に際して、本機関に設備の停止及び使用の状況を報告する。 

 

（作業停止計画の調整における考慮事項） 

第２４４条 一般送配電事業者が、第２３３条及び第２３５条に定める調整対

象作業停止計画の調整を行うに当たっては、業務規程第１６３条第１項（同

項第１１号を除く。）及び第２項に定める事項を考慮する。 

  



107 

第１３章 系統情報の公表 

 

（系統情報の公表） 

第２４５条 一般送配電事業者、送電事業者及び配電事業者は、系統情報ガイ

ドラインに基づき、電力系統の利用に資する情報を公表する。 

２ 業務規程第１６８条第２項で規定した本機関の公表内容のうち、一般送配

電事業者、送電事業者及び配電事業者が公表すべき内容については、一般送

配電事業者、送電事業者及び配電事業者が公表する。 

３ 電気事業者は、本機関が系統情報ガイドラインに基づき、系統情報の公表

を行うために必要となる情報を、遅滞なく本機関に提供しなければならない。 

 

第２４６条 削除 
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第１４章 需要者スイッチング支援 

 

（スイッチング支援システム） 

第２４７条 スイッチング支援システムを通じて行うことのできる業務は、低

圧需要者、高圧需要者、低圧ＦＩＴ電源（ＦＩＴ電源のうち低圧の送電系統

に連系するものをいう。以下同じ。）を保有する発電設備設置者及び低圧Ｆ

ＩＴ卒業電源（再生可能エネルギー電気特措法第２条第５項に規定する特定

契約の実績がある電源で、その特定契約が終了した発電設備のうち、低圧の

送電系統に連系するものをいう。以下同じ。）を保有する発電設備設置者に

関する次の各号に掲げる業務（以下「スイッチング支援対象業務」という。）

とする。ただし、第３号の使用量情報照会については、契約電力５００キロ

ワット以上の高圧需要者及び特別高圧需要者に関するものも含む。 

一 供給地点特定番号検索（高圧需要者に係るものを除く。） 

二 供給地点設備情報照会（高圧需要者に係るものを除く。） 

三 使用量情報照会（低圧ＦＩＴ電源及び低圧ＦＩＴ卒業電源に係るものを除

く。） 

四 託送等異動業務（高圧需要者の再点、高圧需要者のアンペア変更、低圧Ｆ

ＩＴ電源の再点、低圧ＦＩＴ電源の託送供給契約の切替え、低圧ＦＩＴ電

源のアンペア変更、低圧ＦＩＴ卒業電源のアンペア変更及び需要抑制量調

整供給契約に係るものを除く。） 

五 スイッチング廃止取次（低圧ＦＩＴ電源に係るものを除く。） 

六 業務処理状況照会 

七 小売電気事業者情報照会 

２ この章においては、特に記載のない限り、次の各号に掲げるとおり需要者

を区分する。 

一 低圧需要者 標準電圧が１００ボルト又は２００ボルトで受電する需要

者をいう。 

二 高圧需要者 標準電圧が６０００ボルトで受電する需要者のうち、契約

電力が５００キロワット未満の需要者をいう。 

三 特別高圧需要者 標準電圧が２万ボルト以上で受電する需要者をいう。 

３ この章の規定は、小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者及び需

要抑制契約者がスイッチング支援対象業務を行う場合について適用する。 

 

（一般送配電事業者及び配電事業者による連携システムの開発） 

第２４８条 一般送配電事業者及び配電事業者は、スイッチング支援システム

と連携し、スイッチング支援対象業務を実施するために必要となるシステム
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を開発し、運用しなければならない。 

 

（システム利用規約の遵守等） 

第２４９条 スイッチング支援システムを利用する小売電気事業者及び需要抑

制契約者は、本機関が策定するシステム利用規約を遵守しなければならない。 

 

（供給地点特定番号検索） 

第２５０条 小売電気事業者は、小売供給契約を締結しようとする上で必要が

ある場合には、スイッチング支援システムを通じ、一般送配電事業者又は配

電事業者に対し、供給地点特定番号の照会を行うことができる。 

２ 需要抑制契約者は、特定卸供給契約を締結しようとする上で必要がある場

合には、スイッチング支援システムを通じ、一般送配電事業者又は配電事業

者に対し、供給地点特定番号の照会を行うことができる。 

 

（供給地点設備情報照会） 

第２５１条 小売電気事業者は、小売供給契約を締結しようとする上で必要が

ある場合には、供給地点特定番号を特定した上で、スイッチング支援システ

ムを通じ、一般送配電事業者又は配電事業者に対し設備情報の照会を行うこ

とができる。ただし、低圧ＦＩＴ電源及び低圧ＦＩＴ卒業電源に関して照会

できる情報は住所情報及び検針日情報のみとする。 

２ 需要抑制契約者は、特定卸供給契約を締結しようとする上で必要がある場

合には、供給地点特定番号を特定した上で、スイッチング支援システムを通

じ、一般送配電事業者又は配電事業者に対し設備情報の照会を行うことがで

きる。ただし、低圧ＦＩＴ電源及び低圧ＦＩＴ卒業電源に関して照会できる

情報は住所情報及び検針日情報のみとする。 

 

（使用量情報照会） 

第２５２条 小売電気事業者は、小売供給契約を締結しようとする上で必要が

ある場合には、需要者の委任を受けた場合に限り、スイッチング支援システ

ムを通じ、一般送配電事業者又は配電事業者に対し、使用量情報の照会を行

うことができる。 

２ 需要抑制契約者は、特定卸供給契約を締結しようとする上で必要がある場

合には、需要者の委任を受けた場合に限り、スイッチング支援システムを通

じ、一般送配電事業者又は配電事業者に対し、使用量情報の照会を行うこと

ができる。 

３ 小売電気事業者及び需要抑制契約者は、使用量情報照会の委任を受けた場
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合には、公的証明書等に基づき、当該委任を行った者が需要者本人であるこ

とを確認しなければならず、使用量情報照会に当たって、当該証明書等の写

しを一般送配電事業者又は配電事業者に送付するものとする。 

４ 一般送配電事業者及び配電事業者は、公的証明書等に基づき、小売電気事

業者及び需要抑制契約者が需要者の委任を受けたことを確認できた場合には、

照会を受けた需要者の使用量情報を提供する。 

５ 一般送配電事業者及び配電事業者は、需要者本人から使用量情報照会を受

けた場合には、小売電気事業者又は需要抑制契約者を通じて、当該照会を受

けた需要者に対し使用量情報を提供する。 

 

（託送等異動業務） 

第２５３条 託送等異動業務の具体的内容は次の各号に掲げるとおりとする。 

一 託送供給契約の切替え 

二 需要者又は発電設備設置者の移転等に伴う電気の使用の開始又は発電の

開始（以下「再点」という。） 

三 需要者又は発電設備設置者の移転等に伴う電気の使用又は発電の停止（以

下「廃止」という。） 

四 契約電流の変更（以下「アンペア変更」という。） 

五 需要者及び発電設備設置者の情報の変更 

 

（託送供給契約の切替え） 

第２５４条 小売電気事業者は、需要者が現に他の小売電気事業者（以下「現小

売電気事業者」という。）から電気の小売供給を受けている場合において、当

該需要者との間で新たに電気の小売供給を行う旨の契約（以下「小売供給契約」

という。）を締結したときは、スイッチング支援システムを通じて、一般送

配事業者又は配電事業者に対し、速やかに託送供給契約の切替えの申込み

（以下「スイッチング開始申込み」という。）を行う（以下スイッチング開始

申込みを行う小売電気事業者を「新小売電気事業者」という。）。 

２ 現小売電気事業者は、需要者が新小売電気事業者と小売供給契約を締結し

た場合において、当該需要者との間で小売供給契約を解約する旨を合意した

ときは、スイッチング支援システムを通じて、当該合意が成立した後速やか

に、託送供給契約の切替えに応じる旨の申込み（以下「スイッチング廃止申込

み」という。）を行う。 

３ 一般送配電事業者及び配電事業者は、スイッチング支援システムを通じて、

スイッチング開始申込み及びスイッチング廃止申込みの双方を受け付けた日

（以下「マッチング日」という。）以後の日で、新小売電気事業者と現小売電



111 

気事業者がスイッチングを希望する日（以下「スイッチング希望日」という。）

において、託送供給契約の切替えを行う。ただし、スイッチング希望日は、

次の各号に掲げる日以降としなければならない。 

一 スマートメータの取替えが未了の場合 マッチング日から起算して８営

業日に２暦日を加えた日 

二 スマートメータに取替えが完了している場合 マッチング日から起算し

て１営業日に２暦日を加えた日 

 

（再点の申込み） 

第２５５条 小売電気事業者は、需要者との間で、小売供給契約を締結した場

合において、供給地点において現に小売供給が行われていないときは、スイ

ッチング支援システムを通じて、一般送配電事業者又は配電事業者に対し、

速やかに小売供給を開始する日（以下「再点日」という。）から託送供給を行

うよう申込み（以下「再点申込み」という。）を行う。 

２ 小売電気事業者は、需要者が小売供給契約の締結以前から電気の使用を開

始している場合は、需要者からの申出に基づき、需要者の電気の使用開始日

を再点日とできる。ただし、需要者の電気の使用開始日が再点申込日から起

算して３１日を超えて遡る場合は、小売電気事業者は、スイッチング支援シ

ステムを利用することはできない。 

３ 前項ただし書に掲げる場合においては、小売電気事業者は、再点申込みに

関し、個別に一般送配電事業者又は配電事業者と協議を行うものとする。 

 

（廃止申込み） 

第２５６条 小売電気事業者は、需要者との間の小売供給契約を解約する旨を

合意した場合（需要者が新小売電気事業者と小売供給契約を締結した場合を

除く。）には、スイッチング支援システムを通じて、当該合意が成立した後

速やかに、小売供給を停止する日（以下「廃止日」という。）から託送供給を

停止するよう申込み（以下「廃止申込み」という。）を行う。 

 

（アンペア変更） 

第２５７条 小売電気事業者は、需要者からアンペア変更の申出を受けた場合

は、スイッチング支援システムを通じて、一般送配電事業者又は配電事業者

に対し、速やかに需要者からアンペア変更の申出があった旨及び変更後の情

報を通知しなければならない。 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、前項の通知を受けた場合には、アン

ペア変更を実施する。この場合、一般送配電事業者及び配電事業者は、その
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結果を設備情報に反映し、スイッチング支援システムを通じて、小売電気事

業者が確認できる状態にする。 

 

（需要者情報変更） 

第２５８条 小売電気事業者は、需要者の情報に変更が生じた場合は、一般送

配電事業者又は配電事業者に対し、スイッチング支援システムを通じ、速や

かに需要者の情報に変更があった旨及び変更後の情報を通知しなければなら

ない。 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、小売電気事業者から受けた需要者の

情報の変更を反映し、スイッチング支援システムを通じて、小売電気事業者

が確認できる状態にする。 

 

（同一供給地点におけるアンマッチの解消） 

第２５９条 一般送配電事業者及び配電事業者は、次の各号に掲げる場合（以

下「アンマッチ」という。）は、小売電気事業者と協議の上、アンマッチの解

消に努める。 

一 契約中の供給地点に再点申込みがなされたにもかかわらず、合理的な期

間内に廃止申込みがなされない場合 

二 再点日と廃止日が同一かつ再点希望時間が先行している場合 

三 廃止中の供給地点において、電気を使用していることが明らかな場合に

あって、電気の使用を開始した日と異なる日を再点日として、再点申込み

がなされた場合 

２ 小売電気事業者は、アンマッチが生じたことを認識した場合には、一般送

配電事業者又は配電事業者からの協議に応じ、一般送配電事業者又は配電事

業者とともにアンマッチの解消に努める。 

 

（スイッチング廃止取次） 

第２６０条 新小売電気事業者は、需要者の委任を受けたときには、スイッチ

ング支援システムを通じて、現小売電気事業者に対して、当該需要者と現小

売電気事業者との間の小売供給契約（以下「現小売供給契約」という。）の解

約の取次（以下「スイッチング廃止取次」という。）を行うことができる。 

２ 新小売電気事業者は、スイッチング廃止取次に当たって、現小売電気事業

者に対し、次の各号に掲げる本人確認に必要な情報を提供する。 

一 現小売供給契約に係る契約番号 

二 現小売供給契約に係る契約名義 

三 需要者の住所 
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３ 現小売電気事業者は、平日の営業時間内においては、スイッチング支援シ

ステムを利用して、１時間に１回以上、新小売電気事業者からの廃止取次の

申込みの有無を確認しなければならない。ただし、システムトラブルその他

やむを得ない事情のある場合についてはこの限りではない。 

４ 現小売電気事業者は、新小売電気事業者から提供を受けた第２項各号に掲

げる情報の内容と自己の保有する情報の内容が一致する場合には、スイッチ

ング支援システムを通じ、速やかにスイッチング廃止取次を可とする旨を回

答しなければならない。ただし、新小売電気事業者のスイッチング廃止取次

の申込みが需要者本人の意思に基づかないと窺われる特別の事情がある場合

はこの限りでない。 

５ 現小売電気事業者は、スイッチング廃止取次を承諾しない旨を回答した場

合は、新小売電気事業者からの申出に応じ、その承諾しない理由について説

明しなければならない。 

６ 新小売電気事業者は、スイッチング廃止取次に際し、取得した情報は、廃

止取次の申込日から、少なくとも３か月間、次の各号に掲げる申込方法に応

じ、次の各号に定める方法により適切に保管する。 

一 書面による申込み 申込書類を紙又は電子データ 

二 電話による申込み 音声データ又は受付票を紙又は電子データ 

三 インターネットによる申込み Ｗｅｂ申込フォーム等のシステム入力デ

ータ 

 

（スイッチング廃止取次の委任を受けるときの説明義務） 

第２６１条 新小売電気事業者は、需要者からスイッチング廃止取次の委任を

受けようとする場合には、需要者に対して、次の各号に掲げる事項を説明し

なければならない。 

一 新小売電気事業者が需要者の委任を受けた場合には、需要者に代わって、

現小売電気事業者に対しスイッチング廃止取次を行うこと。 

二 新小売電気事業者の廃止取次に対して、現小売電気事業者が廃止取次を

可とした場合、現小売供給契約が解約されること。 

三 現小売供給契約を解約した場合、違約金等の不利益が発生する可能性が

あること。 

四 需要者の都合によりスイッチングを取り止めることとなった場合、需要

者はスイッチング希望日より前に、新小売電気事業者に対しその旨を申し

出る必要があること。 

 

（業務処理状況の照会） 
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第２６２条 小売電気事業者及び需要抑制契約者は、当該小売電気事業者がス

イッチング支援システムを通じて行った託送異動業務等について、同システ

ムを通じて、その処理状況を照会することができる。 

 

（小売電気事業者の情報の照会） 

第２６３条 小売電気事業者は、本機関に登録されている小売電気事業者の事

業者コード、小売電気事業者名、連絡先等を照会することができる。 

 

（スイッチング支援システムの利用） 

第２６４条 小売電気事業者は、スイッチング支援システムが利用可能な場合

においては、同システムを利用して、スイッチング支援対象業務を行わなけ

ればならない。 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、前項に掲げる場合において、小売電

気事業者がスイッチング支援システムを利用しないときは、スイッチング支

援対象業務の申込み等に応じることを要しない。 

 

（目的外利用の禁止） 

第２６５条 小売電気事業者及び需要抑制契約者は、スイッチング支援システ

ムを通じて取得した情報について、当該情報を取得した目的以外の用途で利

用してはならない。 

 

（低圧ＦＩＴ電源及び低圧ＦＩＴ卒業電源に関するスイッチング支援対象業務

を行う場合） 

第２６６条 低圧ＦＩＴ電源及び低圧ＦＩＴ卒業電源に関するスイッチング支

援対象業務を行う場合は、この章の規定は、「供給地点特定番号」を「受電地

点特定番号」、「供給地点」を「受電地点」、「需要者」を「発電設備設置者」、

「小売供給」を「特定供給」及び「小売供給契約」を「再生可能エネルギー電

気特措法第２条第５項に規定する特定契約」と読み替えて適用するものとす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、低圧ＦＩＴ電源に関するスイッチング支援対象

業務を行う場合は、第２４７条、第２５２条から第２５５条まで、第２５７

条及び第２５９条から第２６１条までは適用せず、低圧ＦＩＴ卒業電源に関

するスイッチング支援対象業務を行う場合は、第２４７条、第２５２条、第

２５３条、第２５５条第２項及び第３項並びに第２５７条の規定は適用しな

い。 

３ 第１項の規定にかかわらず、一般送配電事業者又は配電事業者と再生可能
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エネルギー電気特措法第２条第５項に規定する特定契約を締結している低圧

ＦＩＴ電源が調達期間満了に伴うスイッチング支援対象業務を行う場合は、

第２４７条及び第２５２条から第２６２条までの規定は適用しない。 
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第１５章 緊急時の対応及び災害時連携計画の検討等 

 

第１節 緊急時の対応 

 

（緊急時の対応） 

第２６７条 電気事業者は、大規模災害等の緊急時には、本機関が定める防災

業務計画に基づき、本機関及び他の電気供給事業者と連携し、大規模災害等

への対応を行わなければならない。 

２ 電気事業者は、本機関が定める防災業務計画に基づく態勢の発令の通知を

受けたときは、本機関及び他の電気供給事業者と連携し、復旧等に協力しな

ければならない。 

３ 電気事業者は、平時より、大規模災害等の緊急時に備え、本機関が定める

防災業務計画に基づき、次の各号に掲げる対応を行わなければならない。 

一 毎年度、本機関に対し、防災業務計画に定める情報を提出すること。 

二 本機関からの求めに応じ、防災訓練に参加すること。 

４ 電気事業者に該当しない電気供給事業者は、防災に係る業務の遂行に関し、

前各項の規定に準じて対応を行うよう努める。 

 

第２節 災害時連携計画の検討等 

 

（災害時連携計画の提出） 

第２６７条の２ 一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、

災害時連携計画を本機関に提出しなければならない。 

 

（災害時連携計画の変更） 

第２６７条の３ 一般送配電事業者は、災害時連携計画を変更した時は、災害

時連携計画の変更した事項を遅滞なく、本機関に提出しなければならない。 

 

（災害時連携計画の策定における留意事項） 

第２６７条の４ 一般送配電事業者は、本機関が公表する災害時連携計画の確

認における考慮事項に留意し、災害時連携計画を策定しなければならない。 

 

（災害時連携計画の検討等に関する本機関への協力） 

第２６７条の５ 一般送配電事業者は、業務規程第１７６条の４第１項の規定

により、提出した災害時連携計画の根拠及び考え方を聴取されたときは、速

やかにこれに応じなければならない。 
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第３節 災害等復旧費用の相互扶助 

 

（災害等扶助交付金の交付申請） 

第２６７条の６ 一般送配電事業者、送電事業者及び配電事業者は、本機関に

対し、災害等扶助交付金の交付を申請することができる。 
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第１６章 電力需給等に関する情報の提供 

 

（電力需給等に関する情報の本機関への提出） 

第２６８条 一般送配電事業者及び配電事業者は、本機関が業務規程第１８１

条の年次報告書を作成するため、本機関に対し、毎年８月末日までに、次の

各号に掲げる事項に関する前年度の実績を報告しなければならない。 

一 周波数に関する実績 自らの供給区域において、標準周波数から以下に

示す変動幅に維持された時間の比率の実績（ただし、離島等における周波数

の実績は除く。） 

ア ０．１ヘルツ以内 

イ ０．２ヘルツ以内 

ウ ０．３ヘルツ以内 

エ ０．３ヘルツ超 

二 電圧に関する実績 自らの供給区域において、電気事業法施行規則第３

９条の規定により電圧を測定した地点数並びに別表１６－１の維持すべき

値を逸脱した地点数及びその比率 

三 停電に関する実績 電気関係報告規則（昭和４０年通商産業省令第５４号。

「電気関係報告規則」という。）に基づき作成した事故発生箇所別供給支障

事故件数及び需要家停電統計の情報 

四 その他本機関が電力需給の改善に当たり状況を継続的に確認することが

必要と考える事項 

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、本機関の要請に応じ、法第２６条第

３項及び第２７条の１２の１３において準用する第２６条第３項並びに電気

事業法施行規則第３９条の規定により記録し保存している周波数及び電圧の

測定結果並びに電気関係報告規則第３条の規定により国へ報告した供給支障

事故の情報その他本機関が前項の評価・分析に当たって必要となる情報を提

供しなければならないものとする。 

 

別表１６－１ 電圧の維持すべき値 

標準電圧 維持すべき値 

百ボルト 百一ボルトの上下六ボルトを超えない値 

二百ボルト 二百二ボルトの上下二十ボルトを超えない値 
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第１７章 その他 

 

（事業者コード等の申請） 

第２６９条 託送供給契約者、発電契約者、需要抑制契約者その他電気供給事

業者は、需要調達計画等、発電販売計画等、需要抑制計画等及び供給計画を

広域機関システムを通じて本機関に提出するため、次の各号に掲げる当該シ

ステムで使用する番号（コード）の発行を本機関に対し申請しなければならな

い。 

一 事業者コード 事業者名を特定する番号 

二 系統コード 発電所の地点等を特定する番号 

三 バランシンググループ（ＢＧ）コード ＢＧを特定する番号 

四 計画提出者コード 発電販売計画等を提出する事業者を特定する番号 

五 発電計画・販売計画コード 発電販売計画等の基本情報を特定する番号 

六 需要計画・調達計画コード 需要調達計画等の基本情報を特定する番号 

七 需要抑制計画コード 需要抑制計画等の基本情報を特定する番号 

八 特定託送コード 自己託送等の精算に必要な基本情報を特定する番号 

２ 市場参加資格事業者は、容量市場システムへの市場参加資格事業者の基本

情報の登録申込み等を行うために必要な場合、前項各号に掲げるコードの発

行を、本機関に対し申請しなければならない（ただし、前項の申請によりコ

ードの発行を受けた市場参加資格事業者は除く。）。 

３ 本機関は、前各項の規定により申請を受け付けた場合は、申請のあった事

業者に対しコードを発行するとともに、その内容を一般送配電事業者及び配

電事業者に通知する。 

 

（情報セキュリティ対策） 

第２７０条 電気事業者及び需要抑制契約者は、スイッチング支援システムの

利用に係る個人情報保護対策その他の情報セキュリティ対策を確実に実施す

るとともに、本機関からの情報提供等に対応し、適宜情報セキュリティ対策

を見直さなければならない。 
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附則 

 

（施行期日） 

第１条 本指針は、経済産業大臣の認可を受けた日から施行する。 

 

（平成２６年度までに接続検討の回答を受領した発電設備等系統連系希望者に

よる一般電気事業者に対する電源接続案件募集プロセス開始の申込みの扱い） 

第２条 平成２６年度までに接続検討の回答を受領した発電設備等系統連系希

望者は、接続検討の回答における系統連系工事に広域連系系統の増強工事が

含まれず、かつ、工事費負担金対象となる系統連系工事が第１１１条に定め

る規模以上となる場合には、第７６条の規定に準じて、一般電気事業者に対

し電源接続案件募集プロセスの申込みを行うことができるものとする。 

 

（平成２７年度供給計画の案及び供給計画の本機関への提出） 

第３条 特定電気事業者及び特定規模電気事業者は、業務規程第２３条及び同

規程附則第４条の規定により平成２７年度供給計画の案を本機関へ提出する

際は、本機関が定め、本機関のウェブサイトにおいて公表する様式に基づき、

電子データで提出するものとする。 

２ 特定電気事業者及び特定規模電気事業者が前項の規定により本機関へ提出

する供給計画の案及び経済産業大臣に届けなければならない供給計画は、次

の各号に定める期限までに本機関に提出するものとする。 

一 供給計画の案 平成２７年４月１５日 

二 供給計画  平成２７年４月２４日 

 

第４条 削除 

 

（事業者コード、系統コードの継承） 

第５条 託送供給利用事業者が本機関の成立の日の前日までに取得している事

業者コード及び系統コードについては、本機関の成立後もその効力を有する。 

 

附則（平成２７年８月３１日） 

 

（施行期日） 

  本指針は、経済産業大臣の認可を受けた日から施行する。 
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附則（平成２８年４月１日） 

 

（施行期日） 

第１条 本指針は、平成２８年４月１日又は経済産業大臣の認可を受けた日の

いずれか遅い日から施行する。 

 

（平成２８年度供給計画の案及び供給計画の本機関への提出） 

第２条 平成２８年度の供給計画の案及び供給計画の提出期限は、第９条の２

及び第９条の３の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第７２号）の施行に

伴い送電事業者、特定送配電事業者、小売電気事業者（登録特定送配電事業

者を含む。）及び発電事業者となる者 

ア 供給計画の案 平成２８年４月１３日 

イ 供給計画   平成２８年４月２７日 

二 電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第７２号）の施行に

伴い一般送配電事業者となる者 

ア 供給計画の案 平成２８年５月１６日 

イ 供給計画   平成２８年５月３０日 

 

（高圧需要者を対象としたスイッチング支援システム利用の経過措置） 

第３条 小売電気事業者は、高圧需要者を対象としたスイッチング支援対象業

務について、電気事業法の一部を改正する法律（平成２６年法律第７２号）が

施行される日から起算して６か月の間、第２６４条の規定にかかわらず、一

般送配電事業者の定める申込方法によりスイッチング支援対象業務を行うこ

とができる。 

２ 一般送配電事業者は、前項に掲げる期間においては、第２６４条第２項の

規定にかかわらず、小売電気事業者からのスイッチング支援対象業務の申込

み等に応じることを要する。 

 

第４条 削除 

 

第５条 削除 

 

附則（平成２８年７月１１日） 

 

（施行期日） 

第１条 本指針は、経済産業大臣の認可を受けた日から施行する。 



122 

 

第２条 削除 

 

附則（平成２８年１０月１８日） 

 

（施行期日） 

  本指針は、経済産業大臣の認可を受けた日から施行する。 

 

附則（平成２９年４月１日） 

 

（施行期日） 

第１条 本指針は、平成２９年４月１日又は経済産業大臣の認可を受けた日の

いずれか遅い日から施行する。 

 

第２条 削除 

 

附則（平成２９年９月６日） 

 

（施行期日） 

第１条 本指針は、経済産業大臣の認可を受けた日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、第３３条、第１３８条から第１３９条の２まで、

第１９７条から第２２８条まで、第２３３条、第２３８条、第２４４条及び

第２６９条並びに附則第２条から第５条までの規定は、本機関の理事会の議

決により定めた平成３０年４月１日から１年以内の日（ただし、経済産業大

臣の認可を受けた日以降の日に限る。）から施行する。 

３ 前項に掲げる規定が施行されるまでの間において、第３３条第１項第２号

アの規定において「、イ、ウ及びカ」とあるのを「イ及びカ」に改め、同号ウ

の規定を削る。 

 

第２条 削除 

 

第３条 削除 

 

第４条 削除 

 

第５条 削除 
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附則（平成３０年６月２９日） 

 

（施行期日） 

第１条 本指針は、経済産業大臣の認可を受けた日から施行する。ただし、附

則第２条から第４条までの規定は、平成３０年１０月１日から施行する。 

 

（発電等制約量の調整） 

第２条 一般送配電事業者は、広域連系系統の作業停止計画の調整において、

第２４４条の規定により、制約の対象として選定した発電設備等により定格

容量比率按分した発電制約（放電制約を含む。以下同じ。）量及び充電制約

量（以下総称して「発電等制約量」という。）並びに制約の対象として選定

した発電設備等を発電計画等提出者へ通知する。一般送配電事業者の供給区

域の需給状況等に応じて発電等制約量を見直した場合も同様とする。 

２ 発電計画等提出者は、一般送配電事業者より通知された発電等制約量につ

いて、発電計画等提出者間の協議により、通知された発電等制約量を調整す

ることができる。 

３ 発電計画等提出者は、第１項の規定により通知された発電等制約量の調整

を希望する場合は、発電等制約量の通知を受けた一般送配電事業者に希望す

る発電等制約量の調整内容を連絡する。 

４ 発電等制約量の調整を希望する発電計画等提出者より連絡を受けた一般送

配電事業者は、制約の対象として選定された発電設備等を有する発電計画等

提出者へ調整内容及び調整期日を連絡する。 

５ 発電等制約量の調整を希望する発電計画等提出者及び調整内容の連絡を受

けた発電計画等提出者は、当事者間において発電等制約量の調整及び当該発

電等制約量の調整に係る料金その他の条件の協議を行い、調整期日までに発

電等制約量の調整結果を前項の一般送配電事業者に報告する。 

６ 調整結果の報告を受けた一般送配電事業者は、発電等制約量の調整結果を

本機関に報告する。 

７ 発電計画等提出者は、業務規程に定めるところにより、本機関から調整内

容その他必要な情報の提供を求められた場合は、速やかに情報の提供を行わ

なければならない。 

 

（発電等制約量の調整の不調時の対応） 

第３条 前条第２条第５項の規定による発電等制約量の調整が不調となった発

電計画等提出者は、本機関より再調整の依頼を受けた場合は、発電等制約量

の再調整を行う。 
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２ 発電計画等提出者は、発電等制約量の再調整の結果を本機関に報告する。 

３ 一般送配電事業者及び発電計画等提出者は、本機関より再調整の結果及び

決定された発電等制約量について通知を受ける。 

 

（発電制約又は充電制約が伴う広域連系系統の作業停止計画の情報共有） 

第４条 一般送配電事業者は、第３年度の広域連系系統の作業停止計画におい

て、発電制約又は充電制約が伴うことが想定される場合は、作業停止期間が

概ね３０日を超える作業停止件名を、第２３６条第３項に定める提出時期ま

でに、発電計画等提出者と共有する。ただし、次の各号に掲げる作業停止件

名は、可能な限り第４年度以降を含めるものとする。 

一 第３年度から第４年度にわたる作業停止計画 

二 複数年計画の作業停止計画 

２ 一般送配電事業者は、前項の共有内容を集約し、第２３６条第３項に定め

る提出時期までに本機関に提出する。 

 

附則（平成３１年３月２８日） 

 

（施行期日） 

本指針は、平成３１年４月１日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれ

か遅い日から施行する。 

 

附則（令和元年７月１日） 

 

（施行期日） 

第１条 本指針は、経済産業大臣の認可を受けた日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、第１５条の２から第１５条の１９まで、第１７

条、第１３９条及び第２６９条の規定は、２０１９年７月１日から２０２１

年３月３１日の範囲内において本機関の理事会の議決により定める日（ただ

し、経済産業大臣の認可を受けた日以降の日に限る。）から施行する。 

 

（東北東京間連系線等の増強工事の特定負担者の取扱い期間） 

第２条 平成３０年９月３０日以前に接続契約を締結した、東北東京間連系線

のほか、関連する地内基幹送電線の増強工事の特定負担者に適用される取扱

いの期間は、増強工事後の東北東京間連系線の使用開始日又は当該特定負担

者の発電機の運転開始日のいずれか遅い日（以下「起算日」という。）から、

当該特定負担者の発電機を廃止（リプレースの場合を含む。）する日又は起算
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日から４０年間経過した日のいずれか早い日までとする。 

 

附則（令和元年１２月１１日） 

 

（施行期日） 

第１条 本指針は、経済産業大臣の認可を受けた日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、第１５条の４の規定は、経済産業大臣の認可を

受けた日から令和３年３月３１日の範囲内において本機関の理事会の議決に

より定める日から施行する。 

３ 第１項の規定にかかわらず、第１４０条の規定は、令和２年４月１日から

施行する。 

４ 第１項の規定にかかわらず、第７９条、第８０条、第１３５条、第１３５

条の２及び第１７４条の規定は、令和２年４月１日、経済産業大臣の認可を

受けた日又は一般送配電事業者による系統連系技術要件の変更が経済産業大

臣の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行する。 

 

（系統連系技術要件の適用） 

第２条 本指針の第１３５条の規定により定める系統連系技術要件は、前条第

４項の施行期日以降に系統アクセスにおける契約申込みを行う案件及び電源

接続案件募集プロセスにおいて入札を行う案件について、適用する。 

 

附則（令和２年３月３０日） 

 

（施行期日） 

第１条 本指針は、経済産業大臣の認可を受けた日から施行する。 

 

（特定負担計画コードの申請） 

第２条 本機関は、東北東京間連系線等における増強工事又は運用容量の拡大

対策の特定負担による値差精算の対象となり得る者（以下、この条及び次条

において「値差精算対象者」という。）が、値差精算権利を受けようとする場

合又は特定負担計画対象者が特定負担計画を第三者に承継する場合には、当

該値差精算対象者又は当該第三者は、広域機関システムで使用する特定負担

計画を特定する番号（以下「特定負担計画コード」という。）の発行を本機関

に申請しなければならない。 

２ 本機関は、前項の申請を受け付けた場合には、当該申請を行った値差精算

対象者又は第三者に対し特定負担計画コードを発行する。 
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（値差精算権利に係る申請） 

第３条 値差精算対象者は、値差精算権利の付与を受けようとする場合、本機

関に値差精算権利に係る申請を行わなければならない。 

２ 特定負担計画対象者は、前項の規定により申請した内容に変更が生じた場

合、本機関に変更申請を行わなければならない。 

 

（特定負担更新計画の提出） 

第４条 特定負担計画対象者は、本機関が特定負担計画を管理し、特定負担可

否判定を実施するため、次の各号のいずれかに該当する場合には、３０分単

位の断面の特定負担更新計画を本機関に提出しなければならない。 

一 電源開発計画の変更、発電設備の故障、作業期間の延長等により特定負

担計画の値が減少するとき 

二 事業者間で一般送配電事業者の供給区域を跨いで行う電力調達に係る合

意又は同一事業者により一般送配電事業者の供給区域を跨いで行う電力調

達に係る計画の変更等により特定負担計画の値が減少するとき 

三 特定負担計画に対応する需要等の減少の見込み等により特定負担計画の

値が減少するとき 

四 その他特定負担計画の値が減少することが明らかになったとき 

２ 特定負担更新計画の提出期限は、特定負担による値差精算の対象日の前々

日１２時までとする。 

 

（特定負担による値差精算の利用状況等の確認への対応） 

第５条 特定負担計画対象者は、特定負担による値差精算の利用状況等の確認

を行うため、本機関が特定負担計画の更新経過、契約書その他の必要な資料

の提出を求めた場合には、当該資料を提出するものとする。 

２ 特定負担計画対象者は、本機関が将来の特定負担計画又は入札内容を見直

すことを要請した場合には、当該要請に従うものとする。 

 

（短工期対策の特定負担者の取扱い期間） 

第６条 東北東京間連系線における運用容量の拡大対策（以下「短工期対策」と

いう。）の特定負担者の取扱いの期間は、短工期対策後の使用開始日から増

強工事後の東北東京間連系線の使用開始日の前日までとする。 

 

附則（令和２年７月８日） 
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（施行期日） 

第１条 本指針は、経済産業大臣の認可を受けた日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、第３３条、第８３条、第８５条、第８８条、第

８８条の２、第８９条、第９１条、第９３条、第９７条、第１００条、第１

０１条、第１０２条、第１０６条、第１１２条、第１２０条から第１２３条

の８まで及び第１３０条の規定は、令和２年１０月１日、経済産業大臣の認

可を受けた日又は全ての一般送配電事業者による電源接続案件一括検討プロ

セスの導入に関する託送供給等約款の変更の効力が生じた日のいずれか遅い

日から施行する。 

３ 第１項の規定にかかわらず、第２６条から第３０条の２までの規定は、令

和３年４月１日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日から施

行する。 

 

附則（令和３年４月１６日） 

 

（施行期日） 

第１条 本指針は、経済産業大臣の認可を受けた日から施行する。 

 

（リプレース案件系統連系募集プロセスに関する経過措置） 

第２条 業務規程附則（令和３年４月１６日）第３条第１項の規定により、本機

関からリプレース該当性判断を行っている案件の通知を受けた一般送配電事

業者は、当該通知を休廃止等手続とみなして、改正後の送配電等業務指針の

規定を適用する。 

２ この送配電等業務指針の施行の際現にリプレース案件系統募集プロセスを

開始している案件については、改正後の送配電等業務指針の規定にかかわら

ず、なお従前の例による。 

 

附則（令和３年６月２４日） 

 

（施行期日） 

第１条 本指針は、令和３年７月１日又は経済産業大臣の認可を受けた日のい

ずれか遅い日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、別表８－１、別表８－２、別表８－３及び別表

８－４は、令和４年４月１日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれか

遅い日から施行する。 
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附則（令和４年４月１日） 

 

（施行期日） 

本指針は、令和４年４月１日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれ

か遅い日から施行する。 

 

附則（令和４年７月５日） 

 

（施行期日） 

本指針は、経済産業大臣の認可を受けた日から施行する。ただし、第６４

条の２の規定（第４項から第７項までの規定に限る。）は、経済産業大臣の認

可を受けた日又はＮ－１電制の費用精算に関する託送供給等約款の変更の効

力が全ての一般送配電事業者において生じた日のいずれか遅い日から施行す

る。 

 

附則（令和５年４月３日） 

 

（施行期日） 

本指針は、令和５年４月１日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれ

か遅い日から施行する。ただし、第１５３条の２及び第１５３条の３の規定

は、令和５年４月１日、経済産業大臣の認可を受けた日又は平常時において

混雑が発生する場合の措置に関する託送供給等約款の変更の効力が全ての一

般送配電事業者において生じた日のいずれか遅い日から施行する。 

 

附則（令和５年６月２６日） 

 

（施行期日） 

本指針は、令和５年７月１日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれ

か遅い日から施行する。ただし、第１３８条から第１４１条まで（第１３９条

第１項、第２項第１号及び第３項を除く。）の改正規定は、令和６年４月１日

又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行する。 

 

附則（令和６年４月１０日） 

 

（施行期日） 

第１条 本指針は、令和６年４月１日又は経済産業大臣の認可を受けた日の



129 

いずれか遅い日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、第１３１条の２（事前照会に係る申込み及び業

務に限る。）から第１３１条の８までの規定は、令和７年１月６日又は経済

産業大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行する。 

３ 第１項の規定にかかわらず、第１０６条、第１３１条の２（事前照会に係

る申込み及び業務を除く。）及び第１３１条の９から第１３１条の２６まで

の規定は、令和６年４月１日、経済産業大臣の認可を受けた日又は混雑緩

和希望者提起による系統増強プロセスに関する託送供給等約款の変更の効

力が全ての一般送配電事業者において生じた日のいずれか遅い日から施行

する。 

 

附則（令和６年７月２２日） 

 

（施行期日） 

第１条 本指針は、令和６年８月１日又は経済産業大臣の認可を受けた日の

いずれか遅い日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、第１３１条の２（事前照会に係る申込み及び業

務に限る。）及び第１３１条の６の改正規定は、令和７年１月６日又は経済

産業大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行する。 

３ 第１項の規定にかかわらず、第１３１条の２（事前照会に係る申込み及び

業務を除く。）、第１３１条の１２、第１３１条の１６、第１３１条の１８、

第１３１条の２２、第１３１条の２４及び第１３１条の２６の改正規定は、

令和６年８月１日、経済産業大臣の認可を受けた日又は混雑緩和希望者提

起による系統増強プロセスに関する託送供給等約款の変更の効力が全ての

一般送配電事業者において生じた日のいずれか遅い日から施行する。 

４ 第１項の規定にかかわらず、第１３８条から第１４１条までの改正規定は、

令和７年４月１日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日か

ら施行する。 

 

附則（令和７年３月２６日） 

 

（施行期日） 

本指針は、令和７年４月１日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれ

か遅い日から施行する。 
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附則（令和７年７月２２日） 

 

（施行期日） 

本指針は、令和７年８月１日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれ

か遅い日から施行する。 

 

附則（令和８年３月３１日） 

 

（施行期日） 

本指針は、令和８年４月１日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれ

か遅い日から施行する。 


